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－７５－ 

再    開  （午前  ９時００分）  

 

○議  長  

 おはようございます。ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりま

すので、これより平成２５年平群町議会第４回定例会を再開いたします。  

 これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

 本日の議事日程はお手元に配付しております議事日程表のとおりでありま

す。日程表に従い議事を進めてまいります。  

 日程第１  一般質問を行います。  

 一般質問は１１名の議員から提出されておりますので、順次質問を許可いた

します。  

 発言番号１番、議席番号４番、森田君の質問を許可いたします。森田君。  

○４  番  

 おはようございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、通告どお

り質問いたします。  

 町長初め町当局各位には、質問に真摯に向かい合っていただくことを冒頭お

願いいたしまして質問に入ります。  

 まず、最初は新電力を導入して経費削減をについてであります。  

 ２０００年に改正電気事業法が施行され、２００５年から関西電力、東京電

力などの一般電気事業者とは別に、特定規模電気業者すなわち新電力が関電、

東電などの一般電気事業者が所有する電線路を通じて電気が販売できるように

なったわけでございます。ただし、契約電力５０キロ以上の高圧受電してる需

要家に対して電力を供給、販売することが可能になりました。  

 ２０１１年３月１１日の東日本大震災による津波で東電福島第一原発が被害

を受け、発電停止になって以降、国民の間では原発への安全性を疑問視する声

が高まり、ほとんどの原発で発電停止になり、電力供給不足に陥っております。

また、福島原発の汚染水が海に流出していることが明らかになり、国内外から

批判を受けております。それにもかかわらず、先のオリンピック招致委員会で

は、安倍首相がアンダーコントロール、原発汚染水は完全にコントロールでき

ていることの発言は世界中の注目を浴びております。唯一原発で稼働していた

関電大飯原発３号機は９月３日、４号機は９月１５日に定期検査のため発電停

止になり、これで国内の原発は全てとまってしまいました。  

 関電や東電などの一般電気事業者の電気料金は、燃料費や人件費などの電力
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供給に必要な経費に一定の利益を上乗せする総括原価方式で電気料金が算定さ

れており、電気料金の算定方法が電力会社の論理でたびたび電気料金が値上げ

られていることから、国民の間では電力会社に不満や批判が出ております。  

 また、福島原発の事故で原発神話が崩壊し、我が国の電力システムの問題点

が一気に浮き彫りになり、新電力が一躍クローズアップされております。この

ようなことから、自治体だけではなく、企業や高圧受電してるマンションなど

では、関電、東電などの一般電気事業者から新電力に切りかえて経費を図ると

ともに、電気と言いますか、電力の安定供給先の確保に努めております。  

 先の決算委員会の資料によりますと、平成２４年度の電気代は特別会計、企

業会計を含めて１億１，４２６万関電に支払っています。皆さんも御存じだっ

たかどうかわかりませんが、この１億１，４２６万円が多いか少ないかは議論

の分かれるところであります。これは別として、そのうち町の施設で高圧受電

しているところが１９カ所あります。これらの施設で新電力を導入してるとこ

ろがありますか。あるのであればどこでしょうか。また、なければ、導入する

考えがありますでしょうか、お尋ねいたします。  

 あわせて、電気について清掃センター、斎場は住民生活課、学校、中央公民

館、総合スポーツセンター、中央公園は教育委員会、プリズムへぐりは健康保

険課、道の駅は観光産業課といったぐあいに部門がまたがっております。今回

のような質問、新電力のような事案について、横断的に検討する部署はどこで

しょうか。  

 民間企業では、メガコンペンション時代に入って久しいものでありますが、

国内企業の競争だけでは国際マーケットの競争に入っております。その結果、

パソコン、携帯電話、太陽電池パネル、家電、造船などは海外需要との競争に

なり、日本企業が海外企業に負けて事業縮小、あるいは撤退するところが出て

いるのも現実であります。そうして、地方自治体においても政策で競争する時

代に突入しております。人口減少、高齢化社会の時代、他の自治体との競争に

打ち勝つためには、他の自治体より優位性のある政策を打ち出すかにかかって

おります。  

 次は、埋蔵文化財などの整理保存や展示についてであります。  

 本町の古墳は、町の資料によりますと、国史跡指定の烏土塚古墳、県史跡指

定の西宮古墳、ツボリ山古墳、宮山塚古墳や、町史跡指定の剣上塚古墳、栗塚

古墳を含めて１００基あるとあります。それらの古墳から発掘で出土した埋蔵

文化財や開発に伴う発掘調査で出土した遺物、文化財、そして地域や御先祖様

の民俗資料について５点お尋ねます。  

 １点目は、発掘で出土した埋蔵文化財の整理、記録、保存のことです。誰が
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整理し、記録をし、保存といいますか、どこで保管されているのでしょうか。  

 ２点目は、発掘で出土した文化財の所有権のことです。この文化財的な価値

があるかないは別として、発掘で出土した遺物、埋蔵文化財は誰の所有なので

しょうか。  

 ３点目は、史跡指定を受けている古墳の所有のことです。国、県、町の指定

の古墳は誰の所有物ですか。また、それ以外の古墳や遺跡の史跡は、誰の所有

物でしょうか。  

 ４点目は、民俗資料のことです。御先祖や地域の風習、習慣、民話、伝説な

ど、住民の営みの民俗資料、現品などの収集、整理、記録は誰がしているので

しょうか。また、どこで保管しているのでしょうか。  

 ５点目は、上記の出土遺物、埋蔵文化財や民俗資料の公開や展示のことです。

住民の貴重な財産であります埋蔵文化財や民俗資料などの常設の公開や展示を

お考えになっておられますでしょうか。  

 なお、本町の第５次総合計画の第５章、文化財の方針の項に、町民共有の財

産であり、文化財や歴史遺産については保全と活用を図り、継承と振興を推進

しますと明記されております。  

 以上が私の一般質問でございます。簡潔で明瞭な答弁をお願いいたします。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 それでは、１点目の新電力についての御質問にお答えいたします。多くの施

設にまたがる内容でございますので、一括して総務防災課からお答えいたしま

す。  

 まず、１点目の町の高圧受電施設で新電力を導入している施設でございます

が、現在のところはございません。  

 ２点目の関西電力から新電力に切りかえる考えがあるのかということについ

てでございますが、平群町ではこれまで節電対策としまして、デマンド監視シ

ステムを導入や照明のＬＥＤ化、また冷暖房機の使用基準の徹底、職員のクー

ルビズの拡大等を実施いたしまして節電対策を行ってまいりました。このため、

毎年節電効果は上がっているものの、町有施設全ての電気料金は、先ほどもお

述べになりましたとおり、高圧受電をしていない施設も含めまして、年間約１

億１，４００万円の支出となっております。  

 議員提案の新電力につきましては、安価で原子力に頼らない新しい電気会社

として、現在約１００社程度あると聞き及んでおります。新電力会社と契約し

た自治体によりますと、新電力会社が契約を希望する施設は、昼と夜や季節に
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よって電気消費量が大きく増減するような学校であるとかグラウンドなどが、

基本料金を引き下げても利益を見込めるため契約しやすく、逆に昼夜を通じて

電気を使う本庁舎などは電気料金を余り引き下げると利益が見込めないため

に、入札しても新電力会社の応札が余りないといった状況であるとか、逆に本

庁舎で入札した際にですね、従前の電力会社からの入札がなく、新電力会社の

入札により逆に高額になった例とか、また全く応札がなく、従前の電力会社と

随意契約した例もございます。  

 そういったことからも、新電力への切りかえにつきましては、一番危惧され

ますのは平常時も非常時にも安定的な電力供給が可能かどうか、災害時にも迅

速な電力復旧が可能かどうかということでございます。また、新電力から電気

を買いたくても十分な供給量がないため買えない等々が考えられます。こうい

ったことから、今後、平群町において、例えば新電力会社が入札にメリットを

感じる高圧受電で契約電力の高い施設で、また季節や昼夜によって大きく電気

消費量が変動する施設だけの入札を行うとか、実際に契約できる新電力がある

のか、どの程度電気料金が下がるのか等々研究してまいりたいと考えておりま

すので、御理解を賜りますようよろしくお願いいたします。  

 ３点目の部門をまたがる事案を横断的に検討する部署についてでございます

が、現在の行政組織の規則によりますと、事務文書では組織を横断する重要施

策の総合調整に関することにつきましては、政策推進課が担当課でございます。 

 以上です。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 今村課長、ありがとうございます。そうすると、まだ新電力の導入をしてい

ない、そしてまだ新電力の導入の検討をしないということのように思うわけで

ございます。それでは、順次再質問をさせていただきます。  

 先ほど課長からお述べのようにですね、新電力供給の分岐点というのはです

ね、夜間と中間の電気使用量に乖離、差があるもの。もう一つはですね、負荷

率が３５％以下であれば、電気代がおおむね、私が調べたところ、５％下がる

と言われております。負荷率とはですね、年間の電気使用量、お金じゃない、

使用量を契約電力掛ける２４掛ける３６５で割り、１００で掛けたものです。

先ほど申し上げましたですね、町の施設で高圧受電しているところが１９カ所

あります。その電気代が９，６２０万、関電に払っているわけです。負荷率が

幾らかわかりませんが、全ての施設で負荷率が３５％とするならば、関電から

新電力に切りかえますと、５％電気代が安くなると言われておりますので、メ
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リットといいますか、計算上の経費削減効果が４８０万になります。検討する

価値があるのではないでしょうか。通常、先ほど課長も申し上げられましたよ

うに、自治体では新電力は応札、入札によって決まるところが多いわけでござ

いますが、入札効果であれば４８０万以上、効果があるかもわからないわけで

すね。それに増しても、こういうことをやることによってですね、職員の方々

の意識改革になるんじゃないかと。いままでやっていた作業、いままで関電一

本であったものが、こういうものをやることによってですね、職員の方に新し

い挑戦が出てくるんじゃないかと思うんですね。その辺、もう一度お尋ねしま

す。  

 それとですね、部門にまたがってる仕事は政策推進課ということですけども、

私ら民間におりましたんですけども、こういう新しい事案、制度が出てきます

と、ものすごい敏感なわけですね。トップと言わず、管理職からどんどんこう

いう問題が検討の指示が出てくるわけですけども、こういうものを政策推進課

が検討していなかったというのは関心がなかったのか、それとも関心があって

も仕事が忙しくてできなかったのかいうことですね。トップから指示が飛んで

くる、それは別としてですね、その辺のことはいかがなんでしょうか。  

 私は６年前に議員になりまして、庁舎内を外から見ておりますとですね、業

者でもできることを皆さん方が作業をしている、職員の皆さんは仕事と思って

ることは、これ、作業じゃないかと思うんですよね。また、会議が多い、資料

が多い、会議に資料が多いのも議員に責任があるかもしれませんが、私は仕事

を見直す、仕事を切る、そういうこともやらなければいけないと思うんですね。

例えば、議会においても町長が答弁すべきところを答弁しない。これもある意

味は無駄なことかもわからん。町長の考え、思いを質しているときに職員が答

える。来年からはインターネット中継されますので、それを見られた職員の方

がどう思われるか、私はわかりません。  

 自治体でもですね、規模の大小はあるにしてもですね、大阪府、大阪市は本

当に変わりました。横浜市でも保育所の待機児童を実現しました。自治体もや

ればできると思います。また、民間企業でも伊藤忠商事の岡藤社長は、社長就

任になり、明確な方針を社に示し、トップダウンで会議の資料を半減して業績

を大幅に伸ばしました。業界４位だったものが３位に押し上げたようでありま

す。自治体でも民間企業でも意識改革次第、やる気次第で組織は変わると思う

わけです。  

 それと、今議会での決算委員会で明らかになりましたように、土地借上料が

地価が大幅に下がっているのに１６年からの土地借上料は変わってない。それ

に引きかえて町がもらう賃料は下がっている、こんなことは気づかない、気づ
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いていてもやらないということなのか。このようなことを私は３月の予算委員

会のときにも問題提起しておりますが、また今議会での決算委員会でも問題あ

りましたホタルの里のことで、寄附をいただいたから町費をつぎ込む。  

○議  長  

 森田君、電力問題について通告を聞いておりますので。  

○４  番  

 はい。というようなことをですね、それは本末転倒じゃないかというふうに

思います。いろいろ申し上げましたが、新電力の採用の検討をするのか。する

のであれば、どこの部署、いま政策推進ということですけれども、それのこと

をあわせて御答弁ください。  

○議  長  

 行政側の答弁として、通告にある電力についてのみ答弁をお願いします。総

務防災課長。  

○総務防災課長  

 再質問にお答えいたします。まずは１点目の新電力の導入の検討についての

御質問でございます。  

 先ほども答弁の中でも申し上げましたとおり、平群町におきましてそういっ

た新電力の導入がメリットのある施設というのはあろうかと思います。特に高

圧受電で契約電力料が高い、あるいは年間使用料が相当額の金額加算があると、

あるいは昼夜の電力の差が非常にあるというような場合は、新電力の応札とい

うのは非常に見込めるということもございます。そういったことも含めまして、

調査研究等して実施可能かどうかというのをしてまいりたいと考えておりま

す。  

 ただ、こういった近隣の状況、県内の状況の中ではですね、県庁におきまし

ても中央卸売市場であるとか特殊な施設で導入される、あるいは郡山市で一部

されてた情報は聞いております。そういった情報等はあるんですけれども、実

際それの初期の設備投資がどの程度かかるのか、その市町村の規模によって、

そういった新電力の導入の効果がどの程度見込めるのかということにつきまし

て、まだまだ未知数でございまして、全く情報がなかったと、検討を全くして

なかったということではございません。そういった情報は入っておったんです

けども、まだ平群町の状況では、そこまでメリットがあるかどうかということ

につきましては検証できてなかたということでございますので、今後検討して

まいりたいというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  
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 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 ちょっと答弁漏れておりました。それから、先ほども横断的な重要施策につ

きまして、総合調整するのが政策推進課であるということでお答えさせていた

だきました。このいまの新電力の導入につきましてが横断的な重要施策に該当

するかどうかというのは、行政内部の判断でまた考えていくことだということ

でございまして、直ちに政策推進課で検討することではございません。関係課、

先ほど申し上げましたような施設を管理している課というのがございますし、

特に大きく効果の見込める施設もございますので、関係課でまずはそういった

検討をしてまいりたいということで御理解いただきたいと思います。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 ありがとうございます。検討していただけるというふうに理解しております

がですね、非常に忙しいことは私ね、認めるわけですけども、やはり新しいこ

とに挑戦する、そういうことも私は大事だというふうに思うんですね。先ほど

デマンド監視装置の話がありましたけども、デマンド監視施設は全ての施設で

導入してるんでしょうか。私は、役場庁舎はデマンド監視装置は導入してるよ

うに、決算資料を見てもあるわけですけども、ほかのところはなかったように

私の記憶が間違ってなければですよ、というふうに思うわけですね。それであ

れば、それは別としてですね、いま申し上げたように横断的な組織であればで

すね、各部門にまた振るという話なんですけど、こういうことは政策的な問題

です。先ほど言いましても、政策的にどうするのかですね。それはきっちりと

ですね、いま質問したことに対してですね、どこの部署がいつまで検討するの

か、これはちょっと御答弁いただけませんでしょうか。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 再質問にお答えいたします。まず、高圧受電してる施設では、私の知ってる

範囲では大体、いわゆるデマンド監視装置を入れてると思います。ただ、この

機械につきましても安いものではございませんし、リース料でお金を払ってで

すね、リース料という形でお金を払って器具を導入しております。警報装置が

鳴りましたら直ちに電気をとめたりとか、夏場なんかは特にそうです。エアコ

ンの余分な電力がなってないかどうか、デジタル的に数字でわかるようなデマ

ンド監視装置があると思いまして、ただリース料との関係の中で、全ての施設
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がデマンド監視装置を入れてるかどうかというのは、私、ちょっとそこまでは

承知しておりませんが、基本的にはほかの施設も入れているというふうに聞い

ております。  

 それから、こういった政策決定につきまして、いつまでにどうするかという

ことでございます。先ほども申し上げましたように、まずは関係課で協議をす

る中でですね、早速研究してまいりたいということで御理解いただきたいと思

います。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 いつも出てくる関係課ということなんで、こういうのは一つの部署でですね、

ぐんぐんやらないと、私は仕事が忙しい部署とかですね、仕事が増えるわけで

す、仕事をすればですね。だから、そういうことはできるだけ一つの部署でや

ることをお願いしておきます。  

 それとですね、決算委員会で示されましたデータに基づいてですね、これは

見てもですね、電気代のキロワット当たりの単価が低圧受電も含めて、非常に

ばらつきがある。このことに対して疑問を抱かないのでしょうか。私は調べた

低圧受電の単価にしてもキロワットで単価が違う、高圧受電してるとこも違う。

要するに、デマンド装置が、月に１回でも上がれば基本料金が上がるわけです

ね。そういうところを検証してるのかですね。そういうことを含めてですね、

やはりきっちりとですね、細かいことから積み重ねないと、私は平群町の財政

が硬直化したものが直ならないと。これは大変なこと、中でやることによって

ですね、職員のほかの部署から反感も買うこともあるかもわかりませんが、こ

れをやらないとですね、私はだめじゃないかと。やはりこういう財政的な強化

をすることによって、平群町の筋肉質の体力が構築できるわけですから。まあ、

長くなりました、それ以上申し上げませんが、私は平群町の常識が世間の常識

にならないように、職員の皆さん、前例に捉われず、果敢に改革に取り組んで

いただき、平群町を筋肉質の体に鍛えていただくことをお願いしておきます。

この質問はこれで結構です。  

○議  長  

 教育委員会総務課村社参事。  

○教育委員会総務課参事（村社仁史）  

 失礼いたします。森田議員の２点目の質問にお答えいたします。  

 御指摘のとおり、平群町には多くの古墳や遺跡があり、発掘調査により遺物

が出土しています。御質問の順に説明させていただきますと、まず１点目の埋
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蔵文化財の整理、記録、保存等についてですが、文化財担当者が整理、記録し、

出土遺物の過半は北部支所で、その一部と発掘調査の写真や図面類等は人権交

流センターで保管しております。  

 次に、２点目の埋蔵文化財の所有者についてですが、発掘調査で出土した遺

物等の所有権は国民の財産として国に帰属し、県や町など関係調査機関が保管

する形になっております。  

 次に、３点目の史跡指定を受けている古墳等の所有者についてですが、これ

は古墳によって異なりまして、国史跡の烏土塚古墳や県史跡の西宮古墳等は国

と公有地化により平群町の所有となっております。ツボリ山古墳は平群町、宮

山塚古墳と三里古墳は個人所有となっております。それから、町所有の町史跡

の剣上塚や栗塚古墳は町有地で、これ以外の未指定の古墳や遺跡については、

土地台帳で確認する必要がございますが、大半は個人所有となっております。  

 次に、４点目の民俗資料の収集、記録、保存等についてですが、保管場所の

関係もあり、民俗資料として古い農機具を含めた民具類は収集しておりません。

勧請縄など民俗行事についてはボランティアガイドメンバーとともに現地写真

を撮るなど、調査記録を残すように努めております。また、民話や伝承記録に

ついては、子ども向けのお話の会などでの活用を含めまして、あすのす平群の

ボランティア、サポーターを中心に探っているところです。  

 最後に、５点目の文化財の公開、展示についての御質問ですが、これまで観

光文化交流館でさまざまな展示紹介を行っておりますが、施設の規模等から常

設するには至っておらず、今後の課題となっております。御指摘のとおり、貴

重な住民の財産であり、町の施設整備計画をまとめていく中で文化財の公開や

活用空間をどうするのか、観光文化交流館との関係も含めて、位置づけを考え

ていきたいと考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 村社参事、ありがとうございます。埋蔵文化財の整理、記録、保存のことで

ございますが、整理、記録は職員の方がおやりになっておると。保存は北部支

所で行っておられると。私は以前ですね、お隣の斑鳩町の中央公民館に行きま

した折ですね、地下のところで土器を洗っているのを見たわけですね。ああ、

斑鳩町はきっちりこういうことに熱心におやりになっていると感心したわけで

ございますが、町もですね、４月から専門職の方が１名増えましたので、きっ

ちりもう少し力を入れていただきたいと。私、洗っているのを見た、実際やら
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れているかどうか知りませんが、土器を洗って、土器の復元をやっているのか、

そういうのはちょっとわかりません。３年前からですね、国のですね、緊急雇

用対策の補助金もついております。ある党の政策集が、これ、もらったんです

けど、その中にも文化財に関する補助金メニューはたくさんついております。

これらの補助金を使って財政厳しい折でございますが、町民の財産、引いては

国民の財産でありますので、きっちり整理、保管をしていただきたい。  

 それとですね、先ほどの話であれば、北部支所に保管しているということで

ございますが、これは問題がないんでしょうか。また、これらの出土遺物、文

化財の価値がないもの、価値が少ないものは破棄できないのでしょうか。  

 それとですね、次は文化財の所有権でございます。所有権は、要するに県に

委託して委嘱するとかいうことなんですけども、そうしますと橿考研の博物館

に展示しているものは県の所有物だというふうに考えていいわけですね。それ

と、初香山銅鐸、あれは小学生が発見されたと思うんですけども、あれは誰の

所有物でしょう。  

 それとですね、ちょっとわからないんですけども、剣上塚から出土した遺物

ですね、町が発掘されたと思うんですけども、保存処理をされて、それも県に

保管されているのかいうことですね、その点についてお答えください。  

 それと、古墳などの所有物のことですけども、三里古墳と宮山塚古墳は個人

所有ということですね。いま、宮山塚古墳は阪神淡路大震災で天井石が落ちて

中に入れない、それが史跡指定になっているわけでございますが、やはり文化

財として町がお金を出してですね、補修すべきではないかと思うんですね。こ

の古墳は県下でも、玉石をドーム状に築造してる珍しい古墳だというふうに聞

いております。それと三里古墳においてもですね、これは石室の中に棚を持っ

ていると。これは和歌山の岩橋千塚、和歌山の地区にある古墳とよく似た古墳

が奈良県に三つしかないんです。我が町の三里古墳と下市の岡峯古墳、それと

大淀町の槇ヶ峯古墳なんですね。また、その烏土塚古墳に至っては石舞台と同

様に大きな石を使ってるわけです。そういうことで、あわせてそういうことを

思い切って補修をするとか、逆に言えばですね、所有者の御理解をいただいて

町が買い取るとか、そういうことも検討していただけないかということでござ

います。  

 民族資料の収集の保存については、なかなか難しいところがあるということ

なんですけどもね、大切なことでございますので、きっちりやっていただきた

い。この平群観光ボランティア会のほうが作成されました中で見ますとですね、

これ、４０周年記念で町が発行されてる冊子だと、皆さんも御存じだと思うん

ですけども、この中に櫟原のオハキツキというの、これ、私も櫟原回ったとき
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に、これ何をやってるんかなと思ったんですけども、これは持ち回りでやって

おられる。勧請縄はですね、奈良県でもまだやってるのは明日香村ぐらいじゃ

ないかと、私の記憶ではですね、非常に珍しいものだと。それと、越木塚の消

渇神社では土団子をやっていると。こういうものもきっちり保存していかない

といけない。これからは映像の時代ですから映像で保存するのがいいのかどう

か、それはわかりませんが、そういうことも御検討いただき、これは答弁結構

でございます。  

 それとですね、遺物の資料の公開、展示のことですが、幼稚園も保育所も一

体化が２７年４月になります。南保育園も遊休になります。また、小学校の統

合で西小学校が来年の４月に遊休になります。これらのところに、先ほど北部

支所で保存している資料も含めて保管資料も含めて展示をとか、そういうもの

にお考えになったらいかがでしょうか。といいますのもですね、南保育園も西

小学校も市街化調整地域にあります。失礼だと思いますが、活用には法的な制

限がきっちりかかっております。また、売却するにあたっても非常にハードル

が高いと思います。  

 以上です。  

○議  長  

 教育委員会総務課村社参事。  

○教育委員会総務課参事（村社仁史）  

 失礼いたします。再質問にお答えいたします。ちょっと多岐にわたりますの

で、漏れ落ちがありましたら御指摘をお願いします。  

 まず、最初の遺物の整理のところで、斑鳩の場合は中央公民館の下の方で洗

ったり整理されてるということですけども、うちのほうでも中央公園に隣接す

る文化財のプレハブとか中央公民館の下などで洗ってるときはあるんですが、

残念ながらそのときにお見かけできなかったというところかと思います。  

 それから、御指摘の補助事業につきましてですけども、緊急雇用の関係とか、

そういうものも今後は活用していくように努めていきたいと思います。  

 それから、北部支所の管理状況ということですけども、御指摘のように地下

の倉庫の形をとっておりますので、土器とか埴輪とか、そういう遺物類だけを

保管するということで、最初の質問にもお答えしましたように、写真とか図面

類は人権交流センターのほうで極力湿気を避けるという、そういう対応をさせ

ていただいているというところです。  

 それから、貴重ではない文化財については保管をどうされるのかということ

ですけども、調査等で出土しましたものは、全て重要だという認識に立ってお

りまして適正に管理しております。会計検査院の中の指摘でも、そういう遺物
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についても全て野積みとかしないで、ちゃんと管理するようにという指導が出

ております。  

 それから、烏土塚古墳等で出た出土遺物の所有権ということですけども、所

有につきましては、最初に回答させていただきましたように、全て国民の財産

として国に帰属をいたします。ただ、保管の管理といいますか、その部分の権

利といいますか、そういうものが県が調査した場合は県のほうに、そして町の

ほうで調査した場合は町のほうにあるというふうに御理解いただきたいと思い

ます。  

 それから、初香山の出土銅鐸につきましては、当時小学生だった人が見つけ

て、その後、出したという経過もございまして、現在は橿原考古学研究所が保

管をしていると、そういうふうな形になっております。  

 それから、町のほうで発掘しました剣上塚の遺物につきましては、応急的な

形ですけども、処理をする形で町のほうで保管をしているというところです。  

 それから、あと三里古墳、それから宮山塚古墳の所有の件ですけども、いず

れも土地の所有者の方の御理解をいただいて指定をしているといういまの経過

から、いまのところは公費を投入しなくても恒久的な保存を図っていただいて

いると、そういうふうに判断しております。  

 それから、宮山塚古墳につきましては、御指摘のように阪神大震災のときの

地震で天井石が一石落ちてるということで危険な関係から、いま所有者の方に

も見学者を中に入れないようにというふうにお願いをしているところでござい

ます。ただ、これもいま説明いただいたように、石室がドーム状に小さい石を

積んだ特殊な石室ということで、簡単には整備ができないという、そのあたり

もありまして、県の文化財保存課の担当者も御存じなんですけども、どうして

いこうかというところは苦慮をしているというところで、ですから簡単に手を

出しにくいという、そういう部分もあるというふうに御理解いただいたらと思

います。一応研究は進めているというふうに思っていただいたらと思います。  

 あと、民俗関係についてはもうよろしいですかね。  

 それから、最後は公開展示につきましてですけども、おっしゃっていただき

ましたように、新しい施設ができる中で西小学校とかですね、南保育園なんか

の跡地利用ということも御指摘いただいたんですけども、そのあたりも含めな

がら、町内全体でいま施設の利用の計画を練っているところでございますので、

いましばらく様子を見ていただけたらというふうに思っております。  

 以上です。  

○議  長  

 教育委員会総務課村社参事、施設の利用計画ではなくて、そこへ活用するか
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どうかということでしたので、再度。  

○教育委員会総務課参事（村社仁史）  

 失礼いたしました。一つ漏れ落ちありました。おっしゃったように、保育所

とかの一部を借りて展示というお話もあるんですけども、分散的に展示をばら

ばらにしていくのがどうかという、そういう部分もございますので、それも含

めて検討していきたいと思います。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 ありがとうございます。文化財の遺物は破棄できない、いまのところ、分散

で保管されていると。これから民間の開発も含めて、たくさんの遺物が出てく

ることが予測されるわけですから、先ほどの展示場所も含めて、展示するのか

どうかも含めて、いまのボリュームでは絶対数が私は足らない可能性が出てく

ると思うんですよね。だから、私は先ほど言いましたように、展示とか公開の

ことも含めて、幼稚園とか西小学校に検討してほしい、検討すべきだというこ

とを申し上げておきます。  

 それと、埋蔵文化財の所有権でございますが、御理解をいただいて現状のま

までいいと、公開をしていただいているということなんですけども、そうじゃ

なくて、やはり町としてですね、どういう遺跡のあり方を描いておられるのか

ですね。先ほど公開をしてですね、私は観光という資源にはちょっと異論はあ

るんですけども、文化財としてですね、やはりドーム状の石室の復旧をぜひと

もこれはやっていただきたいというふうに、それは県の文化財保護課並びに法

律的に文化財保護法があるわけですから、その辺のことはもう少しお答えいた

だきたいというふうに思います。  

 それとですね、私はホームページを見ておりますと、２００４年３月７日に

平群町を歩いた方のホームページ、その方が中央公民館にある廿日山遺跡、こ

の出土遺物を見られてですね、感想が載っております。近年の役場にしては恐

ろしくみすぼらしい、それはよいとしても、もう少し文化面に予算を割いてほ

しいものである。人はパンのみで生きるにあらず、という言葉がある、町の住

民の文化度を疑わざるを得ない、手厳しい内容でございます。町長もブログに

熱心に載せておられますので、当然この記事は見られたと思います。当時と９

年たっておりますが、何の変りもありません。この遺跡の図、土器の出土、当

時と一向に変わっておりません。これが平群町の文化度だというふうに見られ

ております。これは意見として申し上げておきます。この程度のことだという

ことは、町外の人が平群町を思っているわけです。幾らほかのことをやっても、
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底上げをする必要があるというふうに思います。先ほどの答弁だけお願いいた

します。  

○議  長  

 教育委員会総務課村社参事。  

○教育委員会総務課参事（村社仁史）  

 再々質問にお答えいたします。御指摘いただきましたように、今後の発掘調

査等も含めまして、遺物の保管量が増えていくということは当然予想されます

ので、現在、施設整備をね、いろいろ検討している中でも、そういうスペース

の確保ということでお願いをしていて、それを実現していくように努力してい

きたいというふうに考えております。  

 それから、宮山塚古墳につきましては特殊な石室ということもありまして、

もし見学できるような形で整備しようと思いますと、墳丘を全部掘りまして、

石を全て一旦ばらして再構築するぐらいの形をとらないと整備ができないとい

う、そういうふうな特殊な古墳という状況がございます。ですから、費用的に

も非常に膨らむということも含めまして、今後の検討課題ということで御理解

いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 特に宮山塚古墳に費用がかかるということは、それだけ価値があるというこ

とだと思うんですね。だから、ぜひ県とも御相談されてですね、補助金のこと

も検討されて、私は韓国からの見学者もあるようなことも聞いておりますので

ですね、ぜひともそれはお願いしておきます。  

 文化財の遺跡の価値といいますのはですね、その判断の目安は、私は古さに

あると思うんですね。古いものほど価値がある、一つの目安ですよ、申し上げ

ているのは。いま、町が椿井城の跡、信貴山城の跡を活用を考えております。

だけども、もっと古い時代のもののほうが私は価値があると思うんです。この

ことは、平群町も他の自治体とベンチマーク指標で比較検討すれば、客観的に

どの遺跡が平群町のはすぐれてる、劣ってるということがきっちりと結論が出

ると思います。  

 もう一つは、文化財の大切さとしてですね、先月お亡くなりになりました考

古学者の森浩一先生は、遺跡は地域に勇気と誇りを与えると常々言っておりま

した。勇気と誇りを与える文化財行政にもう少し力を入れ、お金をかけていた

だくことをお願いしまして、私の一般質問を終わります。  

○議  長  
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 それでは、森田君の一般質問をこれで終わります。  

 発言番号２番、議席番号１１番、繁田君の質問を許可いたします。繁田君。  

○１１番  

 おはようございます。それでは、通告に基づきまして本日は大きく４点に分

けて質問をいたします。質問に入る前にですね、私の質問通告、質問の要旨が

毎回恥ずかしいことなんですが、急ぎ働きをするもので、今回も若干の変換ミ

ス等々がございまして、関係各位には御迷惑をおかけいたしましたことをおわ

びをまず申し上げておきたいと思います。  

 それでは、まず１点目のごみの指定袋制について周知はできているのかとい

うことについての質問に入ります。  

 あと半月で１０月を迎えまして、いよいよごみの指定袋制、いわゆる有料化

が実施をされます。それに先立ちまして、各家庭に試行袋が配布をされました。

同時に可燃ごみの有料化がスタートしますというお願いビラが添付をされてい

ます。しかし、ポイントとして生ごみは水を切って、可燃物は指定袋に、有価

物は種類を示して廃品回収にと書かれているだけで、一般の方にはわかりにく

いと不評であります。そもそも指定袋制に移行する大きな目的は、ごみの総排

出量を減量することにあるわけですが、生ごみの資源化がこのビラで強調され

ていないことや下段にありますよくある質問の部分は文字が小さくて読みにく

く、このビラだけで有料化への理解や協力を呼びかけるには、かなりな無理が

あるように思います。そこで、２点についてお尋ねをいたします。  

 １点目、誰にでもわかりやすいように分別の一覧表とかの配布も改めて必要

ではないかと思いますが、考えていただきたいと思います。  

 ２点目は、指定袋以外の収集はいたしませんと明記をされていますが、試行

期間といっても、まだ実際に使われていないわけなんですけれども、わずか１

カ月前に配布をされただけで、このごみの排出の方法が定着するとは考えらえ

ません。トラブルが発生することは必至であります。暫定期間を設けて、各自

治会や各種団体に説明に回るなどの細やかな配慮が求められますが、どのよう

にお考えでしょうか、御答弁いただきたいと思います。  

 大きな２点目は、町のイベントのあり方についてお尋ねをしております。  

 本町では時代祭り、長寿会の作品展示、町民体育大会、町文化祭、収穫祭、

あるいはまた人権啓発のための町民集会やふれあいマラソンなどの年間の行事

があります。時代祭りとふれあいマラソンは本年度当初予算では計上されてお

りませんでしたが、先日の補正予算で予算措置がされました。平群町のかかわ

り方は、補助金も負担金も負わないイベント、また負担金措置のイベント、補

助金交付のイベントとありますが、中でも町民体育大会は全町をまたいでブロ
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ック別に対抗するという特異な存在となっています。ことしは第５０回という

記念すべき大会であり、さかのぼれば１９６４年の東京オリンピック開催に符

合して始められたものかと隔世の感がございます。しかし、５０年という歳月

を経過をして、人口構成も大きく変化をしてきました。直近の統計では、４人

に１人が高齢者と報道されていた全国平均よりも早い速度で本町では高齢化が

進んでいます。高齢化に伴い、出場者を確保するのも難しく、現行の運営方式

に見直しの声が上がっているのも事実です。種目を特化してのスポーツ振興を

図るのも一つの有効な方法です。負担金を出している町としても、見直しを促

すことはできないでしょうか、御検討をお願いしたいと思います。  

 ３点目は、地域包括支援センターについてお尋ねをいたします。  

 ことし２月に開かれた介護保険地域包括支援センター運営協議会の中で、支

援センターの体制整備を目的として、現在直営しているセンターを委託しよう

という検討がされていることが明らかになりました。また、先月８月１９日に

開かれた同協議会においては、より具体的に１年後をめどに支援センターを社

会福祉協議会に、これ、本町の平群町社会福祉協議会に委託する方向であるこ

とが示されました。業務委託は住民にとっては大きな問題ですし、町がこれに

先立ってアンケートをとられました居宅支援事業ケアマネジャーの意見の中で

も、ほとんどの人が現行の体制で満足と答えておりました。委託することのメ

リットとデメリットをどのように検証されているのでしょうか、明らかにして

いただきたいと思います。  

 同時に、まちの高齢者福祉全般について、どのような将来構想を持っておら

れるのか、地域包括支援センターの委託は当然のことながら全体構想の中で行

われるべき方針であると考えられますが、全体構想が見えていないいま、どの

ような将来構想を持っているのか明らかにしていただきたいと思います。  

 最後に、４点目は幼保一体化施設についてお尋ねをしております。  

 本町では、現在恵まれた自然環境と歴史豊かな風土を生かし、子どもたちの

健やかな育成と子育てに自信を持ち、楽しいと感じることができる子育て支援

を大切にしたいとの考えを基本に、養護と教育を一体的に推進するとともに、

乳幼児施設の環境整備を行う意味で、現在、幼保一体施設の建設を進めようと

しています。幼保一体となった仮称総合こども園の建設につきましては、所管

の委員会でも、この間、報告がありましたが、残念ながら議論がかみ合わない

まま今日に至っているように思います。そこで、以下の３点についてお尋ねを

いたします。  

 １点目は、はなさと保育園についてであります。はなさと保育園の今後につ

いては、新園ができれば、はなさとも幼保一体化されるという方針を示されて
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いますが、現行の施設から見て増築工事が必要ではないかと思われます。同園

の限られた敷地、園舎から見るとかなり思い切った措置が必要となりますが、

どのように考えておられるのでしょうか。  

 ２点目、幼保一体施設の性質から見て、町内に複数が必要であり、できれば

北、これについては私立の幼稚園が現在あります。それから中央、はなさと保

育園であります。加えて町の南側、これは現在新園が予定されている予定地で

ありますが、北、中央、南に複数施設を建設したいという考えを町としてはお

持ちのようです。南への建設地として椿井が挙げられましたが、当初議会に提

示をされました予定地は、大幅に下回る敷地しか確保できませんでした。この

間、議会に示された予定設計図では、体に合わない服を身にまとっているよう

な息苦しさを感じます。建設予定地を再考される考えはないのでしょうか。  

 ３点目、タイムスケジュールがタイトでという理由で、いままでにない急ぎ

働きをしておられますが、せいては事をし損じると古来から言われています。

将来に禍根を残さないように、いまこそ時間をかけてじっくり議論をする最後

のチャンスであります。議会とともにもう一度議論を練り直し、本当の意味で

町の将来を担う子どもたちや保護者に喜ばれる施設にしていただきたいと思い

ますが、当局のお考えはいかがでしょうか。  

 以上、簡潔明瞭な御答弁をお願いいたします。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 それでは、大きな１点目のごみ指定袋制について周知はできているのかとの

御質問にお答えいたします。  

 まず、誰にでもわかりやすいように分別の一覧表配布が必要ではないかとの

ことでございますが、本年１０月から始まる可燃ごみの有料指定袋制で、この

制度の導入により、これまでのごみの分別と一部変更になる品目がございます。

具体的には、これまでは可燃ごみで回収していた布団、カーペット、プラスチ

ック類の衣装ケースなどの４５リットルの指定袋に入らないものは粗大ごみに

出していただきます。このようなところで、議員が御提案いただいているよう

な冊子でございますが、ごみの出し方が一目でわかるように、ごみの分別方法

と５０音別で一覧表となった冊子を現在作成しているところでございます。で

き上がり次第、全戸に配布させていただくよう考えています。  

 続きまして、２点目の指定袋制の実施に向け、説明会を実施してはとの御質

問でございます。  

 指定袋制の移行当初は混乱があることも予想されますが、町といたしまして
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は混乱をなくすため、住民の皆さんへ指定袋制実施の周知徹底に向け取り組ん

でまいりました。具体的には、３月２３日に総代、自治会長への説明会を開催

し、４月号広報の際に有料指定袋制実施のチラシを全戸に配布し、あわせて自

治会内での回覧もお願いしました。広報誌におきましては、６月号広報から毎

月１０月号広報まで連続で指定袋制実施に関する記事を掲載し、あわせてホー

ムページにも掲載いたしました。また、出前講座では４月から８月にかけて自

治会や団体への説明会を４回実施いたしました。７月２８日にごみ減量フェス

タを中央公民館で開催し、多くの住民の方々に御来場いただき、ごみ減量と指

定袋制実施のＰＲを行いました。８月に入って、大字・自治会を通じて試行袋

と啓発チラシを全世帯に配布してまいりました。さらに、今月に広報車で町内

全域に広報活動を行うよう考えています。このようにいろいろな方法で住民の

皆さんへの周知をし、スムーズに移行できるよう取り組んでいます。御指摘の

暫定期間を設け、説明に回る等の対応をしてはとのことですが、先ほど申しま

したように、住民の皆さんへ細やかに周知するよう取り組んでいるところで、

暫定期間を設けての対応とは考えていないところでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 繁田君。  

○１１番  

 何点か再質問をいたしたいと思います。ごみの減量化で一番のポイントとな

ることが、先ほどもちょっと言いましたように、生ごみの出し方にあると思う

んですね。これは廃棄物減量等推進審議会でもいろいろ議論をされる中で、コ

ンポストも含めて、電動での処理機への補助金なども増額されたりとかいう取

り組みもしてきたんですけれども、今回のこの可燃ごみの有料化がスタートし

ますという、このチラシの中にはですね、そういう部分での周知徹底が抜け落

ちてるんですよね。ここはやっぱり生ごみを大体可燃ごみに出すこと自体がお

かしいんで、水を含んだ生ごみを可燃ごみの中から取り除くことで重量という

のは相当変わってくると思うんですよ。そのために補助金を出して、生ごみを

可燃ごみに出さないようにという取り組みもしていきているわけですから、そ

のあたりをもうちょっときちんと住民の皆さんに、それこそ周知徹底して補助

金をもっともっと活用していただく方向でのＰＲというのが抜けているんじゃ

ないかと思うんですね。そこの視点がなぜ抜け落ちてしまうのか、それをきち

っと取り組んでこその減量化につながると思うんですけれども、その点はどう

いうふうに考えておられるのか、お聞きをしたいと思います。  

 それから、いまですね、一覧表は現在作成中ということなんですけれども、
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ホームページから簡単に奈良市のごみ辞典というのがあるのでとってみたんで

すけれども、かなり詳しくですね、各ごみの出し方も含めて書かれています。

いま課長がおっしゃったように、５０音別に整理されて、このごみはどういう

ごみで、どこにいつ出すべきかという分別、排出の方法まできちんと丁寧に描

かれています。これ、つくっていただけるということは大変いいことで評価を

するんですけれども、いつごろこの一覧表というのはでき上がって、いつごろ

住民の皆さんのお手元に配布をされるのか、その点について、もう少し明らか

にしていただきたいと思います。  

 それと、暫定期間は設けないと、いままで取り組んできたということなんで

すけれども、これまでの取り組みについては、私のほうも承知をしてるつもり

なんですが、平成２３年１１月にさかのぼって、資源ごみステーション収集に

入りますという説明から始まってですね、２４年度も何回か有料化についての

説明会を開かれていますし、広報でも載せられています。ただ、実際にですね、

指定袋制に移行したときにどういうトラブルが発生するかということは、もう

既に先進地として取り組まれているところなどから聞くとですね、やはり相当

な混乱が予想されていると思います。だから、そのあたりについて、どう対応

されるのか。例えば収集しませんということで指定袋以外は一切とらないと、

集積場にそのまま残したまんまにするとなるとですね、これはやっぱり衛生上

の問題も出てきますし、かなり自治会の中でですね、問題になってくると思う

んですよ。だから、そのあたり、もう周知してます、説明会もしてますから、

これでいいんだということではなくて、始まった後ですね、どういうふうにフ

ォローしていこうというふうに考えておられるのか、その点も明らかにしてい

ただきたいと思いますので、再度の御答弁をお願いします。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 ３点、再質問をいただきました。１点目の再質問でございます。配布したチ

ラシの中に、生ごみ等の減量に向けた啓発の内容というのは抜けているのでは

ないか、もう少し徹底してはどうかという御質問でございます。  

 確かに、議員お示しいただきましたように、このパンフの中には集約して可

燃ごみの有料化が１０月１日からスタートいたしますということで載せさせて

いただいてるもので、できるだけ簡潔に１枚のペーパーで裏表に集約させてい

ただきました。確かに、きめ細かなところまでとなれば、この１枚では物足ら

ないところもあろうかとは思います。ただ、皆様方にはよりわかっていただく

ように、可燃ごみの有料化がスタートするということの見出しということで十
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分周知をいただけるように冊子をつくったところでございますが、御指摘のよ

うに、もう少しきめ細かな内容ということで、先ほども申しましたように、ご

み出しの一覧表の冊子を現在作成しているところでございます。当然その中に

も、生ごみ類の処理の減量をしていただくような啓発の内容等も当然その中に

は盛り込んでいるところでございまして、その内容できめ細かにお知らせをさ

せていただきたいというふうに冊子をいま現在作成しているところでございま

す。  

 その冊子の作成時期でございます。いま現在、鋭意努力して作成に向けて取

り組んでいるところでございますが、印刷業者とのやりとりの中で、大体１０

月の中ごろぐらいには作成でき上がってくるというような予定で聞いておりま

す。内容的に盛りだくさんなところでございますんで、ちょっとタイミング的

にもう少し早ければよかったんですが、１０月の中ごろということになります

んで、それから後、直ちに各大字・自治会に配布させていただき、住民の皆様

のほうにお届けさせていただくように考えております。  

 それから、有料化指定袋制が１０月１日から始まりますと、トラブル等が懸

念されるというところで、その対応についてどう考えるかということでござい

ます。当然どれだけ周知をしていただいて、徹底して指定袋制に移行できるか

というところは、十分町としても御理解、御協力を賜りますように周知をさせ

てきたところでございますが、間違って万が一出された場合の対応につきまし

ては、町としても一定この指定袋制で出されてないごみについては間違った出

し方ですよという周知のシールをいま現在作成して用意しております。そのシ

ールをまず張らせていただいて、この出し方は間違った出し方ですんで、正し

く指定袋にお願いしますというところで周知シールを張らしていただくという

対応をさせていただきます。当然お出しいただく方がきっちりとその対応をし

ていただくことが重要なところでございますが、いつまでもそれが放置されて

るという状態になれば、それは自治会の役員さんとの御協議をさせていただく

中で対応をしていきたい、そのように考えておりますのでよろしくお願います。 

 以上です。  

○議  長  

 繁田君。  

○１１番  

 答弁もう少し簡潔で結構なんで、ですから時期はいつですかと言うたら１０

月半ばですと答えていただいたらええわけでね、まあ、１０月半ばにでき上が

るということなんで、できれば移行と同時にというか、移行する前にこういう

ものはきちんと配布をしていただきたかったなと思うんですが、作成していた
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だいてるということなんで、できるだけ速やかに全戸配布を実現していただき

たいと思います。  

 あと、シールを張ってということなんですけれどもね、確かに周知をする努

力、あるいは減量化のイベントなども開かれて、取り組みはやっておられると

いうことは評価してるんですよ。ただ、せやから言うて、それで十分かどうか

というと、やっぱりまだまだ試行袋を配った後で、これ何ですかという問い合

わせもあるわけですから、自治会の役員のほうに。やっぱりよくわからないと

いうこともあるわけですから、当然１０月１日以降ですね、旧来の黒いごみ袋

とか指定袋以外で出される方も予測をされます。シールを張っても誰が出した

かわからへんから、言うたら悪いけど、犯人捜しみたいなことになっても困る

わけですよ。  

 それともう一つ考えられるのは、不法投棄ですよね。有料のごみ袋を買いた

くないから、指定された集積場ではないところに指定されていない袋なり、段

ボールに入れて不法投棄をされるということだって十分考えられるわけでね。

それは先に取り組んでおられる地方自治体、市町村に行って話を聞いたら必ず

そういうトラブル発生というか、問題点が上げられてくるわけですから、それ

に対してどう対応していくかという対処の方法も持っておかないと、その現象

が起きてから慌ててどうするかという検討をしてても遅いわけですから、当然

予測されるトラブルについての対応策というのは持っとかなあかんと思うわけ

ですね。収集される方には大変かもわかりませんけども、指定袋が徹底されて

いない自治会さんとか、その地域なんかもきちっと把握をして自治会長なり、

そこのところにですね、逆に役場のほうから説明会に行きたいんですという申

し入れをするぐらいの姿勢を持っておかないと、こういうものは絶対徹底でき

ないと思うんですよ。その点について、どういうふうに考えておられるのか、

お考えをちょっと聞かせていただきたいと思います。  

○議  長  

 住民生活課長、簡潔に。  

○住民生活課長  

 特にいま先ほど申しましたように、自治会に向けての説明会というのは考え

ております。ただ、きっちりともし要請があれば、当然自治会には説明会に上

がらしていただく予定は考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 繁田君。  

○１１番  
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 だから、そこのところできっとかみ合ってないんですよ。やっぱり現状を把

握した上で、これね、ごみの指定袋制というのは役場のほうが住民の皆さんに

お願いしてるわけですわ。住民さんのほうからやってくださいという、やった

らいいねんという御意見もいっぱいありましたけど、町のごみ行政の方針とし

て指定袋制を出した、こういう目的でこうしますという方針を出したわけです

から、いままでと全く違うことをやるわけですから、これはやっぱり行政が住

民の皆さんに対してお願いせなあかん筋合いのものなんですよ。そしたら、き

ちんとその制度が理解をされて活用されているかどうかというのは、役場がま

ず検証する義務があるんですよ。どこの地域でなかなか理解がしていただけな

いのか、徹底していただけないのか、原因は何なのか、そこに出向いてきちん

と説明しますというね、呼ばれたから行くんじゃなくて、役場みずからが出向

いていってきちんと説明しますという姿勢を持たなければ、こういうことは絶

対徹底できないと思うんですよね。それについて、町長、どういうふうに考え

ておられますか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 当然、いま課長が述べたとおりでございますが、もちろんトラブルがあれば

ですね、こちらから出向いて、場合によっては自治会の皆さんに改めて御説明

するということも必要かなというふうに思っております。  

 それとですね、有料化がスタートして全て終了じゃございません。スタート

してからのさらなる説明ということも今後引き続いてですね、やっていかなけ

ればならない。そして、おっしゃったとおり、住民の皆さんにごみの減量をあ

らゆる手段を使ってお願いしていくと。生ごみにつきましては、減量容器のＰ

Ｒもしていかなければなりませんし、これがスタートだと。１０月の有料化が

ごみ減量に向けて初めてスタートを切るということの認識でおりますので、こ

れからの住民の皆さんとの協働が始まるということで、町としてはいま申しま

したように、丁寧に住民の皆さんにお願いし、説明していくという姿勢で臨ん

でまいります。  

○議  長  

 繁田君。  

○１１番  

 はい、ありがとうございました。ぜひそういう点では遺漏のないようにやっ

ていただきたいと思いますし、いろいろ業務があって仕事がある中で大変では

ありますが、丁寧に取り組んでいただいていくことを申し添えておきます。１
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点目は以上で結構です。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 ２項目めの町内イベント、とりわけ町民体育大会のあり方についての御質問

にお答えさせていただきます。  

 町民体育大会につきましては、ことしで５０回目を迎える記念大会に当たり、

平群の村当時から続く歴史のある非常に町の大きな行事でございます。本大会

の主たる目的は町民の健康、体力づくりを推進し、スポーツレクリエーション

に対する関心を一層高めるとともに、町民相互の親睦を深め、明るく豊かなま

ちづくりに寄与するものでございます。ただ、議員がおっしゃられましたよう

に、年々出場者を確保するのに体育協会の役員及び各自治会の役員の皆さんが

苦労していると聞き及んでおり、その要因の一つとして、住民の高齢化も考え

られます。こうした問題点も視野に入れ、現在、実行委員会及び部会において

はできるだけたくさんの方が出場しやすいようにプログラム等の見直し検討が

されております。  

 また一方で、町内自治会を６ブロックに区分構成した形で対抗競技がなされ

ておりますけども、時代の流れにより、ブロック間においても構成人口や世帯

構成も大きく異なってきておりますことから、体育協会のほうでブロック再編

成の検討も同時に行われております。とはいえ、町民体育大会は出場する人、

応援に来る人、関係者を含め約２，５００人の町民が一堂に会し、スポーツを

通じて一喜一憂する場でございます。地域コミュニティが希薄化していると言

われる現代社会の中で、こういうときこそ地域のつながりを深める場としても

非常に意義のある貴重なイベントであるというふうに認識をしております。  

 今後につきましても、本大会を主に企画立案、運営していただく体育協会役

員やスポーツ推進委員の意見を聞きながら、時代にマッチし、住民のニーズに

できるだけ沿う形へ見直し検討を図ることにより住民主体による、より一層活

気のあふれるイベントになるよう努めてまいりたいと考えております。  

○議  長  

 繁田君。  

○１１番  

 おっしゃるようにですね、たくさんの方々が参加をされていて、１日競技に

皆さん熱心に参加をされたり、応援されたりはしてるんですが、年々プログラ

ムのほうも見直しが図られているんですが、と同時に年々出場者を確保できな

くなってきているというお声を聞いています。大概その年度に当たった役員さ
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んが競技に出られたり、競技人数を確保するために電話作戦で確保したり、依

頼をしたりということが行われているやに聞いています。かなり種目も多いし、

出場者名簿というのを見ても、これだけの升をいっぱいにしないと競技に出ら

れないぐらい人数がいるわけですね。ですから、ブロック編成の再編成という

ことよりも、ブロック対抗というそのもののあり方というのをまず見直してい

かないといけないんじゃないかと思うんです。  

 この間、いろんな方に意見を聞きますと、種目を特化した形でのスポーツ競

技大会というのがいいんじゃないかという意見もあるんです。ですから、ふる

さとふれあい、くまがしマラソンでしたっけ、あれなんかは前のときのくまが

しマラソンのような形に復活をしてですね、全国からやっぱりエントリーして

もらって、大々的にあれはやったほうがいいん違うかとか、平群町は非常にス

ポーツ振興に力を入れておられるようですけれども、テニス大会とか相撲大会

とか、そういった形での競技大会という方式も一つのやり方ではないかという

御意見なんかも聞いています。ですから、５０回の記念大会終わった後、また

反省会もあると思うんですけれども、そういう住民の皆さんの声、各大字・自

治会の声をきちっと受けとめて、平群町のほうも今後の負担金のあり方を考え

ていただきたいと思うんですが、その点については再度答弁願いますでしょう

か。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 再質問ですけども、いまもおっしゃられた趣旨ともかぶるかわからないです

けども、町民体育大会につきましては歴史ある大会です。また、決してこの大

会の火を消してはならないというふうに、そういう思いを十分持っております。

ただ、内容につきましては、十分反省会等々なんかの中で役員さん、それから

各ブロックの代表の方等々の意見を十分にお聞きしながら、きちっと受けとめ

てやっていきたいというふうに思います。  

 また、内容につきましても、いま議員がおっしゃられましたようなことでブ

ロック対抗そのものをもっぺん考え直してみるという視点、それも考えてみて

はどうかなと思います。ただ、これについては非常に大きな長い歴史の中で積

み上げてきたものでありますんで、慎重に考えなければならないかなというふ

うに思います。  

 また、種目を特化してはというふうな話もございました。これにつきまして

も、現在も実行委員会の役員さんなんかの中でも話としては出ているというふ

うに聞いています。例えば、自由に参加できる軽スポーツの体力測定などを行
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うスポーツフェスティバルなんかも一つの案として聞いております。そういっ

たことも含めて、これからの町民体育大会のあり方については、住民の声をき

ちっと受けとめながら、おっしゃられたようなことで進めてまいりたいという

ふうに思います。  

○議  長  

 繁田君。  

○１１番  

 ぜひその方向でですね、検討をしていただきたいと思います。２点目につい

てはこれで結構です。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 ３点目に御質問をいただきました地域包括支援センターについてでございま

す。  

 現在、高齢者を取り巻く現状と課題、将来に向けての対策を勘案し、包括支

援センターの今後のありよう、特に委託の考えをお示しをし、運営協議会にお

いて意見を頂戴しているところです。質問をいただきました委託することのメ

リット、デメリットですが、一概にメリット、デメリットで論ずるべきではな

いと考えますが、まず委託を検討するに至りました現状と将来予想でございま

す。  

 昨年実施をしました地域包括支援センターに対するアンケート、議員もおっ

しゃったように、中では高い評価をいただいております。これからも同様の高

評価をいただき続けるためには、次の課題の克服が急務となっているというふ

うに考えております。  

 一つ目には高齢者の急激な増加、二つ目には介護予防対象者のそれに伴う増

加、３番目に、それに伴うケアプラン作成量の増加、４番目に成年後見制度や

もろもろの相談事業の増加、５、介護保険事業者への包括支援センターとして

の指導等の増加などが上げられます。これらに対処、対応するための体制が現

在の地域包括支援センターの体制では既に限界になりつつあるため、早急な対

応が必要となってきています。それでは、人的体制の補強をすれば単純によい

というふうに考えられますが、保健師、主任ケアマネ、社会福祉士の資格を持

つ職員の人材の確保は非常に困難な状況であります。だからといって誰でもよ

いというわけではなく、平群町の実情に精通した人材が求められています。  

 それらのことを考えますと、平群町社協に委託することが現在はベストとい

うふうに判断をしております。社協の豊富な人材と町内における介護保険事業
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の経験、地域に密着した福祉活動、小地域ネットワークなど、地域ボランティ

ア団体、民生児童委員、長寿会などの事務局としての立ち位置をも考えますと、

先の５課題の克服、対応が可能であり、メリットは大きいというふうに判断を

しています。  

 また、現在の包括支援センターの職員の保健師については、ヘルス部門にお

いて健康長寿を目指す取り組みに専念できるというふうに判断をしておりま

す。委託に限って申しますと、特段のデメリットというのは現時点で考えてお

りません。  

 次に、高齢者福祉全般について、どのような将来構想を持っておられるかと

の質問でございますが、先のメリット、デメリットで申しましたが、増大する

高齢者需要に対応するために社協への包括支援センターの委託により、現在の

包括支援センターの職員をヘルス部門に戻っていただき、早い段階からの健康

維持、健康長寿奈良県一を目指す取り組みにより、要支援、要介護認定を必要

とされる年齢を遅らせる取り組みと連動する包括支援センターの手厚い対応、

体制の整備を進めていきたいというふうに考えております。  

 また、障がい者サービスを提供する事業者が町内は極めて希薄でございます。

障がい福祉の現状を考えれば、社協に障がい者サービスを担ってもらうことを

考えています。もう少し論議が進んだ段階で、社協内部の手続を進めていって

もらう予定でございます。  

 以上、回答というふうにさせていただきます。  

○議  長  

 繁田君。  

○１１番  

 いま、委託を検討されている背景とかも示されたわけなんですけれども、大

事な問題点というのは、地域包括支援センターへの満足度が、アンケート結果

ですね、居宅事業者ケアマネジャーに対するアンケートを行われて、その結果、

直営である包括支援センターの現行のあり方については７４％が満足をしてい

るという数字が出ています。実際問題、現実問題として急激な高齢化であると

か相談業務の増加であるとか、現在の地域包括支援センターの体制では限界に

来てるということなんですけれども、人員が平群の町内にいないのかといえば、

決してそうではないわけで、ですから人員を補充するということは当然まず第

一に考えなければならないことやし、それはできないのではなくて、できる状

況にあるというふうに私は見ています。  

 もう一つよくわからないのは、質問の中でメリット、デメリットという聞き

方をしたんですけれども、現在、包括が抱えている問題点や課題を浮き彫りに
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して、それをどう解決していくかということなんですけれども、そもそも委託

という話が出たきっかけがですね、ここの部分が、例えば、じゃあ、急激な高

齢化に対して、現時点では対応できていないのかどうか、直営で対応するため

にはどんな問題があって、どう解決していくのか、何が解決を阻んでいるのか、

そのために委託することのほうが住民に対して有利であるというか、有効であ

るというふうに考えているのかというところが、いま一つ説明がされていない

んですね。  

 これから健康長寿を伸ばしていくために、ヘルス部門で保健師さんのほうに

担ってもらうということなんですけれども、ヘルス部門での保健師さんは現在

プリズムにもおられますし、地域包括支援センターの体制としてですね、現体

制に無理があるのであれば、基本的には保健師、社会福祉士、主任介護支援専

門員というセンターの人員構成になるわけですが、これに準ずるものとして代

替要員も確保しても構わないというふうに法律ではうたわれているわけですか

ら、そこのところをどれだけ検討して努力をされたのかというのが、いまの説

明ではいま一つわからない。  

 それと、委託は当然法律的にもできるということになってるわけなんですけ

れども、委託ができる相手先としてですね、老人介護支援センター、在宅介護

支援センターの設置者、地方自治法に基づく一部事務組合、または広域連合を

組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを

目的として設置された公益法人、またはＮＰＯ法人と、その他市町村が適当と

認めるものというふうに、委託をする機関というのは幾つかあるわけです。平

群町が仮に委託を検討したとしてですね、どれだけの経営主体が考えられるの

か。それぞれの経営主体に委託をしたときに、町民が受けるメリットとデメリ

ットという言葉になってしまうんですが、町民が受ける影響はどうなのかとい

うところまで検証した上でないと、委託というのは非常に大きな問題やから、

そう簡単にはできないと思うんですね。そこのところはよく伝わってこない、

実際にどういう検討をされたのかという点について、もう少し詳しく説明願え

ますか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 幾つも再質問をいただきましたので、ちょっとまた漏れ落ちがありましたら

御指摘をいただきたいというふうに思います。  

 まず、包括支援センターの現状、直営に対する評価が高いというのは私も答

弁をさせていただきました。議員御指摘のとおり、非常に高い率で評価をいた
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だいておりました。これは非常にありがたい。しかし、まず見ておかなければ

ならないのは、高齢者の増加あるいは５点の内容について申し上げました。こ

れも確定をしております平成２４年１０月段階における高齢者人口は６，１０

４人、これは推計ですが、２７年、あるいは３２年にかかって伸びていくであ

ろうという数が２４年から２７年にかけては５９９人、約６００人近い高齢者

人口の増、あるいはさらに２７年から３２年にかけてはさらに１５０人近い増

というふうに推計をしております。また、それに伴いまして、介護予防対象者

の増加、その中へ含みますが、介護認定者数については、２４年現在ではこの

高齢者人口に対して約１６％が介護認定を受けておられます。その中のまた３

４％の方が介護予防認定をされて、介護予防の要支援ということで認定をされ

ているという数値がございます。人口の増加に伴いまして、この割合で同率で

増えていくと考えますと、ますます業務量というのは拡大をしてまいります。  

 それに対して、いまと同じような評価を得るために必要な細やかな対応をし

ていくという話になりますと、非常にいまの体制では希薄でございます。つま

ずいてから、じゃあ、あすからここを切りかえますよという話については、な

かなかいかない部分がございます。そういうことを考えますと、先を見越した

上でいかに強化をしていくのかということについて考えていく必要があると考

えております。そういう中での選択肢として、委託ということを提起をさせて

いただきました。そういう意味で、いま運営協議会で論議をいただいていると

ころでございます。  

 人は、確かに議員おっしゃるとおり、資格を持った方もおられます。あるい

はこの３資格、保健師、あるいは主任ケアマネ、社会福祉士の資格を持つ人以

外の準ずる資格というのもございます。しかし、現状これらの介護保険事業者、

地域の中でも聞いていただいたらわかると思うんですが、なかなか有資格者の

確保というのは困難な状況にございます。現在も包括支援センターでは人材が

不足する、なかなかないということも含めてございまして、３資格の中の一つ、

社会福祉士については、社会福祉協議会からの委託ということでお願いをして

いる経緯がございます。また、それ以外にも退職された町の職員で、たまたま

資格を持っておられる方に応援に来ていただいているという経緯も含めてござ

います。そこまでしませんと、なかなか対応できないという現状がございます。

これについても、また御理解を願いたいというふうに思います。私どものそれ

は力不足でなかなか確保できていないというふうにおっしゃられば、それまで

の話でございますけども。  

 それともう一つは、プリズムも確かに保健師さんはおられます。現在のプリ

ズムでやっておられる活動は、年々歳々いろんな形での予防業務、健康を保持
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していくための業務というのは増えていっております。国、県からの市町村へ

の業務も移管するという形で増えてきておりますし、いろんな病気について対

応していくということでやっております。それと同時に、いま必要なのは包括

支援センターにおける取り組みだけではなしに、病気と同じですが、病気にな

ってしまいました、せきをしました、じゃあ、どうしましょうという対応では

なしに、それに至るまでにもっと若い段階からさらに健康維持、保持をしてい

く、健康長寿奈良県一を目指す、それぐらいの思いの中で取り組みをしていっ

て、要支援、要介護にはなかなかそういう認定を必要としないという状況をつ

くっていくこと。これは病気、健康保持と全く同じでございますが、そういう

ことに力点を置いて、長いスパンで物事を考えていく必要があるというふうに

考えております。  

 そういう意味で、今回委託という決定をもししましたら、現在の包括支援セ

ンターにおります保健師については、高齢者の健康状態を正しく把握しており

ますので、その部門にさらに力を入れていっていただきたいというふうに思っ

ておりますし、またそれと包括支援センター、介護保険事業との連携をさらに

強めていくということを進めていきたいというふうに考えているところです。  

 それと、委託先の問題でございます。いま現状から申しますと、奈良県下の

状況は、確かに大半が委託というふうにはなっておりません。３９自治体のう

ちで、委託ということで決定をしているのが市を中心に１２の自治体がござい

ます。それ以外に直営というのが２６、直営と委託、両方兼ねておるのが大和

郡山市という状況でございます。確かにそういう状況ですが、特に生駒郡では

生駒郡４町の中で三郷、斑鳩、安堵、既に委託を決定しております。市の一部

を除けば、大半は社会福祉協議会に委託をしている経緯がございます。これは

一つには、委託先は法律でいろいろ明記をされております。議員御指摘のとお

りでございます。しかし、地域の中で、じゃあ、医療法人としてこの業務を委

託を受けていただくところがどれほどあるのか。あるいは社会福祉法人も幾つ

かございます。ＮＰＯ法人も含めてございます。同時に介護保険事業を実施さ

れておられる事業者もたくさんございます。  

 包括支援センターは、ここでも指摘をさせていただきましたが、地域の中で

地域の介護保険事業者を指導する立場にございます。これが介護保険事業を受

託している事業者であり、同時に指導的立場にあるという話になってまいりま

すと、ケアプラン作成も含めてそうですが、やっぱり我田引水ではないですが、

利益を誘導するということも含めて、ないとは思いますが、そういうことを疑

われるところも発生するというふうに考えております。そういう意味では、他

の事業者を指導する立場にあるものが公平性を担保していく、そういうことが
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できる事業者であるべきだというふうに判断をしております。  

 特にここでは、当初の答弁では申し上げませんでした。これまで幾つかのと

ころではちょっと発言をさせていただきましたが、社会福祉協議会については

最終的に介護保険事業からの撤収を考えていくべきであろうというふうに考え

ております。これは先ほども言いましたように、公平性、中立性を担保してい

く、そういう立場で委託できる。ほかの事業者であれば、じゃあ、いまやって

おられる介護保険事業をやめてくださいと、その上で包括支援センターの委託

をお願いしたいという話を申しますと、それは委託を受託するという話につい

ての検討自身は多分成り立たないというふうに判断しております。そういうこ

とも含めて考えますと、結果的には社会福祉協議会しかない。  

 もう１点は、これからの高齢者福祉全体という話でしたから、私のほうでは

障がい福祉のことについてもちょっと答弁をさせていただきました。社会福祉

協議会は、平成１２年の介護保険事業実施段階当初から地域の中で介護保険事

業を受託する事業者がないときに、町は社会福祉協議会にあえて介護保険事業

の実施をお願いをし、やってきていただいた経緯がございます。しかし、地域

に受け皿がないという時代とはいま大きく変わっております。他の民間事業者

はたくさんございます。まだまだ不足するかもわかりませんが、当初社協に介

護保険事業所としての開設をしていただいた、その当時の時代とは大きく状況

が変わってきているというふうに判断をしております。  

 社協は、利益を追求することよりも、むしろ地域の福祉を優先してその業務

を推進するべきというふうに判断しますので、そういう意味では、この際、介

護保険事業からの撤収を受けて、いま地域で希薄となっている障がい者福祉、

特に障がいデイなどの事業について、その受け皿をあえて設けていく、そうい

うことの事業に特化していく方向での取り組みを進めていってもらいたいとい

うふうに考えているところでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 繁田君。  

○１１番  

 いま随分詳しい答弁をしていただいたんですけれども、もう少しお聞きして

おきたいことがありますので、一つについてはですね、人員の確保の問題であ

ります。現行、高齢化率がどんどん膨れ上がってきて、介護予防、要支援１、

２に該当する方も増えてきている中でですね、現行の体制では対応しにくくな

ってきているという御答弁でありました。  

 保健師は包括の業務よりも、むしろヘルス部門で健康長寿のほうでの仕事に
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なってもらいたいという御答弁であったように思うんですけれども、介護予防

に関するケアマネジメントというとですね、介護１次、２次予防事業施策とし

て、いままで包括が取り組んでこられた１次予防、あるいは２次予防事業もか

なり行われているのが、この実績として上がってきています。また、新予防給

付ということで、支援１、２の認定を受けた方の給付管理ということでもかな

りの件数を持って対応をしていただいています。  

 何よりも大事なのは、その前の相談業務なんですね。その相談業務によって、

要介護になりそうな高齢者を抱えた方々がですね、解決の方法がわからない、

どこに相談してええかわからないというときに、包括に来て相談をされていろ

んなサービスを利用されたりとか、あるいはまた介護疲れをされた方々の悩み

を聞いたりとかされてるわけなんですけれども、介護予防の業務を担うことで、

要支援１、２、予防介護になった方々がそれ以上介護度が重くならないように

包括のほうで対応していくというのは、これは見落とされがちなんですけれど

も、実は非常に大事なことなんですね。だから、そこの部分を直営で包括がき

ちっといままで担われてきて、今後も要支援１の方ができれば自立になるぐら

いの支援をしていくための活動が求められていくと思うんです。支援１、２が

必ずしも介護１、２になるとは限らないわけで、支援から自立になる方も何人

かおられます。そのための援助をしていくのが包括の仕事の一つでもあるわけ

です。  

 ですから、有資格者の確保が困難であるというふうにおっしゃるわけなんで

すけれども、資格者というのは庁舎内にもたくさんおられます。社会福祉士に

ついていえば、何年か前にこの席で、席は違ってたかもわかりませんが、社会

福祉士を自前でやっぱり採用してですね、地域包括を足腰しっかりさせていっ

てはどうかということも言ったことがあるんですが、ずっとこの間、社協から

の出向という形でですね、改善をされていないんです。だから、それは確保で

きないんじゃなくて、確保する努力をしていなかったというのが正確な状況で

はないかと思うんですね。やっぱり専門職の採用というのがこれからどんどん

特に介護などでは求められていく中で、そういう体制を引いてこなかったとい

うことが、私はどうしても納得ができないんです。その中で、いま包括で勤務

されている保健師さんを健康長寿のほうでというふうに言われても、それはち

ょっと視点が違うんじゃないかと思うんですわ。  

 あえてこういう嫌な言い方をするんですけれども、介護保険制度がそもそも

導入されたときには、高齢者の医療費がかなり膨らんでいて国のほうでも持ち

こたえられないと。介護か医療かわからないようなグレーゾーンがいっぱいあ

ったわけですね。その中で、家族介護に疲弊された方が介護放棄するネグレク
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トというふうな現象が社会問題としてあらわれてきて、介護は個人で対応する

のではなくて社会化ということで介護保険が導入された。それによってですね、

医療費は下がるはずやというふうに言われてたんですが、介護保険が導入され

ても医療費が別に目に見えて下がったわけではない。それぞれがやはり皆さん

が制度の内容を理解して使うことによって、介護保険でもスタート当初から比

べたらどんどん給付が上がってきているわけですよね。せやから、健康長寿に

取り組むんやと、奈良県一を目指すということでしっかり取り組んでくださる

方は、それはそれでいいと思いますし、社会福祉協議会が障がい福祉にさらに

力を入れると、いまもやっておられますけれども、それはそれでいいと思うん

ですけれども、そこがじゃあ、直ちに包括の委託につながるのかと言うたら、

私は問題は別やと思います。  

 それと、高齢化福祉の全体をどう見てるんかという質問をさせていただいた

んですけれども、将来構想ですね。やっぱりいま社会福祉協議会が担っている

介護保険サービスのサービス部門、これはかなりですね、事業収入としても上

がってきてますし、収益的な金額だけではなくて、住民の皆さんの御利用とい

うのもかなりあるわけですよ。それを一方的にというか、介護保険のいい部分

は保険料を払ってサービスを自由に選択できるというのがいい面であったわけ

ですから、選択肢を一つ取り上げるということになってしまうわけですよね。

いま盛んに小規模多機能とかサービス事業者の誘致もやっていただいてますけ

れども、社協は社協としていままでやってこられたサービスの実態があるわけ

ですから、そこをやめにしてまで包括を委託するということには、私はちょっ

と疑問を感じるんですけれども、その点、利用者の立場に立ってどういうふう

に考えておられるのかというところが伝わってこないんです。その点について

は、どこでどういう議論がされているんでしょうか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 再々質問をたくさんいただきましたので、ちょっと整理がついておりません。

漏れ落ちがありましたらまた御指摘をいただきたいと思います。  

 まず、１次、２次予防の取り組みな部分なども含めて、現在の包括の取り組

みについて評価をいただきました。事実、直接職員がかかわっている部分を含

めてございますが、圧倒的には外部からのお願いをし、講師として来ていただ

いたりしながら、その取り組みをしていることも含めて事実でございます。現

在の職員ではやはり対応できない部分を含めてたくさんございます。  

 特にまたそれ以外についても、相談業務の重要性も含めて御指摘をいただき
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ました。確かに御指摘のとおりです。いろんな相談を受けてサービスの提供内

容について提供したり、御指導するというのも含めてございますし、悩み事を

聞くというのも含めてございます。それ以外にも最近増えてきておりますのは、

成年後見制度の相談等も含めて増えてきております。包括支援センターは成年

後見人についての相談をやっていくということも含めて、業務の中ではござい

ます。同時にこれがこういう内容のサービスや、あるいは悩みの相談、あるい

は地域の中における高齢者が生きていくためのいろんな生活上の相談も含めて

そうですし、成年後見制度も含めてそうですが、これは社会福祉協議会にも同

じようにそれらの内容について対応していく窓口がございますし、いままでも

その経験はございます。  

 人を確保していくということは、直営前提でいままでやってこなかったとい

うふうに御指摘をいただきました。これは非常に難しい部分です。人材が不足

しているというか、なかなか確保しにくいというのは決してうそを申し上げて

いるわけではございません。しかし、もう１点、これも包括だけに限らず、ど

の部門でもそうですが、役所全体の中で全体の職員を増やしていくのかどうす

るのかということについては、私が申し上げる次元の問題ではないというふう

に思いますので、それはまた別の話としてまた考えていただきたいというふう

に思います。  

 社協は現在、介護保険事業を実施をしております。その利用者も含めてござ

います。収益についても一定ございます。その収益があることが社会福祉協議

会の財政を非常に潤わしていることも事実でございます。しかし、それをあえ

て撤収するというのは、先ほど言いましたように、公平中立性の担保というこ

とを前提にしながら、事業者を指導していく立場に立っていってもらいたいと

いう判断の中で、そういうことについてこれから論議をいただくつもりでござ

います。それに伴いまして、当然大きなやっぱり意見も含めて社協内部でも出

てくるというふうに判断をしておりました。現在の利用者をどうしていくのか、

どこの利用者にお願いするのか、あるいは町も含めてそうですが、もし不足が

発生するようであれば、事業所をさらに認可をしていくのかどうかという問題

も含めてあるというふうに思います。そこら辺は最終まだ決定をしていない状

況の中で危惧される問題ということでございますので、議員の御意見、貴重な

意見というふうに受けとめながら、そういうことについてもこれから細かくど

う判断し、対応していくかということについても検討してまいりたいというふ

うに思っております。  

○議  長  

 繁田君。  
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○１１番  

 まだ幾つか課題が残されたまんまの状態での検討段階ということなんですけ

れども、人材不足ということについては決定的に見解が違うわけで、これは社

協に仮に委託をするとなったとしてもですよ、社協だって人が動くこともある

わけですから、当然退職された場合には補充しなければいけないし、そのとき

に、じゃあ、確保できるんかという問題が当然そこで起こってきますから、だ

から人材の確保というのは、社協に移ったところでおんなじ問題は出てくると

思うし、役場本庁の中で、じゃあ、担当できないのかと言うたら、担当できる

人材はいるけれども、他の課に所属をしているためにその業務に携われないだ

けで、ですからきちんとやっぱり職員さんの有資格者がどこに何人いるのか、

その人がいままでどういう業務経験を積んできたのかということも踏まえなが

らですね、きちんと対応していただきたいというふうに思います。これは決し

てできないことではないと思いますんで、具体的に名前は言いませんが、資格

をお持ちの方は私も何人か存じ上げています。これ以上議論しても解決できな

い課題も抱えたまんまで議論は深められないと思います。私自身は文教厚生委

員会のメンバーではないんですけれども、やはりこれだけの大きな問題ですか

ら、当然運営審議会もあるにはありますけれども、所管の委員会できっちりと

議論をできるようにやっていただきたいと思います。知らない間に委託が決ま

ったなんということには決して決してならないように、委員会のほうでの議論

を待ちたいと思いますが、委員会に諮っていただくことは約束していただけま

すか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 現在、先ほども申しましたように、運営協議会でいろいろ意見を聴取してい

る状況でございますので、一定方向性が定まってまいりましたら、きょう、御

指摘をいただきました内容も含めて、さらに内容を詰めた上で文教厚生委員会

にお諮りをして、皆さんにも同意をいただきたいというふうに考えている次第

でございます。  

○議  長  

 繁田君。  

○１１番  

 同意をいただきたいと、課長の立場からはそうかもしれませんが、決定する

までに幾つかクリアしなければならない議論を文教厚生委員会のほうでやって

いただきたい。これは公共交通の特別委員会の場合でも一緒なんですけれども、
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決まったものを所管の委員会に出すのではなくて、決めていく過程の中で、や

っぱりどれだけ議論をしていくかということが住民に対する私たちの誠意やと

思うんですよね。だから、その議論の中で、所管の委員会にきちっと諮ってい

ただいて、それを運営協議会に戻すんやったら戻していただいてもいいけれど

も、そこの中でのやっぱりディベートというのは必要やと思いますのでね、そ

の点については強く要望しておきます。３点目については以上で結構です。  

○議  長  

 繁田君の一般質問の途中でありますが、１１時１０分まで休憩をいたします。 

（ブー）  

休    憩  （午前１０時５８分）  

 

再    開  （午前１１時１０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 それでは、４項目めで御質問の幼保一体化施設の件についてお答えさせてい

ただきます。  

 まず、１点目のはなさと保育園のこども園化に伴います増築の考え方につい

てであります。平成２７年度の新園のこども園の開園時に、同時に幼保連携型

認定こども園として、はなさと保育園も運営していくというふうに考えており

ますが、それまでに増築等についての現時点では予定はございません。したが

って、定員につきましても現状の１３０名でと考えております。  

 次に、２点目の建設予定地を再考する考えはないかとの御質問ですが、計画

当初は敷地６，０００平米程度を確保したいというふうにしておりましたけど

も、昨年の議会でも御説明をさせていただきましたとおり、現在は４，７８４

平米の確保となっております。ただ、その後、隣地で約８５０平米の確保がほ

ぼ確実という状況もございまして、合わせますと約５，６３０平米となりつつ

あります。  

 また、建設の建築設計につきましても、これまでの間、現場の先生方と何回

も議論を重ね、できるだけ現場要望、希望に添えるよう検討してきており、子

どもたちができる限り利用しやすい施設になるよう考えてきたところでござい
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まして、町としてもおおむね満足、もちろん完全ではございませんけども、満

足できるものになっているというふうに考えております。  

 次に、３点目の急ぎ働きをしないで、もう一度じっくりと議論をして喜ばれ

る施設にという御質問でございますが、幼保一体化の施設の議論や検討につき

ましては、御承知のとおり、平成２２年１月ごろから始めており、決して急な

計画ではなかったことは御理解いただいておるものと考えます。現在の進捗状

況ですが、確実に平成２７年４月の開園に間に合わせるべく、開発許可の前提

で必要とされる県の開発審査会の付議に向けて、精力的に現在事務作業を進め

ているところでございます。町としましてはこれまで、先ほども申し上げまし

たよう、できるだけ現場主義に立ち、ぎりぎりまで広く現場職員にも意見を聞

きながら、よいものは計画に反映していく、こういう姿勢で進めてきたところ

でございまして、そういった意味からも、どうしてもタイトなスケジュールに

なっておりますが、どうかこの点につきましても御理解をいただきますようお

願い申し上げます。  

 以上、答弁とさせていただきます。  

○議  長  

 繁田君。  

○１１番  

 平成２３年１月からやったかな、取り組みをしてきたということなんですけ

れどもね、まず用地選定については何点か候補地を挙げられまして、この間、

議会のほうにも説明がありました。中でいろいろ議論をされたところなんです

けれども、その前に、はなさと保育園については増築の予定はないと。定員は

１３０名と定員そのものは変えないで対応するということなんですけれども、

長時間と短時間の園児さんと言うていいのかな、乳幼児と、それから長時間保

育と短時間保育と分けられるわけなんですけれども、それぞれどのように分け

ていかれるんでしょうか。はなさとの場合は長時間何人、短時間何人、新園の

場合は長時間何人、短時間何人という、当然その割り振りがあって１３０名の

定員の中で対応していくから、増築は必要ないということになると思うんです

が、その点についてはどういう振り分けになっているんでしょうか。  

 それから、敷地の面積についてですね、予定地については、この間、議会に

も何度も図面も提出していただき、検討された内容もお示しをいただいて最終

的に椿井ということになったわけですが、当初はですね、約６，０００平米を

確保したいということで椿井の検討をされていた。ベターではないけれども、

椿井地区がベストであろうということで、ほぼここでしたいというふうに町の

ほうから言われてきたわけですが、残念ながら、現実にはおっしゃったように



 

－１１１－ 

４，７８４平米しか確保できなかったと。つけ加えられた８５０平米について

は、この間、説明があったように道路を挟んで南側の駐車場の予定地であろう

かと思うんですが、４，７００という面積も当初から比べたら非常に減少され

ているので、懸念していたんですけれども、さらにそれから道路用地として５

００平米が割愛をされるに至っています。その中で、本当にこの新園の建築が

可能なのかどかというのはかなり確認をしてきたところなんですが、担当のほ

うではできますと、６，０００が４，７００になってもできますということで

取り組みをしてこられたわけなんですけれども、先ごろ議会のほうに示された

建築の平面図を見ますと、やっぱりかなり無理のある配置になってるんですね。

文教厚生委員会のほうでもたくさんの委員さんのほうから意見が出ましたけれ

ども、こういう建物の建築の仕方、配置の仕方が本当にいいのかどうかという

意見が多々出ました。それは形状の面から言うてもそうですし、費用の面から

言うてもそうなんですけれども、いやいや、そうではないと、担当者はおっし

ゃるわけなんですけれども、かなり窮屈な違和感のある設計になっています。

建物は一旦建ててしまうと、これは直せない、半永久的に続くものですから、

建築に当たってはよほど慎重に取り組まないといけないと思うんですが、そこ

のところは本当にどのような検討をされたのかとうのが全く伝わってこないわ

けです。  

 当初、これは設計の基本設計及び実施設計の委託をする際に、町のホームペ

ージに載ったこの内容では整備方針としてですね、グラウンド域フラット、芝

とナチュラル、凹凸がある、そういう二つのゾーンで構成したいとか、休日は

園庭を解放して遊具のある公園となるようにしたいとか、ゆったり清潔、明る

い、そういう園にしたいとか、小川が流れ、小さな林があり、小さな山があり、

農園があり、そういうふうにしたいとか、いっぱいいろんなすばらしい構想が

立てられていたわけですけれども、実際ふたを開けてみると、現実にはそうい

う設計になっていない。  

 しかも、椿井を予定地として選ばれた理由の一つなんですけれども、国道か

ら施設そのものがよく見えると、これから企業誘致が進んでいく中で、労働人

口もおそらく増えていくであろうと。他町から本町のほうに流入してくる労働

者もあるだろうということで、保育の需要が増したときに、この椿井という土

地は利便性があるし、需要も見込めるんではないかという見解もあったと思う

んですね。そうすると、現行のこの園舎だけでは足りなくなってくる可能性も

あるわけですよ。そのときにいっぱいいっぱい、いま１００％以上土地を使っ

て立ててしまったら、その後、増えた場合にどう対応するのかという問題が当

然出てくるわけですよね。だから、その点についても考慮した上で、どうして
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もこの予定地でいくんだと、この建物でいくんだということになっているんで

しょうか。もし、そうなっているんだったら、それは大きな誤りやと思うんで

すね。  

 だから、いま特に農用地の問題を抱えていますから、スケジュールがタイト

でということは十分承知をしています。しかし、スケジュールに合わせて、い

ま何が何でもという印象を私は受けるんです、言葉はよくないんですが。何が

何でもここでやるんだということを押し通していいのかどうかですね。主体は

やっぱりここを利用される乳幼児を含めての子どもたちであり、保護者である

わけですから、その方たちの利用の利便性、あるいは平群町にとっても公共の

施設として、住民の皆さんから喜ばれるような施設であるためにどうすべきか

ということをいま一度原点に立ち戻ってですね、検証する必要があるんではな

いかと思うんですよ。だから、その点についてはどういうふうに考えておられ

るのか、お聞かせをいただきたいと思います。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 再質問の１点目で、はなさと保育園の関係ですけども、考え方の基本としま

しては長時間、短時間、中時間というふうな振り分けをしております。新園と

はなさと保育園の運営については、基本的には同じ運営でというふうに考えて

おります。それから、敷地面積や建築設計の話でしたけども、どのように議論

されてきて、いま現状になったのかということの質問だったかなと思うんです。

議員の印象としては、非常に窮屈で違和感を感じるというふうな御意見でした。

それはそれで御意見として承りますが、町としましては、先ほども申し上げま

したように、当初４，７８４平米ということで椿井ということで決定を受けま

したので、その敷地をできるだけ可能な限り有効に生かして立派な園づくりを

目指そうということで、その１点で進めてまいりましたので、当初から建築設

計業者とも十数回の公式的な会議もして、当然その間、電話のやりとり等々を

含めて、担当レベルでは相当なやりとりをやっております。また同時に、現場

主義ということで、先ほども申し上げましたけども、現場の保育園、幼稚園の

先生方と意見交換を何度もしながら、できるだけ動線も含めて、先ほども議員

がおっしゃいましたように、子どもたちを議論の中心に置いて、どういう園が

いいのかというふうな視点で考えてきたところでありまして、先ほども、これ

も申し上げましたけども、いま現状の時点がおおむね満足できる内容になって

るというふうに考えてます。  

 とはいえ、本当に園児が増えた場合とかを含めて大丈夫なのかというふうな
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御質問であります。当然、定員につきましても総合計画における人口推計等々

含めながら、将来的な人口推計をもとにしながら定員についても考えておりま

して、その中では十分対応できるものであるというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 繁田君。  

○１１番  

 質問したことに答えていただきたいんですけれども、将来的にですね、はな

さとは１３０人の定員を変えないという中で、どのように幼保一体の長時間保

育と短時間保育を振り分けていくんかということは数字として出せますよね。

新園については、どういうふうにやっていかれるのかということですよね。年

長さんについては、３クラスというふうに書いてありますけども、そのあたり

どういうふうに考えておられるのか、数字として出していただきたいんです。  

 それから、現場主義ということで、先生方の意見もお聞きになったというこ

となんですけれども、ＰＴＡの方々との意見というのは聞いてはるんですか。

ＰＴＡの御意見というのはいまの答弁の中でどこにも出てこなかったんですけ

れども、実際に園を御利用される方々の御意見というのはどこに反映されてい

るんでしょうか。  

 それと、決まってしまったからって言うても、当初６，０００平米とれるか

らということで、私もほかにも適地があるんじゃないかという考えを持ってい

ましたけれども、６，０００平米とれるということで椿井もやむなしという立

場をとったわけなんですけれども、６，０００平米とれないんであればね、こ

こに持ってくる意味というのはどっかあるんですか。こういう手狭なところで

将来的に増築もできないと。確かに人口推計でいえば、増えるという推計は出

てないんですけれども、今後、企業誘致をする中で、保育を必要とする労働人

口だって増やしていかなあかんわけやし、増えていく可能性だってあるわけで

しょう。バイパスに企業を誘致していく中で、そういうことも見通したら、本

当にここでいいのかということをもう一度検証する必要があると思うんです

よ。なぜそれをしないのかね、スケジュール、スケジュールって言うけど、ス

ケジュールに合わせてですよ、きちんとした議論をおいといて、スケジュール

を優先してやることが、本当に平群町の将来になるのかどうかですよね。だか

ら、やっぱり１８０度コペルニクス的転回を図ってですね、もう一度、これ、

検証する必要があるんじゃないでしょうか。それは西本課長が答弁できる問題

じゃないんで、町の方針ですから、やっぱり町の方針として答えていただける

方に答えていただきたいんですが、お願いします。  



 

－１１４－ 

○議  長  

 教育長。  

○教育長  

 ちょっと相談しておりまして、大変失礼いたしました。今後気をつけていき

たいと思っております。  

 用地につきましては、いろいろな御意見も賜りまして、紆余曲折もございま

したですけれども、椿井の地ということで決定いたしまして、そして地権者と

の関係もございますし、いろいろなこともございますので、四千七百数十平米

のところで決定いうことで、大変御理解、御無理をお願いいたしまして、議会

のほうでも御承認いただいた経緯がございます。我々としましては、確かに当

初の予定に比べましたら随分と狭い土地でございますけれども、そこで最大限

の効果が発揮できるように一生懸命取り組んでまいりたいと、かように思って

おりますので御理解賜りたいと思っております。  

 それと、はなさとの１３０名でございますけれども、現在入園しております

のは全員長時間保育の子どもでございますので、今後、保護者の中で子どもの

様子を見ながら短時間保育に変わる方もいらっしゃるかもわかりませんけれど

も、中でどういうふうになるかということは、現在においては長時間保育の１

３０名というふうに捉えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 それから、ＰＴＡ等の意見交換の御質問がございました。これについては、

ことしに入ってからの話で申し上げますと、幼稚園のＰＴＡ、それから幼稚園

の場合はＰＴＡとは別に幼保一体化、保護者を中心としたメンバーで応援隊と

いうようなものを組織してもらっています。そういった方も含めて、７回協議

をしてます。はなさと保育園におきましては２回、南保育園におきましては２

回、ただ、それについては敷地とか設計について詳細に意見を聞いたという話

ではありませんけども、図面を見ていただいて意見がありますかというぐらい

の程度ではございますけども、保護者やＰＴＡとの皆さんとはそうやって会合

を重ねております。なお、今後、引き続き必要に応じて適宜ＰＴＡ、保護者の

皆さんとは協議、説明会等々をやっていく、そういう所存でございます。  

○議  長  

 繁田君。  

○１１番  
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 ＰＴＡの方たちとは、幼稚園で応援隊も含めて７回、はなさと２回、南２回

ということなんですけれども、敷地とか設計についてではなくてということで

あれば、これはやっぱり漏れ落ちやと思うんですよね。意見出ましたというの

は、議会のほうにも資料を出していただいて、幼保一体化についての保護者の

御意見ということで、これはいただいています。しかし、具体的にこの敷地で、

こういう園でということについての御意見がないのであれば、それは不十分と

いうか、保護者の方に対して失礼じゃないかと思うんですね。敷地とか設計に

ついて、まず意見を保護者に聞くべきじゃないんでしょうか。  

 それから、はなさとについては、１３０名の定員は長時間の子どもというこ

とですが、そうすると、短時間保育というのをはなさとではしないんですか。

幼保一体ということですから、当然短時間の子どもさんもはなさとで受け入れ

るということになると思うんですが、せやから、はなさとで長時間保育が何人、

短時間が何人、新園で何人、何人で、だから新園では年長組のお部屋が３クラ

スというか、三つ要るというふうな設計になってきてると思うんですね。数字

があって部屋数が決まるわけやから、どういうふうに振り分けしてはんのかな

というのがわからないんですけど、はなさとで幼保一体をきちっとやろうと思

ったら、当然いまの部屋の数では足りなくなってくるんじゃないかと思うんで

すが、だからそのあたりをどういうふうに考えておられるのかなというのを聞

きたかったんですが、園児の振り分けについては当然数字は出てるはずなんで、

示していただきたいと思うんです。  

 それと、限られた敷地で精いっぱいというのは、当然姿勢としてはそうだと

思うんですけれども、やっぱり、これ、予定地を見直すという作業が必要やと

思うんですね。予定地をどうしても変えられないのであれば、買収できなかっ

た土地を買収できるような努力をするということも必要になってくると思うん

ですが、その点どうなんでしょうかね。こういうふうな建て方をするんであれ

ば、別に椿井でなくてもよかったわけで、ほかにも挙がっていた候補地がある

わけですから、そこの候補地も含めて再度検討するという作業がなされなかっ

たのはなぜなんでしょうか。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 繰り返し同じ答弁かもわからないんですけども、先ほどＰＴＡの話をさせて

いただきました。ほんで、ほとんど意見がないというふうな言い方になったん

ですけども、もちろんその図面も見ていただいておりますんで、基本的にない

というのは椿井という地に対する意見とか敷地の活用というか、いわゆる設計
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の基本というところについての御意見はなかった。ただし、もちろん中身にお

いては、例えばスロープの問題とか個々の駐車場の問題とか、そういった御質

問等々はもちろんございましたので、その辺については誤解のないようにつけ

加えたいというふうに思います。  

 それから、やはり椿井という地も含めて、もう一度再考を、原点に立ち返っ

て必要じゃないかというふうな御意見ですけども、これにつきましては、先ほ

どの文教厚生委員会の中でも少し出てましたけども、現行計画を再考する考え

は町のほうには持っておりませんので、その辺については御理解願いたいと思

います。いずれにしましても、ずっとこの間、施設のハード面に限らず、保育、

教育の方針、カリキュラムづくり含めて、新園に向けてソフト面、ハード面両

面から協議をずっと重ねてきてます。最終的には、平成２７年４月開園に向け

て、より充実した就学前の教育環境を整えたいというふうなことを考えており

ますので御理解願いたいと思います。  

○議  長  

 教育委員会総務課北川主幹。  

○教育委員会総務課主幹（北川貴史）  

 長時間、短時間の人数の振り分けの件ですが、いまの１３０名の定員の中で

振り分けをしてくと。基本的に長時間のお子さんが短時間に変わるときには、

そのままはなさと保育園で短時間の教育を受けていただくということになりま

すので、あえて何人の定数じゃなしに、総枠で１３０名の定員設定というふう

に考えております。  

○議  長  

 繁田君。  

○１１番  

 だから、その辺については緻密にですね、将来こうすると、こうなったらこ

うするというふうなことじゃなくて、ざくっとしたところでやってはんねんな

という印象なんですけれどもね、再考する考えはないということなんですが、

やっぱり説明責任を町は私は果たしてないと思うんですよ。将来にやっぱり禍

根を残さないためにあえて申し上げるんですけれども、駐車場の問題も解決で

きていません。ふたを開けたら職員駐車場がなかったとか、あるいは送迎して

こられる保護者の駐車場も確保できないという状況の中でですね、どうやって

新園の運営をやっていくんかという問題が残ります。  

 それから、建物の形状にしてもアールではないというふうにおっしゃいます

けれども、はっきりこの図面の中ではアールで示されています。死角が多い、

園庭が狭い、当初言われていたような本当に伸び伸び明るい、そういう園にな
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るのかどうかということは、非常に私は疑問を感じます。それで皆さん荒唐無

稽と思われるかもわかりませんが、あえて言わせていただくとすれば、買収で

きなかった北のほうの用地、これはやっぱりね、私は買いに行くべきやと思い

ますね。ここできちっと広い目かもわかりませんが、広い目の用地を確保する

ことで駐車場もきちんととれますし、ここの新園の園児たちだけではなくてで

すね、平群町の子どもたちが農園体験ができるとか休日には遊具を使ってそこ

で伸び伸びと遊べるとか、そういうスペースを確保すべきやと思うんですよ。

やっぱりそういう努力はね、私、いまやるべきやと思います。いまやらないと

ほんまに新園ができたときに、これ、後悔することになると思うんですよ。そ

れが引いては人口問題、いろいろ皆さん後から質問があるみたいですけれども、

若い世代の人口が定着していって、保育を必要とする子どもを増やしていって、

この新園をもっともっと活性化させていくというふうにつなげていかなけれ

ば、平群町の将来というのは切り開けないと思います。もう答弁要りませんけ

れども、議論かみ合わないんで、ただその点だけはね、指摘をしておきます。

しっかりその点は協議をしていただきたいと思います。あほなこと言うてはる

と思うんじゃなくて、将来これは必要だと思うからあえてここで言っているわ

けですから、必ず協議をしていただきたいということを指摘して終わります。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 いろいろ厳しい御意見をいただきましたんですが、まず用地の議論につきま

してはね、いま設計がほぼかたまりつつある中で、まことに申しわけございま

せんが、それは逆行することになりますし、現在我々が努めておりますのは、

この限られたスペースでいかにすばらしい子どもたちが伸び伸びとした明るい

環境で、本当に保護者の皆さんにも安心して預けてもらえる明るい園をですね、

ハード、ソフト両面においてですね、園の先生方とともに、あるいはまたＰＴ

Ａの保護者の理解も得ながらつくっていくという作業をいま現在進めておる最

中でございます。したがいまして、これをもう一遍再考するというようなこと

は、それこそ議会の議決に反することでもございますし、さすがにそれはちょ

っと無理な注文かなというふうに思っております。  

 加えましてですね、園舎のイメージにですね、非常にマイナスのお考えを持

っておられるようでございますが、少なくとも、この園舎につきましては、ま

ず一番最初に先生方からいろんな要求をたくさんいただきまして、その要求を

設計者に全部ぶつけましてですね、それを一定の形にしてそれをもとにですね、

園の先生方と何度もキャッチボールしながら、子どもたちの健やかな成長にふ
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さわしい認定こども園に向けてですね、最大限の努力をしてつくってきており

ます。限られた敷地でございますが、全英知を結集しましてですね、つくろう

としてる園舎でございます。繁田議員のおめがねにはなかなかかなっていない

かもしれませんけども、少なくとも、完成した暁にはたくさんの保護者の皆さ

ん、あるいは住民の皆さんに必ずや喜んでいただける園舎に仕上げてまいりま

すので、その点はどうぞ御理解くださいますように最後にお願い申し上げてお

きます。  

○議  長  

 繁田君の一般質問はこれで終わります。  

 発言番号３番、議席番号９番、山田君の質問を許可いたします。山田君。  

○９  番  

 議長の許可をいただきましたので、通告に基づき質問をさせていただきます。

町当局並びに町長のお考えをお聞きしたいと思います。  

 竜田川遊歩道整備についてと、企業誘致について大きく２点お伺いします。  

 まず、竜田川遊歩道整備についてお伺いします。  

 竜田川遊歩道の整備については、平成１９年３月それまでの取り組みにも増

して、平群町第４次総合計画にも沿った形として奈良県や町内ボランティア団

体の協力により、竜田川まほろば遊歩道整備構想がより実効性のある構想とな

るよう策定をされました。内容としては、竜田川を北部よりＡからＥの五つの

ゾーンに区分し、それぞれに趣、特色を持った整備をしていこうという方針で

した。それから６年が経過し、竜田川クリーンキャンペーンによる清掃やボラ

ンティアの方々の取り組みによる草刈り、清掃活動、植樹等々、さまざまな取

り組みが続いていますが、整備構想にも明記されている河川管理道の舗装整備

や歩道整備、竹林、間伐等、主に町や県で整備しなければならないハード面の

進捗状況はどのようになっているのでしょうか。  

 また、遊歩道の整備についてですが、街灯の整備増設を提案します。現在、

街灯は設置されている部分と設置されていない部分がさまざまであり、中でも

Ｄゾーン付近を見てみますと、役場付近から南へ森脇橋を越えて下垣内橋付近

までは、青色防犯灯や通常の街灯も間隔は遠いが設置されています。それから、

南へはプリズムへぐりの正門まで街灯がなく、正門から協和橋まで設置され、

その後、西宮町営住宅を過ぎた場所から南小学校通学用等の竜田川を渡る歩道

橋まで設置されているという状況です。  

 なぜ設置を提案するかと申しますと、今年、健康維持意識の高まりとともに、

運動、特にウオーキングやランニングを行う方が増加しています。現役世代か

ら高齢者に至るまで幅広い世代で健康増進に努められている状況です。ところ
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が、夏の日中は高齢者にとって熱中症等の危険を伴い、冬は日照時間が短く、

夜明けが遅く夕暮れが早くなり、暗闇の中での運動は、現役世代にとって朝夕

は暗闇の中でのウオーキングは困難です。また、歩道の設置されていない道路

は反射板等を着用していても不安であり、危険を伴います。街灯を設置するこ

とによって、多くの住民の方々がウオーキング等の運動を楽しんでいただき、

まさしく健康的な町となり、医療費の抑制にもつながっていくのではという期

待も持てるのではないでしょうか。その上、その電源を利用して桜の開花シー

ズンにはライトアップも行えば、まさしく町民の憩いの場所、シンボリックな

環境となり、国道１６８号を通行する車両の人々にも平群の美しさ、魅力をア

ピールできるのではないでしょうか。  

 ３点目は、遊歩道の安全確保と通行車両規制の件でお聞きします。  

 Ｄゾーン、下垣内の近鉄電車高架下は自転車乗り入れ禁止の看板が設置され

ていますが、森脇橋付近は原付車の走行も見かけます。規制の状況としてはど

のようになっているのでしょうか。また、森脇橋付近の坂道の勾配も少し急な

ように思われますが、全体を通して坂道は緩やかに計画されているのでしょう

か。平群町第５次総合計画でも、竜田川について一層の魅力向上に取り組むこ

とが住民から求められています。河川沿いの歩行空間の魅力づくりに取り組み

ます、住民等による河川沿いの空間を利用したイベント等の実施を積極的に支

援しますと明記されています。そういったことからも、歩道の街灯設置を積極

的に取り組んでみてはいかがでしょうか。  

 次に、大きな２点目は企業誘致についてお伺いします。  

 ２５年平群町政策基本体系表の中でも、企業誘致は将来の平群町のまちづく

りの根幹となる地域の活性化や観光振興につながる施策であり、今後も奈良県

の関係課や県内市町とも協力し、企業誘致に向け推進していくと期待されてい

ますが、まさに税収、雇用等の面からもまちの活性化、まちづくりにとってい

かに大切なことかは全ての共通の認識であり、いまさら論じるまでもないこと

です。平成２４年３月議会では、平群町工場等立地促進条例を上程、可決され、

奨励金による企業誘致のための優遇措置制度を平群町においても平成２４年４

月１日より制定、施行されました。  

 まず一つ目として、バイパス西側の企業誘致についてお聞きします。２４年

の８月時点では、２５年１２月には食品生産工場が竣工の予定と報告を受けて

いました。その後の経過については特に報告もなく、去る８月２９日の総務建

設委員会での委員の質問に対して、現在２９条開発申請中であり、建物のグレ

ード等の検討中であるとの答弁でしたが、通常であれば開発申請も完了し、造

成工事等に既に着手しているはずであります。２５年３月には町負担による上
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下水道の引き込み工事も完了されています。事業主側の事情もあり、少し方向

が変わってきているように聞こえてきましたが、現在の正確な状況をお聞きし

たい。これまでの実質的平群町の投資額及び投資内容、これまでの主な経過と

今後の見通し、平群町工場等立地促進条例の適用状況についてお聞きします。  

 二つ目は、バイパス東側の企業誘致状況についてお聞きします。この地域に

ついては、現在工場が郡山市にあり、本社が大阪市内にある段ボール関連会社

が奈良県を通しての推薦等を含め、検討していただいていると耳にしましたが、

検討していただいているとしても、造成工事やライフラインの引き込みにはか

なりの費用が発生すると思われますが、概算費用については検討提示するまで

に至っているのでしょうか。また、町南部の椿井橋の完成や北部一分バイパス

のクランク部分等未整備な状況での大型車両の通行については、どのような判

断になっているのでしょうか。  

 三つ目は企業誘致のアクション、宣伝についてお聞きします。２５年平群町

政策基本体系表の中でも中小企業展、奈良県企業立地セミナーへの平群町のブ

ースを設置し、ＰＲ活動を実施したとあります。いろいろな手法を使い、企業

誘致に努力していただいていることも理解しますが、インターネットで企業誘

致と検索しても、民間団体が主催する企業立地フェアも開催され、各自治体も

参加されているようですが、そのようなイベントに参加される考え及び予定は

ないのでしょうか。  

 以上、大きく２点について明確な御答弁をお願いいたします。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 それでは、大きく１点目の御質問にお答えをいたします。  

 竜田川まほろば遊歩道の整備構想は、竜田川に関連して活動されています町

内ボランティア団体の方々と平群町が河川管理者であります奈良県の協力を受

けて平成１９年３月に策定をしております。策定以降ですが、本構想に基づき

まして住民主体による桜の植樹や清掃活動など計画的に活動を行ってきた経緯

があり、その後でございますが、平成２２年２月より正式に協議会として発足

をされました。竜田川まほろば遊歩道整備構想推進協議会の構成員としまして

は、町内ボランティア団体の皆様方、河川に隣接をしている大字・自治会の代

表者、それと平群町、さらに奈良県郡山土木事務所にも参画をいただき、活動

を展開をしているところです。このことで、より実現性の高い取り組みにつな

がるものであるという認識をしております。  

 御質問いただいております行政で実施をするハード整備の進捗状況でござい
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ます。  

 まず、遊歩道の未舗装の区間の舗装につきましてですが、これは平成２１年

度より着手をいただいておりまして、昨年度２４年度で完了しております。そ

の他としまして、現道の拡幅、側溝ぶたの設置、また護岸工事等の整備も完了

しております。案内板、説明板、それと誘導サインにつきましては、平成２４

年度までに１１カ所を設置済みでございます。引き続きまして、２５年度にお

きましても１０基の設置を予定をされております。ただいま申し上げましたこ

れらのハード整備につきましては、いずれも奈良県において実施をしていただ

いておりまして、２５年度で事業の完了となる予定と聞いておるところでござ

います。  

 それと、竹林の伐採でございますが、これにつきましては協議会におきまし

て年次計画を立てまして、継続して実施をしておるところでございます。また、

本構想につきまして、第５次総合計画にも重点施策として位置づけをされてお

ります。今後におきましても、当協議会並びに地域住民を中心として植樹や清

掃活動など、さまざまな活動を通じ、より一層の取り組み強化を図ってまいり

たいと考えております。  

 続きまして、３点目で御質問をいただいております遊歩道の坂道の勾配につ

いてでございます。  

 全体としましては、おおむね河川の縦断勾配に近い緩やかな勾配で施工され

ております。そのうち比較的急勾配の区間の平均勾配を報告をさせていただき

ます。議員御質問の急勾配の箇所は、私どもが調査をしましたら４カ所あった

という認識をしております。まず、西向橋付近で１９．９％、次にかしのき荘

付近１１．９％、３カ所目は森脇橋の付近２２．８％、最後に西宮の近鉄鉄橋

の下、これが１６．２％となっておりますので報告をいたします。ただ、ただ

いま申し上げました数字は、あくまでも上流下流の区間を含めました平均の勾

配であるということで御理解を賜りますようにお願いをいたします。  

 以上、答弁とさせていただきます。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 続きまして、竜田川遊歩道の街灯の整備増設の御質問にお答えいたします。

当該歩道の照明設備の設置状況を確認いたしましたところ、遊歩道延長約４．

５キロメートルある中で、約１．５キロメートルの区間におきまして４５灯の

防犯灯を設置している状況で、未設置区間は約３キロメートルとなっています。

遊歩道は健康維持に、また憩いの場として幅広い世代に利用されているところ
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で、防犯対策といたしましても、防犯灯の設置が必要なところでもございます。

今後、防犯灯の未設置区間におきまして、地元自治会や関係機関とも協議を行

いまして、整備に向け取り組んでまいりたいと考えます。  

 ３点目の遊歩道の通行車両規制の状況でございますが、御指摘の下垣内、近

鉄の鉄橋高架下箇所におきましては、自転車乗り入れ禁止とされている状況で

ございまして、そのほかにおきましては特に規制はかかっておりません。  

 以上でございます。  

○議  長  

 山田君。  

○９  番  

 それでは、順次再質問をさせていただきます。  

 まず１点目、ハード面の進捗状況、特にいろんなこれまでの成果も言ってい

ただいたんですけど、より一層これからも取り組んでいきたいという御答弁を

いただきました。ちょっとわからなかったのが、２５年度事業完了ということ

が、どのことを指しているのかちょっとわかりにくかったので、もう一度御答

弁をお願いしたい。  

 その後で、竹林の間伐等は年次計画を立てていきたいということだったので、

その辺の違いがよくわからなかった。といいますのも、特にＡゾーン、元山上

のほうですね。元山上口の駅の付近、櫟原橋の北側、右岸というんですか、川

の下を水下のほうを向いて右岸と呼ぶらしいですが、右岸のほうが２２０メー

トル未整備になってます。大変な事業だと思うんですけど、やっぱり一番景色

のいいとこですよね。その辺についてのいまの見通しというんですか、まだ立

ってないのかもわかりませんが、その辺についての考えもお聞きしたい。  

 あと、ＢからＥゾーンについては、何とか町道や国道を渡らなければならな

いかもわかりませんが、何とか歩行は可能である状況になってます。先ほど言

いましたＡゾーンはまぐわ淵のほうまで行こうとすると、国道を通らなければ

ならない状態、その国道も一部大変狭隘というんですか、狭いところもあるん

で、遊歩道を端から端まで安全に歩くのがちょっとどうなのかなと思います。  

 それから、その構想の中でですね、Ｄゾーンだけではないんですけど、例え

ばＤゾーンをとってみますと、協和橋から北へ近鉄電車までの右岸のところに

ですね、植樹予定というふうになってるんですが、先ほどおっしゃいましたよ

うに、ボランティアの方々、協和橋から途中でとまってしまうんですけど、北

へ右岸のほうに、私、昔、フラワーロードで桜の命名権で札を立てたらどうだ

ということで、そのような意見も言ったんですけど、そんな形で桜の植樹もさ

れてまして、いろいろ名前の名札も張ってました。そういう意味で、護岸に桜
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を植えるというのは、以前になかなか県の許可も含めて、大変だということは

お聞きしてたんですけど、県も入った構想の中に桜の植樹ということが明記さ

れてますんで、その辺は要はボランティアの方々にお願いするのか、県または

町が計画をしていくのか、いまの予定をお聞きしたいです。  

 それから、遊歩道の街灯の整備、増設についてですが、４．５キロのうちの

１．５キロができてる、４５灯で３キロは未整備ということですね。今後は整

備していきたいという、取り組んでいきたいという、そういうお答えいただい

て何も言うことないんですが、本当に取り組みいただくにしてもね、森脇橋か

ら下垣内橋の街灯ですね、森脇橋から下垣内橋北へおりていったとき、右岸、

私、歩測でやったら大体３５メートルから４０メートル間隔なんですよね。通

常の街灯の間隔にはかなり広いのかなと。その辺についても、設置に向け取り

組んでいくときは間隔という意味でも意見もお聞きしたいと思います。  

 一方的に言った桜のライトアップもできるんではないか、当然地元のいろん

な方々の同意もいただかなければならないと思うんですけど、電気代について

もね、抑制しなければならないけど、特に通常の通学路とかではないんでね、

夜間も不必要になってくるんで、タイマー等も設置して夜間は電気つかないよ

うにするとかね、そういう方向も考えられるんではないかということで、電気

の間隔ということでね、ちょっと再度お聞きしたい。  

 それから、３点目ですね、町道の規制はできないのかということで、ちょっ

とお聞きしたら、近鉄の高架は河川の管理道路で道路じゃないんですが、例え

ばＤゾーンでいいますと、役場からずっと南下しても全てが町道認定されてい

るということらしいですが、町道ということでいろんな規制も大変なのかなと

思うんですが、やはり自転車等は危険は少ないんですが、単車で走られるとや

っぱり歩いている方、結構歩かれてますよね。私も運動で歩くんですけど、結

構歩かれてます。そういう意味ではちょっと危険なので、その辺はちょっと農

地等のトラクター等もあるんですがね、そういう規制というか、そういう車は

仕方ないんで、何らかのどうしても生活道路というか、そこを通らなければな

らないということはないと思うんで、近道だということだと思うんで、その辺

の規制をちょっと考えていただけないかなと思うんですけど、その辺について

お聞かせ願いたい。  

 それから、もう１点、坂道がきつい、いま４カ所があるとおっしゃってまし

た。これ、坂道の是正といいましても大変だと思うんですけどね、まず１点は

その是正をしていくのか、ちょっと費用的にもいまの状態では何ともならない

のか。といいますと、実はどなたかわからないんですけど、たまたま声をかけ

られてね、森脇橋の付近のところでコープのほうまで自転車で買い物に行った
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と、私１人で生活してるというおばあさんおられまして、自転車、この坂を押

すのが大変だと。私、議員というのは何も知らない、私のことは知らなくて、

たまたま自転車しんどそうやったから押してあげたら、それで半時間ほど捕ま

って話聞いたんですけど。そういう意味でね、遊歩道という意味でね、やっぱ

り高齢者にとっては、買い物にしても安全の確保できる遊歩道であると思うん

ですよ。歩道と車道が分離されてない部分が平群町は少ないんでね、そういう

意味では、そういう遊歩道ということも観点に入れていただいてですね、勾配

も緩やかにできればなと思うんですが、その点についても、それを対応する部

署、県であるのか町であるのか、現在のその辺の勾配を緩やかにするとかいう

ことについて考えられているのかどうか、この点について再度答弁願います。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 防犯灯、電灯の間隔の件でちょっとお尋ねをいただきまして、大体３５メー

トルから４０メートルの間隔でいまは設置をしている状況でございます。この

点につきましても、照度等のいろいろなところも今後検討の中で、その辺のと

ころは見ていきたい、検討していきたいなというふうに思っております。  

 あと、規制の件についても、いま現在特に規制はないと、先ほど申しました

が、必要であるかどうかというのはやっぱり地元とも協議の上で、関係機関と

も協議を進める中で検討としていきたいと思っております。  

 以上です。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 それ以外の再質問にお答えをいたします。まず２５年度で事業完了という答

弁をいたしております。内容についてどうかという御質問でございます。  

 これにつきましては、要するに舗装されてないところ、舗装必要箇所の部分

の舗装の事業、それと要するに道標、サイン類ですね、案内看板、それと誘導

サイン、こういった設置計画をしていただきました。これについての、要する

に事業完結が県の予算で２５年度で完了という、こういうことで聞いておると

ころでございます。  

 あとは竹林の伐採でございますけども、これはまほろば遊歩道の推進協議会

のほうで、特にボランティア主導で竹林の伐採を実施していただいております。

時期的には冬場の時期に作業をしていただいているということで、とりわけ、

ここ最近は西向橋の上流、左岸側の竹林伐採を重点的に行っておると。また、
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今期につきましても、どこの場所を竹林伐採するという、そういったことにつ

いては、計画を立案して実施に向けて動いていくと、そういう流れになります。 

 それと、Ａゾーンの右岸ですね、ここの場所は、これはですね、協議会の中

でも再三議論に上がってるんですけども、ちょっといまの段階では一つの大き

な検討課題ということになってます。地権者の問題、地籍混乱してる問題、い

ろいろ問題解決する要因がございますので、これは継続して課題ということで、

協議会で継続して議論をしてまいりたいということで考えておるところでござ

います。  

 それと、植樹の予定の関係ですね、協和橋からの右岸ですね。植樹につきま

してもですね、平成１９年度以降、ボランティア主導ということになりますけ

ども、計画的に植樹をしていただいております。これはですね、河川法の河川

専用の許可を基準をクリアしてということで植樹許可をとって植樹していると

いうことなんですけども、それと同時にですね、植樹に際して、地域の自治会

並びに地権者の方への合意形成を図っておるということで、そういったことが

全てクリアされれば植樹に向けて着手するという、そういう運びになっており

ます。現在、要するに１９年当時の計画の中で、植樹のされてない区間につい

ては一部ですね、やはり日照の問題、または毛虫等の害虫の問題等々が、要す

るにそういった弊害を懸念されてなかなか合意をいただけないという、そうい

った区間もございます。できるだけですね、やはり桜、あるいは紅葉、また低

木、そんなことも含めて竜田川の全線景観整備を図ってまいりたいと、これは

継続して行ってまいりたいというふうに考えております。そういうところでご

ざいます。  

 それと、規制の関係ですけども、若干ちょっと補足させていただきますと、

要するに河川管理道路に町道認定をしておるという区域が非常に多くありま

す。これはですね、あくまでも河川法の法律の上に町道をかぶせてるというこ

とでございますので、上位法は河川法でございます。したがいまして、河川管

理者の判断、規制につきましても、一定河川管理者と協議をする必要があると

いうふうに理解をしているところでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 山田君。  

○９  番  

 ありがとうございます。道路の関係、植樹の関係、よく理解をさせていただ

きました。ボランティア協議会の方、ボランティアの方々とこれまでもいろん

な方向でよくなるように協議をしていただいたと思います。今後も引き続き行
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っていただきたいんですが、右岸Ａゾーンの元山上の北側の右岸については、

大変ななかなか簡単にいかないことだと思うんですけど、景色もいいし、ボラ

ンティアの方々の願いも強いと思います。そういう意味で、これからもよろし

くお願いします。  

 また、街灯については間隔も含めて検討するということの御答弁をいただき

ました。ちょっと、これ、嫌味では全然ないんですけど、いろんなこれまで個

人給付的なことはしないということでずっとおっしゃってました。前議会でも

いろいろ住民の若い世代、ある対応についてもね、いろんな事業もされるよう

になってきました。なかなか人と人がつながりを持ってですね、魅力ある町に

していかなければならない。町長、もともと竜田川をきれいにするということ

に対してはずっとおっしゃってました。そういう意味でね、これ、ライトアッ

プとかして桜がきれいに見えたらね、夢があっていいかなって思うんですけど、

そういう意味で、何か町長、一言あったらどうでしょうか、お願いします。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 失礼しました。ちょっと１点答弁漏れがございましたので、申しわけござい

ません。再質問の中で坂道の関係も御質問がございました。私ども、現地確認

をした中ですが、坂道になっておるという部分につきましては、やはり町道と

の取り合い部分、また要するに橋梁など構造物の問題、河川構造上の問題等、

要するに技術的な問題が非常に大きなウエートを占めてるんじゃないのかなと

いう、そういう理解をしております。是正につきましては、当然河川敷は河川

管理者、町道については平群町道路管理者ということになろうというふうに思

いますけども、議員、貴重な意見をいただいております。できるだけ安全安心

に利用できるような形で、一つ課題とさせていただきますので、よろしくお願

いします。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 竜田川につきましては、私も山田議員と同期で議員になったときからですね、

竜田川につきましては、本当に町民の皆さんに親しまれる川になってほしいと

いうことで、自分で勝手にですね、せせらぎ復活大作戦とか、いろんな提案も

してきたつもりでございます。私、就任して以来、このまほろば遊歩道構想が

実現しまして、前に進んでおるわけでございます。その中で、やっぱり一番大

切にしていきたいのは、住民の皆さんとの協働ということでございます。本当
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に住民の皆さんが先頭に立って、例えば桜の植樹をやっていただいております。

そして、また竜田川の中の生物の研究についても、小学校の子どもさんと一緒

に研究するなど、いろんな取り組みがいま進んでおります。そして、また遊歩

道を健康の増進のために歩いておられる高齢者の方もおられます。そういった

意味では、山田議員おっしゃるように、ある意味、桜の木のライトアップもで

きるのも近いんじゃないかなというふうに期待いたしております。よろしくお

願いします。  

○議  長  

 山田君。  

○９  番  

 それでは、２点目にお願いします。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 それでは、２点目の御質問にお答えをいたします。企業誘致の御質問でござ

います。  

 まず、１点目でございます。バイパス西側の企業誘致の進捗状況を報告させ

ていただきます。  

 当初の予定では、昨年の１２月に都市計画法の開発の許可申請を行い、許可

後に造成工事、建築工事を経て平成２５年１２月に竣工予定という予定となっ

ております。現時点では開発許可申請は提出はされております。その後、企業

側の都合によりまして、多少の設計変更が生じたと聞いておるところでござい

ます。したがいまして、開発の許可が遅れておるという状況にあります。しか

し、企業側としましても、既に用地購入等の投資を行っております。本地区に

おいての立地計画については、何ら変わっていないという旨の回答をいただい

ているところでございます。  

 続きまして、これまでの投資額と投資内容でございます。インフラ整備とし

まして、上水道に関する費用が約８９０万円、下水道工事に関する費用が約１，

５５０万円ということで、合計で２，４４０万円の投資額となっております。  

 また、平群町工場等立地促進条例の適用状況でございますが、本条例は平成

２４年４月より施行をしております。現時点では、バイパス西側で操業される

企業が条例の適用第１号であるという予測をしておりまして、町としましても、

早期に立地操業をしていただくことにより、条例の適用を受けていただきます

ように、企業側に働きかけていきたいというふうに考えております。  

 ２点目でございます。バイパス東側の状況でございます。  
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 現在、当該地に大きな関心を持っていただいております東証一部上場の企業

が１社ございます。現在、その企業と積極的に誘致交渉を重ねている状況でご

ざいます。それと、造成工事でございますが、現時点では造成工事の試算は行

っておりますが、ただライフラインなど引き込み等の費用につきましては、検

討する段階には至ってないということでございます。それと、周辺道路につき

ましてもまだ協議の段階には至っておりません。これは今後具体の計画が決ま

り次第、道路管理者、あるいは奈良県警との交通協議の中で協議を行っていく

ことになると考えております。  

 ３点目の御質問でございます。  

 平成２４年度から奈良県主催の企業立地セミナーなど、奈良県においてブー

スを設置をしていただき、平群町もＰＲ活動を行っている状況でございます。

今後につきましては、議員の御提案いただいております民間団体の主催の企業

立地のフェアなどにも積極的に参加することによってＰＲ活動、こういったも

のは行ってまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 山田君。  

○９  番  

 順次、再質問します。まず、投資額の投資内容２，４００万円、水道、下水

道でかかったと。これはいずれにしても必要なお金であるのかなと思います、

私は。原因者負担という言葉もございますが、企業を来ていただくためにはや

っぱり町としても、それ以外のいろんな税収、雇用、そういう面から見てです

ね、やっぱり優遇制度と一緒でですね、しなければならないと思うんですが、

あとは、今後まだハード面で投資しなければならない部分というのはあるのか

どうかということです。これまでの主な経過と今後の見通しの中では、開発申

請中で事業を変更されているのでということなんですが、今後の見通しという

ことでどうなんでしょう、現実的にはちょっと厳しいようなことも耳にしたん

ですが、それは当然向うのいろんな事情もございます。それで、こちらの判断

ということで、当然見直しということなんでね、まだやめられたという話では

ないのかもわかりませんが、その点について見通しとしてね、どうなってるの

か。  

 というのはね、工場等立地促進条例の適用状況でお聞きしてるんですけど、

いまの話の中では事業主が変更して見直しをされてるということですが、それ

はまずどういう状況で見直しされて、いつを目標にされているのかというのが

必要になってくると思うんですよ。ただ、ちょっと条例と規則を見てね、やや
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こしいんですが、条例の中での工場等設置奨励事業者の指定というところで、

当然奨励金を出すとこなんですけど、ここにね、工場等の新設、原則として取

得後３年以内に工場等の新設、増設または移設に伴い操業を開始したものに限

ると書いてるんですよね。多分、用地を購入されてからに当てはまるんではな

いかと。３年を過ぎてしまうと適用されなくなってしまう。ただし、それ５条

なんで、５条１項の規定では、設置事業者の設置ということで設置届というの

が操業開始の３０日前までってなってるんで、おそらくまだそれ出てないんで

しょうけど、それの出てないということの確認、出てないんでしょうね。それ

をお聞きしたいということ、出てたら変更届も必要になってきます。それをお

聞きしたいのが１点。  

 それからね、ちょっとちょうどわからないんですけど、それに当たって、固

定資産についてもなんですけど、要は当然雑種地から宅地になるんですけど、

その固定資産税が適用されるのは工事に着手、１月１日だと思う、着手なのか

完成なのか、その辺はどういうふうになってるのかなと。税の優遇制度でも聞

いてるんで、そのことについてお聞きしたい。  

 それから、東側についてなんですけど、造成工事についての費用算定は行っ

ているが、ライフラインは行っていないということで、結局ライフラインの引

き込みもどこまでが事業者の負担で、どこまでが町の負担なのかということに

なってきます。あの高さですから、東側ね、どうやって引き込むのかというこ

とは総延長にもよって工事代はかなりかかってくると思うので、その辺の概算

は企業にとっても必要ではないかと思うんで、とりあえずはそれはお金も町で

はかかるかもわからないけど、出す必要あるんではないかなと思うんで、その

点について、大きい２点目ね。  

 それから、大きな３点目、企業誘致のアクションなんですけど、これね、ち

ょっとインターネットで引いてもですね、自治体の企業誘致における戦略的広

報のあり方というて、こんなことも出てるんですよ、分析されてますわ。ちょ

っといろいろ書いてるんですけど、本当は紹介したいんですけどね、要は戦略

的広報をしなければだめですよということを言われてるんです。だから、何や

ねんて、企業にとって平群町に来たときにいままで以上に何の魅力があるんや

ということを宣伝しなければならない。例えば、１件目の西側の部分であれば、

ちょっと聞きましたけど、小売りもしたいという話がもともとあったのに、道

路の規制の問題等で断念しはったのか、いまは全然できていませんからわかり

ませんけど、その小売りをすることによって、企業にとってはそれまで以上の

収益が出るから魅力が出てくる、このことを平群町は宣伝しなければならない。 

 例えばね、段ボールの関連会社やったら、そんなちょっとぐらいの規模は要
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らんねんと、向うの会社は大きいから言われるかもわかれへんけど、例えば小

菊とかにも段ボール使ってるじゃないですか。農産物でも段ボール使うじゃな

いですか。そのことのルートをどうかもわからないけど、町が主体になってそ

ういうルートを開拓して、こういうのをここへ来てもうたらバックアップしま

すとかいうことが、僕は必要じゃないかって。それでないと、いまは企業なん

て来ないんじゃないかなと思うんですけど、そのことは僕の意見なんですけど

ね。そういう戦略についてね、もうちょっと考えていただきたいと思うんです

けど、これは大きな漠然とした質問ですけど、またよろしくお願いします。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 そしたら、再質問にお答えをいたします。まず、ハード面の投資の予測とい

う御質問でございます。  

 インフラ整備の中で、上下水の工事は一定申し上げた通りでございます。た

だ、マンホールポンプを設置する必要がありまして、その分についてはまだ未

設置ということで上下水道課のほうから確認をしております。この金額につき

ましては１，２００万というふうな数字は聞いております。  

 続きましてですけども、工場等立地促進条例の関係の御質問でございます。  

 御質問いただいておりますバイパス西側に立地操業を予定をされておる企業

につきましては、状況としては先ほど申し上げたとおりでございます。ただ、

用地を取得をされたというのが、平成２４年、昨年の１２月に所有権移転をさ

れておるということでございますので、これは工場等立地促進条例の中の第５

条２項の中で工場等の設置計画の提出された事業者に対して、奨励事業者とし

て指定をすると、こういった記載があります。それと、取得費の５，０００万

以上、または原則取得後３年以内に操業開始と、そういった項目もございます。

そんなことも踏まえて、私どもとしましては、できるだけこの企業にこの条例

の適用を受けていただくということで要請、働きかけをしていくというのがい

まの我々のスタンスでございます。したがいまして、設置届の提出というのは

まだされていなというのが現状でございます。  

 続きましてですけども、造成工事に関しての町の支出はという御質問でござ

います。  

 ちょっとですね、まだバイパス東側につきましては、２０ヘクタールを超す

非常に大きな区域でございます。要するに、いま例えば誘致活動を行っている

企業のニーズがどうなのかということについては、まだもう少し詳細な検討が

必要であるというふうに思っております。一定の町のほうでシミュレーション
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はしておるんですけども、宅盤の使い方をどうするかということについては、

もう少し相手方との調整が必要であろうと。それによって、当然造成の計画、

切り土、盛り土、そういった度量計算等も変わってくるということでございま

す。この区域のちょうど南側には古墳がございます。そういったところも生か

す中でですね、できるだけ区域の立地環境にふさわしい、そういった土地利用

を誘導してまいりたいと。そのことによって、町として投資が必要であるとい

う判断をしたならば、それはそれでそういったことも必要になってくるという

ふうに考えております。まだ、ただ、現段階で土地利用計画は決まってないと

いう状況でございます。  

 それとですね、最後でございます。ＰＲの関係でございますけども、いまで

すね、申し上げてる企業に対しては、町長も直接企業の訪問をして相手の役員

さんとの接触をして、誘致活動を行っていただいておるということでございま

して、ちなみに品目としては議員御質問の中で御指摘いただきましたけども、

ペーパーバック、フィルムパッケージ、印刷紙器、それと段ボールという、そ

ういったものを製造されております。そういった誘致活動の中で、平群の小菊

の段ボールの話、また平群の基幹産業の中でどういったもので、要するに連携

できるかということも含めて、既に話はしておるんですけども、今後また具体

の話は行っていきたいなというふうに考えております。  

○議  長  

 山田君。  

○９  番  

 西側についての今後の見通しということについては、ちょっと答弁が抜けた

のかなと思いますのでよろしくお願いします。それで、今後の目標として、こ

れぐらいには来ていただくとかいうことですね。工場等の立地促進条例の３年

の適用、これもやっぱりいま、課長御答弁いただいたように、やっぱりこの適

用を受けていただいて、向うにもメリットあるようにしていかなければならな

い、そういう意味では３年以内に来ていただかなければならないということに

なってきますし、それがかなわないとまた考えなければならないということに

なってくるのかなというふうに思います。  

 それから、東側については、いまの打診をされている企業の条件に合うとい

うことも大切なんですが、平群町としてこういう利用がありますよ、これにつ

いては幾らかかりますよということが必要ではないかな。でないと、やっぱり

判断材料というのは、また企業もお金までかけて概算費用を出すというのも、

やっぱりあっちもこっちも来てくれと言ってるはずですから、投資になるかな

らないかわからないお金出すかなって思うんで、これは提示する必要があると
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思うんで、やっぱり町としてもね、本来企業を来てもらうんであれば、多少お

金かかりますけど、それをつくる必要があるんではないかと思うんですが、い

かがでしょうか。  

 それと、宣伝ですけど、段ボールの話もしていただいているということで、

そういう意味でね、先ほどちょっと言いかけたんですけど、要は比較優位性を

整理してアピールすることが必要であるということを、ここの文書で言われて

います。それで、ビジネスモデルの提案として当該地域に立地した場合に、企

業にどのような新しいビジネスチャンスが生まれるかを示すことが大切である

ということにもおっしゃっておりますので、そういう意味で。これは答弁結構

ですけど、今後そういうビジネスチャンスを検討して考えていただいて、提案、

これからもしていただきたいと思います。２点のことについて、再答弁お願い

します。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 西側のですね、企業の進捗状況ということでございますが、開発申請は既に

提出をされておる、その中で建物規模も示されております。ただ、企業側の事

情によりまして、若干その建物の、要するに実行予算の精査が必要になってき

たということで、建物を縮小の検討をいま現在されている途中であるという、

そういうことで聞いております。ただ、企業立地の促進条例のですね、優遇措

置についてはぜひ受けていただくという、時期もございますので、我々として

はできるだけスピード感を持って立地操業していただくように要請していくと

いうのが現状でございます。  

 続いて、東側の関係でございますが、当然議員御指摘のとおりでございます。

私どもも造成のですね、一つのプランは相手方に示しておるところでございま

す。現段階で、要するにその造成費用、あるいはまた用地取得に関する費用、

これについてはまだ示せる段階ではございませんが、これも近々お示しをさせ

ていただく中で、企業にとって当然競合する他府県のところもあるわけでござ

いますので、比較検討されるという、そういった、要するに提示まではしてい

きたいなというふうに考えておるところでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 山田君。  

○９  番  

 企業の向うの都合もあることなので、まだなかなか明確な答弁を向うからい
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ただけないというのが現状なのかなと思うんですけどね。東側については、そ

ういうふうにやっていきたいということで理解しました。ほんで、西側につい

てはね、先ほど言ったように、小売りということも含めてね、何らかの、もう

１回再考するというか、どうなってるのかわかりませんけども、警察協議も含

めてですね、それを手助けできるような方向で検討するという必要もあるんで

はないかなというふうに思います。  

 最後ちょっと町長に決意というか、お聞きしたいんですけど、先ほど森田議

員もありましたように、この地域活性化ガイドマップにしてもね、企業誘致に

ついて、地域企業立地促進等委託費等とかね、補助金もあるみたいなんです。

町に対する補助金じゃなしに企業に対して。そのことがね、ちょっと当てはめ

てね、助かるように、これはね、なかなか担当者レベルではしんどい、そのた

めには僕は本来はね、上京する必要もあると思うんです、町長が。直接的に県

選出の国会議員、やっぱりお願いしてね、する必要あると思うんです。私、何

年か前に話したときに、また言ってくれたらいつでも相談乗るよというような

話もされてましたよ。町長の上京は少ないと私は常々思っているんですけどね、

やっぱりね、そういうことのためにね、行かなければならないと思うんですけ

ど、その点についてどう、それでね、企業に対してちょっとでも何らかのプラ

スになるようなことがあればね、やっぱりそれぐらいね、しないとね、待って

るだけでは来ないと思うんです。その点について、町長、どう思われますか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 当然、国や県の補助金も活用しながら、企業誘致につきましては地元選出の

国会議員もいらっしゃいますんで、当然のことながら、そういうルートも使い

ながらですね、積極的に推進していきたいというふうに思います。  

○議  長  

 山田君。  

○９  番  

 ありがとうございます。企業誘致というのは、本当にこれからの平群町にと

って大変大きな問題やと思います。いろんな方面から、これはお願いですけど、

やっぱりそれの専属といいますか、それについて一生懸命かかわる部署もつく

っていかなければならない、ほかの業務をやりながらというのはなかなか大変

なとこもあると思うんで、その辺も含めて取り組んでいただきたいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。  

○議  長  
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 それでは、山田君の一般質問をこれで終わります。  

 午後２時まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ０時３５分）  

 

再    開  （午後  ２時００分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号４番、議席番号５番、植田君の質問を許可いたします。植田君。  

○５  番  

 ３点について質問させていただきます。明確な御答弁をいただきますよう、

よろしくお願いいたします。  

 まず１点目は、高齢者世帯に対する有価物回収体制についてであります。  

 この問題は、６月議会でも一般質問として取り上げさせていただきました。

ごみ減量化にもつながる有価物の回収体制、この整備を進めていく、その中で

とりわけ高齢者世帯への有価物の回収体制の整備が求められています。１０月

からのごみ有料化実施で急がれるとの質問に、行政が８月中に体制を整えたい

ということでした。先日の文教厚生委員会でも、現在、２４軒に対し有価物の

回収も含めた、ふれあい収集での対応を行うことにしたということが言われて

いましたが、平群の高齢化率がですね、非常に高いと、そういう中で２４軒と

いうのは、平群の高齢者世帯の数から考えると、非常に私は少ないというふう

に考えています。そういう中で、重い新聞や雑誌など、拠点回収の場所への運

搬は高齢者にとっては転倒やけがの危険が伴います。これも６月のときに言い

ましたが、有価物に特化した高齢者世帯に対する回収体制の整備が急がれます

が、この点についてどのようにお考えでしょうか。  

 ２点目は、生ごみ減量のモニター制度についてであります。  

 ことしの５月ごろから、この１０月まで、約半年間、住民からモニターを募

って、生ごみ減量化推進の取り組みが行われていますが、現状はどのようにな

っているのか。また、今後、今回のモニター制度の結果を踏まえて、どのよう

に生ごみ減量化を展開していこうと考えておられるのか、お聞きをしておきた

いと思います。  

 最後、３点目は、学校図書館の充実についてであります。  
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 この問題も、これまで何度か質問をしてきました。北小学校の学校図書館が

文科省の２５年度図書活動優秀実践校という形で表彰されたというふうに聞き

及んでいます。昨年１０月から学校図書館司書が常駐してから、貸し出し人数、

貸し出し冊数ともに大幅に北小の学校図書館は増えています。２４年度と２５

年度の６月対比では、人数で倍以上、冊数にして３倍以上となっており、学校

図書館が子どもたちの学校生活の中に組み込まれてきている状況になってきて

います。そういう中で、来年度以降、さらに町内の他の小学校にも計画的にこ

の学校図書館司書を配置をして広げていくことが必要だと考えますが、どのよ

うにお考えでしょうか。  

 あわせて、優秀な人材確保のためにも、安定した雇用形態を確立していく。

このことが求められますが、この点についてもどのように考えておられるのか、

お聞きをしておきたいと思います。  

 もう１点は、学校図書館の施設整備として、北小には現在、クーラーが設置

をされておりません。ことしは特に暑かったこともありますが、ゆっくりと落

ち着いて調べ物学習や、あるいは読書を行える環境整備も必要と考えています。

現在、町内では、中学校と、東小学校には図書館にクーラーが設置をされてる

というふうにお聞きをしています。北小、南小にも設置をしていくべきだと考

えますが、この点についてどのようにお考えでしょうか。  

 以上、大きく３点に分けて明快な御答弁いただきますようお願いいたします。 

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 それでは、１点目の高齢者世帯に対する有価物回収体制についての質問にお

答えいたします。  

 町では、高齢者世帯も含め、ごみ出し困難な方に対して、戸別に軒先まで収

集に伺う、ふれあい収集を実施しています。高齢者世帯の有価物の回収につき

ましては、６月議会において議員から御質問いただき、収集現場等、協議、検

討いたしまして、ふれあい収集時に有価物の対象品目が出された場合は、ごみ

とはせずに別途有価物として回収をするよう体制を整え、７月後半から実施し

ています。今回、有価物に特化して高齢者世帯に対する回収体制の整備との御

質問ですが、高齢者世帯への戸別収集は考えていませんが、ごみ出し困難な高

齢者世帯におきまして、現在実施している、ふれあい収集において、有価物も

含め回収を行っていくよう取り組んでまいります。  

 以上です。  

○議  長  
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 植田君。  

○５  番  

 非常に残念です、考えてないということですので。１０月からごみの有料化

が始まりますよね。これまでずっと、行政がごみの減量ということを言ってこ

られたと。そういう中で、分別収集がそれを進めていく上では非常に大事だと

いうことなんですね。そういう意味では、その分別収集をいかに確保していく

のかということが求められているんです。そういう中で、平群町の場合は特に

高齢者率が上がってきていると。６月議会のときも私言いましたが、本当にも

う収集場所まで重たいものをね、やっぱり高齢者の方が持っていかれると。途

中でこけそうになってしまってね、それこけたときに、ほんならけがをして骨

折でもしたら、どこが責任を負うのかみたいな話になってくるわけですよ。高

齢者の方々にも、いかにしてそういう意味では分別収集の体制に協力してもら

えるのかということを、私は町として、その体制っていうんですかね、そうい

うことに協力してもらえるような整備は当然これから進めていかなあかんと思

ってるんですね。そういう意味では、高齢者がいわばそういう有価物の回収に

力をかしてもらえる。その意味では、やっぱり戸別収集をしていくのが基本だ

と思うんです。  

 そういう意味では、いま、ふれあい収集で登録されている方については、そ

れをやっているんだけれどもっていうことになってるんですが、最初に言いま

したように、２４世帯程度でしか、ふれあい収集をいま実施をしていないとい

う状況があるわけですから、それぞれ高齢者の方々に自分の持てる能力を使っ

てもらうことが大事だと思うんです。だから、そういう意味では、普通の可燃

ごみは持っていけると。ただ、重たい、そういう有価物として使えるものを持

っていくときに、やはりそれを何とかこう、カバーできる体制をとれないかと

いうのが私の質問ですので、そうやって高齢者の方々にも協力をしてもらって

ね、やはりそういう体制を行政としても私はとっていただきたいというふうに

思うんです。  

 この問題で、私、ほかの町がね、どういうふうにしてはんのかなと、こうい

う多分平群町だけじゃなくて、ほかの町でも高齢者の方々がどういうふうな形

で有価物の回収についてやってはんのかなと、ちょっとお聞きをしたんです。

斑鳩、それから三郷、ほとんど戸別回収でやってはるんです、有価物は。自分

とこの家の前に出しておけば、業者が回収に来るというような状況になってい

ます。これならば高齢者の方々も、いわば安心してそういう有価物の回収に協

力できる体制なんだなというふうに納得したんですね。ただ、平群の場合はそ

ういう状況になっていないということがあります。これは、行政側がそのこと
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をどうのこうのと言えないのかもしれないですけれども、少なくともこれから

高齢者に対していろんな意味で行政のそういう減量化に対する協力を得るんで

あれば、行政としても私は一定業者の方に対してもですよ、やっぱりそういう

戸別回収ができないのかということも含めてですね、やはりその協力体制を求

めていくぐらいのことはやっぱりやっていかなあかんの違うんかなというのは

思ってます。そうして、住民それぞれの方々が何らかの形で協力してもらって、

そして本来の目的であります、有価物のごみの減量化が達成できるね、ごみの

減量化が進んでいく一つの大きな要因になっていくと思うんですが、この点、

再度、行政側の考えをお聞きしておきたいと思います。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 るる議員から再質問いただきまして、その中でも斑鳩町、お隣の町の事情も

おっしゃっていただいたところですけど、私が確認したのと若干違うところで

ございましたので、それはそれでまた再確認しますが、要は戸別での収集とい

うのはまだされていないという私は確認をしています。  

 高齢者世帯の収集でございますが、特に高齢者さんに特化して収集体制を整

えるというのが、いまはまだ考えていないと、先ほど申しましたところでござ

いまして、あくまでもごみ出し困難な高齢者の世帯、高齢者さんに対して、ふ

れあい収集という戸別収集をさせていただいていると、そういう対応でこれか

らも進めていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしま

す。  

○議  長  

 植田君。  

○５  番  

 あのね、私も高齢者世帯っていうか、ごみ出し困難者と言われたときに、い

まの平群町の規定でいけば、要介護が何ぼついてるとかっていうことが、いろ

いろ条件があるんですね。そういう意味では、非常にそこら辺では私は使いに

くい制度だなというふうにはすごく思ってる、個人的にはね。ただ、そのふれ

あい収集の枠をもう少し広げて、いまの高齢者の方って、自分でできることは

しようとしはるんです。だけど、やっぱりそれができにくい状況が発生したと

きに、ただ、ふれあい収集まではいかないけれども、重たいもの、重たいそう

いう有価物だけでも何とかしてもらえたら助かるっていう声をたくさん聞くん

ですね。それが、有価物に特化したというところでの回収体制をとっていかな

いと、いまの状態でいけば、高齢者の方は多分、可燃ごみの中に全部そういう



 

－１３８－ 

ものを入れて、いまやったら可燃ごみは週２回ありますから、月１回出すんで

はなくて、毎回そういうところに入れて、言うたら可燃ごみとして処理をして

しまう方向に回ってしまうというふうに考えるんですね。それをどれだけ、や

はり可燃ごみで回る部分をきちっと有価物として回収をする体制をとれるのか

っていうことが、今後、平群町でのごみの減量化につながっていく上でも一つ

大きな、ここの対応をきちっとしていただくってことが、私は必要だと思って

います。  

 これ、ちゃんと斑鳩でも確認しました。個人の家の前に出しといてもらった

ら、それを業者が回収していくと。斑鳩で言えば、去年ですけれども、１２事

業者ぐらいが回収業者として入っておられて、そのうち８割以上は戸別回収を

してると。三郷でも、斑鳩ほどの業者数はなかったんですが、基本戸別、自分

とこの家の前に出しておけば、業者が回収をしていってくれると。そういう回

収体制になってるというふうにお聞きをしています。それであれば、高齢者の

方にも、いわば危なくなく回収、そういう拠点まで持っていくということでな

くて、協力をしてもらいやすいという状況が出てくるわけですから、ここは行

政としてもう少しそういう本当に皆さんに分別を徹底してもらう、協力をして

もらうという意味での状況をね、つくっていくということが必要だと思うんで

すが、もうそれは、いまはできないから、可燃ごみとして出してもらっても、

それは仕方がないと、そういうふうにいま行政としては考えておられるのか。

この点は聞いておきたいと思います。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 特に可燃ごみに出していただきたいというようなことは決して申し上げてい

るわけではございませんので、有価物として分別していただいて、出していた

だくようになれば、それはそれとして、ふれあい収集の中で回収をさせていた

だくと、そういう体制はきっちりと整えているところでございますので、ふれ

あい収集を御活用いただくと、まずはそれで対応していくという方向で考えて

いるところでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 植田君。  

○５  番  

 これはもう多分何ぼ言っても同じ答えだと思うんですが、じゃあね、私は斑

鳩や三郷が戸別回収をされてると聞いたんですけれども、それについて、課長、
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首振ってはんねんけども、いや、私、事業者に直接電話して聞いたんですよ、

戸別に回収されてますかって言うたら、うちはしてますっていうとことね、う

ちはしてませんってとこもありましたわ。それは、いわば申し込まれる自治会

さんや子ども会さんが、うちは拠点で来てくださいとか、あるいは戸別で来て

くださいって言うたら、それは向こうさんの希望に応じて対応してますってい

うお返事がほとんどだったんですね。ということは、それなりに対応されてる

ってことなんですよ。実際、そこに住んではる人にも、家の前に出しといたら

持っててくれはんねんっていうふうに、三郷なんかでも言うてはったから、そ

うだと思うんですよ。戸別に対応されてると思うんですよ、ね。そういう意味

では、そこら辺ね、最初にちょっと言いましたが、平群でも、それはどこまで

行政がそのことに言えるかどうかわかりませんが、やっぱりほかのところでは

そういう体制をとられてるということも含めて、平群町でそういう業者との話

の中で、そういうことも含めた戸別収集の対応についてですよ、町としてもそ

ういう体制をとってもらえないかという、そういう話し合いもしていただきた

いんですが、この点については最初のときに返事がなかったので、そこら辺も

含めて御答弁をお願いいたします。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 戸別収集ということで、業者のほうでそういう戸別に回っていただくような

体制をとれないかと、町のほうから話はできないかということでございますが、

話としては業者に対してはお話はできると思いますので、今後、それは業者と

も話はしていきたいと思っております。  

○議  長  

 植田君。  

○５  番  

 いずれにしてもね、これから平群町、やはりこの問題はすごく私は、減量化

に向けたという意味では大事な問題だと思ってます。そういう意味では、やっ

ぱり少しでも、そういう協力体制がとってもらえるためには何ができるのかと

いうことを、行政としても、もっと考えていただきたいし、そういう住民も協

力できる体制っていうのを、やっぱりつくっていく必要があると思います。  

 また、この問題はこれからも質問させていただきたいと思いますし、ぜひ今

後とも、高齢者世帯に対する、有価物の回収体制の拡充という部分では考えて

いただきたいというふうに思っています。  

 この件については、以上で結構です。  
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○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 続きまして、生ごみ減量モニター制度についての御質問にお答えいたします。 

 生ごみ減量モニターを４月に募集いたしまして、応募いただきました３０名

の住民の方にモニターとして、なっていただいています。減量用コンポストを

使用していただき、家庭において生ごみ減量の調査をしていただくもので、４

月２６日に講習会を行い、期間として１０月末までの６カ月間、お願いをして

いるところでございます。  

 モニターに使用していただいている処理器は、段ボール製で、生ごみを微生

物によって処理するもので、具体的には、投入した生ごみをバクテリアが水と

ガスに分解するものでございます。定期的に報告書をいただき、また聞き取り

などで確認をさせていただきましたところ、ほぼ全ての方が生ごみの減量を実

感していただいているところでございます。設置や使用状況の違いによって、

大半は全く問題なく使用されているところでございますが、中には虫の発生に

より中止をせざるを得なくなった方もおられます。また、モニターをきっかけ

に、御自身で家庭に処理器を設置された方もおられます。  

 町といたしましては、生ごみ処理はごみ減量に重要であることから、今回実

施したモニター結果を、広報やホームページなどで広く住民の皆さんにお知ら

せをし、家庭で行えるごみ減量の取り組みとして啓発をしていきたいと考えて

います。  

 以上です。  

○議  長  

 植田君。  

○５  番  

 いま、私も聞きました。３０人の方々にモニターとしてなっていただいてい

るということで、おおむねその減量の実感をしてもらってるということだった

と思うんですね。そういう意味では、これからそれを広めていただくというこ

とでは、非常に大事かと思いますが、そういう中で、ちょっと課長のほうから

ありましたが、いろいろ問題、トラブルを抱えて、途中で、言うたらモニター

をおりられたという方もいらっしゃいます。これからね、行政のほうとして、

その部分でちょっと私は今回聞きたいのは、そのときに毎月報告書を上げられ

ますよね。で、いろいろ問題が起こって、こういうふうになって大変だという

ふうなことをファックスで町のほうに報告をされるんですが、そのことについ

て何ら行政側からアドバイスというか、返答がなかったと。で、もうウジが湧
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いて大変だ、こういう状況だということで報告書に書かれても、何一つ返答が

返ってこなかった。あるいは、１カ月の町の報告書とあわせて、１カ月モニタ

ーとしてやってみて、こう感じたとか、あるいはそういう生ごみを１カ月間足

したら、このぐらいの量でやってみて、こういうことを感じたということを、

町の指定の紙以外に、やっぱり感じたことを住民さんとしてはモニターとして

やるわけですから、やっぱりそういう声も伝えるほうが必要だと思って持って

いったら、もうそれ、結構ですと。町から配布させてもうた、まあ言うたら報

告書だけで結構ですというふうな形で、窓口で受け取りを拒否されたというふ

うな方も聞いています。本来ね、住民の方々からそういうモニターを募って、

協力してもらってるわけですから、そこで聞かさせていただく声というのは、

非常に大事だと思うんですね。それが、持っていっても、いや、もう行政側か

らお願いした用紙だけで結構ですとかね、あるいはファックスを送って、こん

なに大変ですって言っても、何一つ、いわばそれに対して、いや、もう大変な

ところ申しわけないけど、こういう方法をとってもらえたら、それがひょっと

したら改善できるかもしれませんとかね、そういうのが一切なかったとおっし

ゃるんですね。で、これではもうたまらんということで、ただ、もうモニター

はやめさせてもらうっていうことで言ったんだけれども、それでも、その後、

やめさせてもらいますって言ったら、それに対して何も、普通だったら、御苦

労さまでしたっていうのが一言あってもいいんですよ、それもなかったと。だ

から、もう一方的に送って、それをどう行政側としてね、その声に対して応え

るかぐらいのことはね、やっぱりすべきやと思うんですね。で、もう悪いけど

二度と協力、こんな状態ではね、いろいろ思って、こう意見も言ってんのに、

それもちゃんと取り入れてもらえないし、そういう対応をされるということに

相手はすごく憤慨されてたんです。これが、やはりもう全庁的に広げていこう

というふうにね、行政側として思っておられるんだったら、もっとやっぱり住

民に対する丁寧な対応というのはね、とっていただかないと、何て言うんです

かね、もう行政との信頼関係っていうのができていかないと思うんですね。  

 この点については、そこら辺も含めてね、ちょっと担当課の中でどういう認

識をされているのかはわかりませんが、やはり住民の協力あっての減量化です

から、やっぱり丁寧な対応というのが求められると思うんですが、この点につ

いてどのように考えておられると言うたらあれなんやけども、こういう事例が

あったということに対して、どういう対応を考えておられるのか、お答え願え

ますか。  

○議  長  

 住民生活課長。  
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○住民生活課長  

 いま議員おっしゃっていただきました。いろいろと対応について御指摘をい

ただいている点については、私もいまお聞きをして、状態を認識したところで

ございまして、特に担当の対応としても、窓口においでいただいたモニターさ

ん、あるいは報告書等、電話でのやりとりをさせていただいてる中を拝見して

おりますと、特にそのような問題点は、私自身は感じなかったんですが、そう

お感じになっておられるモニターさんもおられるということで、改めて認識を

したところでございます。住民の皆さんの協力をいただくということは、もう

当然のことでございますし、減量化に向けて大きな協力が必要であるというこ

とは、もう重々わかっているところでございますが、いまのモニターさんのい

ろいろな対応につきましては、本当に反省すべき点は十分反省をして、今後の

対応に努めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  

○議  長  

 植田君。  

○５  番  

 今後の対応に反省をもってしていきたいということですので、住民さんの協

力を得ようと思ったら、本当に行政側の対応というのは、すごく大きくかかわ

ってきますので、やはりそういう点では重々、今後、生ごみの減量化を進めて

いくんであればですね、そういう丁寧な対応というのは、ぜひお願いしていた

だいて、多くの方々に協力いただいて、減量化につなげていけると、そういう

ものにしていただきたいというふうに思っています。  

 この件については、以上で結構です。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 それでは、３項目めの学校図書館の充実についての御質問にお答えさせてい

ただきます。  

 北小学校の文部科学大臣表彰は、非常に喜ばしいことで、数年前からの読書

活動への取り組みと、昨年度後半の学校司書配置の成果、これが評価されたも

のというふうに考えております。  

 学校図書館の司書配置の現状でございますが、緊急雇用対策事業を活用して、

北小学校に常駐の形をとるほか、町立図書館の司書を中学校の放課後に定期的

に派遣し、他の小学校へは図書館活動の支援を随時行っているのが現状です。

御指摘のとおり、学校司書の配置は教育的にも有効であり、評価も非常に高い

ということが言えますので、他の小学校への配置につきましても、財政面の考
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慮は必要ですけども、積極的に検討してまいりたいというふうに考えます。  

 また、安定した雇用形態の確立につきましても、現在、行政の重要課題の一

つとしております適正図書館の規模、図書館の開設も視野に入れながらではあ

りますが、職員体制につきましても充実できるよう、検討してまいりたいとい

うふうに思ってます。  

 ２点目の、学校図書館へのエアコンの設置ですが、ことしの夏のような異常

な猛暑で、子どもたちがゆっくりと落ち着いて読書や学習ができなかったとい

うことがあるというふうには承知しております。今後、計画的に予算の確保に

努力してまいりたいというふうに考えております。  

 以上、答弁とさせていただきます。  

○議  長  

 植田君。  

○５  番  

 担当、教育委員会のほうでは、学校図書館司書の役割というのは十分認識を

されてて、その必要性というのも、この間、実感されてるというふうな答弁だ

ったし、積極的に他の学校への拡充も考えていきたいということだったんです

が、そういう意味では、計画性を持っていただきたいと思うんですけれども、

北小と中学校は去年、北小は去年の１０月から、月曜から金曜日まで学校があ

いてる期間、司書が常駐するという形になってきています。少なくとも来年度

にはもう１校ぐらい、小学校を広げていっていただきたい。その次には、いま

東と西が今度、学校が統合されるんですけれども、その計画性を持つという意

味では、何年にどこに、どこにっていうまでは難しいですけど、何年にもう１

校、その次にもう１校というふうに考えておられるのか。そこら辺、私として

は来年度にはもう一つ、小学校で図書館司書の配置をしていくことが必要では

ないかと思います。いろんなときに、町内の子どもたちの学習環境を平等に保

障していこうと思えば、やっぱりそれは必要だと思うんですね。幼保のときも

よくおっしゃいましたよね、平群町の子どもたちみんなに同じ教育、同じ保育

を保障するために幼保一体化をするんだとおっしゃってきたんやから、学校教

育の面でも、そういう意味では、こんだけ北小で学校司書を配置をしたことで、

いわばその成果が生まれてきてるわけですから、やっぱりこれは早急に年次計

画を持ってですよ、他の学校にも学校司書の配置をしていただきたいなという

ふうに思います。私もこの北小の学校図書館、ちょうど９月の始業式のときに

お邪魔をしました。本当に、始業式だったんですが、取っかえ引っかえ子ども

たちが夏休みに借りてた本を返しに来て、司書の先生といろいろ話してるんで

すね。先生にお聞きしたら、通常のとき、朝の時間で三、四十人来るらしいん
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です。その学校の授業が始まる前にね。で、昼休みでもやっぱり３０人からの

子どもたちが出入りすると。そういう意味では、すごく子どもたちが学校図書

館を活用しているというのが手にとってわかります。すごく北小の学校図書館

も、子どもたちがわくわくするような、そういう中身っていうんですか、これ

は司書の先生もいろいろ工夫されてやっておられるんですけど、そういうレイ

アウトにもなってますし、そういう意味では本当によくなったなって、私の子

どもが行ってたころの図書室と全然違うなとすごく感じたんですけどね、そう

いうものを子どもたちにきちっと整備をして提供していくってことがすごく必

要だと思うんです。そういう意味では、年次計画を持ってほしいんですが、こ

の点についてはどうなのか。  

 それと、司書についても、きちっと保障した形での雇用形態をしないと、せ

っかく結構、町内でも司書資格を持って、この平群で一時期、学校図書館の司

書としていてくれはった方が、緊急雇用やったかな、が切れたということもあ

って、結局、今はほかの図書館に行ってしまわれたというふうにお聞きをして

います。そういう意味では、せっかく町内にそういう人材があるのであれば、

それをきちっと確保していくっていうことが大事だと思いますし、特に、今後、

年次的にそれを広げていくんであれば、そういうことはきちっとやはり雇用形

態を確立していくことが大きな課題だと思いますので、これもぜひよろしくお

願いしたいと思います。  

 それと、クーラーの件についても、計画的に予算をとっていきたいというこ

となんですが、まあまあこれから寒い時期に入っていきますから、あれなんで

すが、来年度予算にきちっとそれはとっていただいて、多分、図書館でクーラ

ーが県下でもほとんどのところが学校は入ってると思うんですね。お聞きした

ところによると。そういう意味では、これからはますます学校図書館というこ

とが重要な位置づけになってきますので、そこにはきちっとそれが保障される

ような、まあ言うたら環境整備というのは、ぜひ進めていっていただきたい。

これも計画的に、もう来年度も含めてつけていくというふうに御答弁をいただ

きたいなというふうに思いますので、再度答弁をよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 まず、図書館司書の配置についての年次計画については、いま現時点では立

ってはおりません。ただ、先ほども申し上げましたように、それから議員がい

ま、るる述べられましたことについては、全くそのとおりと教育委員会におい

ても考えておりますので、人事、それから財政の両面から全体状況を見きわめ
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ながら、庁内全体で協議していかなければならないんですけども、教育委員会

としては、できるだけ優先的に司書の配置について努力してまいりたいという

ふうに思っております。  

 それと、いま、北小学校のほうに緊急雇用対策事業で、去年からことしの秋

まで、それからことしの予算で１０月以降は町単費で認めていただいてますけ

ども、少なくともこれについては、引き続きというふうに要望してまいりたい

と。で、さらなる広がりを持たせた形でというふうな議員の御意見ですけども、

一遍にはいかないとは思いますけども、何とか拡充していけるように、内部で

協議してまいりたいというふうに思います。  

 それから、司書の雇用形態の確立につきましても、おっしゃっていただきま

したように、現在、来ていただいている司書の方、非常に優秀な方が多くて、

本当に頑張っていただいております。そういった方の頑張りに応えれるような

雇用形態の確立につきましても、当然考えていかなければならないというふう

に考えますので、検討課題ということ、いま、明確にどうこうというふうな計

画は持っておりませんので、明確な答弁にはなりませんけども、少しでも充実

さした状況をつくっていって、子どもたちが気持ちよく図書に親しめるように

していきたいというふうに思ってます。平群町のほうでは、ことしの３月に平

群町子ども読書活動推進計画もつくりました。その中にも、そういったことも

含めて記載してあったと思いますんで、計画をつくった以上、計画に従った形

で、可能な限り進めていきたいというふうに思っております。  

 以上です。  

○議  長  

 植田君。  

○５  番  

 担当課のほうとしては、もう進めていきたいということですので、教育長も

ね、学校図書館司書の関係では、必要性というのは十分御認識はされていると

いうふうに思います。できるだけ早く、やはり同じ環境を平群町の子どもたち

が共有できるという状況をぜひつくっていただきたい。  

 来年度予算、そういう意味では非常に私も興味を持って見させていただきた

いと思ってますので、これは財政当局のほうも、これから平群町の将来を担う

子どもたちに、やはり同じ教育環境を保障していくという上では必要ですし、

また、その効果が実際、出てるという状況もありますので、このことは重々念

頭に置いていただきまして、予算編成の段階できちっとそのことを証明してい

ただけるような内容にしていただきますようにお願いしておきまして、私の一

般質問を終わります。  
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○議  長  

 植田君の一般質問をこれで終わります。  

 発言番号５番、議席番号７番、髙幣君の質問を許可いたします。髙幣君。  

○７  番  

 議長の御許可をいただきまして、３項目について質問させていただきます。

前向きで明確な御答弁をいただきますよう、お願いいたします。  

 １番目の質問は、まずは定住化の視点を高齢者に向けての今後のまちづくり

です。これが必要です。  

 本議会では、提案型の議会を目指し、前回６月議会では、議員の御協力と町

長の英断で、子育て支援を中心としての高校１年生までの医療費の無料化の条

例改正を成立させました。それは、まちの活性化であり、これが大きなまちの

魅力づくりです。本町の人口は、徐々に減少しています。５次総でも、高齢者

から子どもまでが暮らせるまちづくりを述べています。本年８月末の県の人口

推定、これは私が８月末現在の数字に調整してつくったものですが、１万８，

９７３人で、いよいよ１万９，０００を割ったという結果だと思います。人口

減少は今後も避けられない状況です。５次総でも述べているとおり、昭和４０

年代から始まった住宅開発で、大阪のベッドタウンとして発展した本町です。

丘陵地が多く、高齢者は買い物や病院への通院等々、日常生活に必要な移動が

困難になってきております。また、高齢者が地域社会での安心な日常生活を送

る環境とサービスが必要であります。当時、転入された方々の子孫が進学や就

職で他市町に転出される、そのような状態です。高齢者転出防止のための交通

政策が必要と考えられます。町内の路線バスや近鉄等の利用での高齢者の動き

を助成する考えが必要であります。  

 一方、町長が打ち出す長寿奈良県一番には、私は大賛成であります。このた

めの施策を考え、提案いたします。高齢者対策も人口減では大きな課題です。

そこで、述べることは、高齢化になった町から町民の転出をどのように防ぐか

です。  

 その一つとして、①番目、７５歳以上の方々への交通費の助成の復活です。

国保や介護保険は町民の直接負担のサービスです。町の行財政改革大綱で７０

歳以上の住民に対しての交通費助成が廃止されました。これは６５歳やと思い

ます。失礼しました。  

 さて、もう一度、この交通費助成の復活です。町長、いかがでございますで

しょうか。  

 ②番目、７５歳以上の方々の固定資産税超過税率分の免除です。免除が法的

に無理ならば、何らかの対応で高齢者世帯への返還措置ができないか。他市町
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村でもクーポン券の発行とか、バスの切符の交付とか、いろいろ考えながら返

還措置が行われている現在です。  

 さて、さきにも述べましたが、本町に三、四十年前に転入され、本町の発展

に御貢献をいただいた方々へ、いまの流行語で言えば、お返しをするという考

えです。当時、本町へお越しになった方へのお気持ちをいま考える時期ではな

いでしょうか。この方々に実質的減税を行うときです。いま、高齢者世帯で家

族の環境変化から、子や孫の就職や進学で町外への転出が増加し、高齢化から

子どもや孫の世帯に転出している現状です。本町の魅力アップを考え、固定資

産税の減免を考える時ではありませんか。町長のお考えをお尋ねいたします。  

 奈良県では、どこの市町村も人口の取り合いです。魅力のあるまちをつくろ

うでは、町長、ありませんか。  

 ③番目、これからも平群に住みたいけれど、子や孫の考えで、いやでも転出

された空き家の対策です。空き家を放置しておくと、安全面やまちの土地価格

の低下にもつながります。いま、まちはコンサルを使い、年内を目標に町内の

空き家の実態調査が進んでいると聞きますが、どのような内容で調査されてい

るかをお尋ねします。その調査結果は、できるだけ議会のほうにも御報告なさ

れるようお願いをしておきます。  

 この平群町の人口問題では、常に大きくまち全体で皆様をお待ちするすばら

しいまちと強く訴えることです。今後も、議会、行政が一体になって頑張り、

感謝されるまちづくりを目指してほしいものです。  

 さきにも述べましたが、昭和４０年代以降にまちへ来られた高齢者に対して、

まちはこの町民の皆さんへの貢献をどのように考えられてるかです。高齢者世

帯にまちは感謝し、何らかの施策を考えていく。高齢者の流出防止を考えた行

政を求めます。  

 また、一方では、東京オリンピック、パラリンピックが２０２０年開催と決

まりました。ますます国は変わるでしょう。どう変わるかです。国の経済変化

は大きく、次世代の変化、人の動きも大きく変わります。人口問題を今から考

えると、やはり変化していくでしょう。町長の政策をお尋ねいたします。  

 ２番目は、西小学校の跡地利用についてであります。  

 西小学校跡地利用について、今後どのように利用されるかです。２６年４月

には懸案の東・西小学校の合併です。この合併で、現西小学校の跡地について

は、町長はどう考えているか、お尋ねします。いまから真剣に考える必要があ

ります。西山間地区の入り口に位置しており、また、電気、水道等の公共的社

会インフラは企業誘致にも最適ではないかと思います。本町の活性化に向けて

の大きなパワーになるでしょう。今後の計画を具体的に進めるためにどのよう
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に考えているか。私は、西小学校跡地利用協議会のような会が必要ではないか

と考えております。  

 ３番目は、平群西線の見直しに向けて、現路線の再整備です。  

 都計道路平群西線と東線との結節が平成２７年３月に決定する運びになりま

した。西線は昭和５０年代当初に部分開通し、現若葉台の中央道路として機能

しています。開通以来、約４０年経過し、道路の欠陥が目立ち始めています。

高齢化社会では歩行するのに難渋している道路です。また、特に坂道の歩道で

は、凹凸が激しく、また、各家庭の駐車場との段差があり、非常に危険で転倒

防止を図らねばなりません。若葉台入り口から福貴までは、国庫補助で整備さ

れましたが、その後は放置され、歩行困難です。  

 また、緑地帯の街路樹も老朽が激しく、秋になると落ち葉が乱舞し、ごみに

なっている。こんな現状です。道路は公共用地であり、私的利用を禁止し、美

的感覚を図り、早急に整備してほしいと声が挙がっております。西線と東線の

全通までに整備と街路樹の植えかえ等をお願いしたい。財政の厳しいときであ

りますが、毎年、計画をつくり、改良工事を少しずつでも進めていただきたい。

町の考え方をお尋ねします。  

 以上、３項目について町当局の前向きでわかりやすい御答弁をお願いいたし

ます。よろしくお願いします。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 それでは、大きい１の①、７５歳以上の交通費助成の復活ということで、質

問でございます。この御質問の趣旨は、高齢者が平群町でいつまでも安心して

生活していくための取り組みについての提案というふうに理解をさせていただ

いて、答弁をさせていただきます。  

 町としても、その重要性を認識しているところです。現在、緊急通報装置、

救急医療情報キットの普及促進、配食サービス、軽度生活支援事業や、介護保

険事業の取り組みにとどまらず、社協、民生委員、地域のボランティアによっ

て実施されている小地域ネットワークによる見守り、サロン活動などの多彩な

取り組みを実施をしているところです。特に今回提案をいただきました、質問

いただきました移動手段についての提案でございますが、平成１９年度まで実

施してまいりました交通費助成制度につきましては、高齢者の生きがいのある

活動、社会参加を促進というのを目的に、平成１０年から６５歳以上の高齢者

に対し、１人３，０００円の交通費助成を実施してまいりました。しかし、健

康維持あるいは介護予防のために歩行を心がける方や、公共交通手段より自家
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用車を利用される方、バス・電車に乗ることが困難な方などもあり、対象者以

外の方が利用されていることや、個人給付ばらまき事業に当たるとして、見直

し、廃止に至った経緯がございます。町としては、自力移動の困難な方に必要

とされる移動手段の確保を目指して、福祉有償運送、福祉タクシー、介護タク

シーなどの充実を推進してまいりました。また、自力移動が可能な方について

も、ＮＣバス、コミバスの充実を進めてきたところです。現状の制度、サービ

スの総括を行いながら、さらなる充実を目指してまいりますが、現時点では、

交通費助成の復活は考えておりません。  

 以上、お答えとさせていただきます。  

○議  長  

 税務課長。  

○税務課長  

 それでは、大きい１番の②の高齢者人口の流出防止対策として、７５歳以上

の方の固定資産税の超過税率分の減税について答弁をさせていただきます。  

 固定資産税の超過税額については、厳しい財政状況が続く中、新財政健全化

計画に基づき、住民の皆様が等しく税の御負担をしていただくことにより、財

政の健全化を図ることを目的に、平成２０年度より超過課税を行わさせていた

だいておりますが、現在の固定資産税に限り、税収について申し上げますと、

超過税率を実施した２０年度、現年調定分でございますが、と本年８月末現在

の調定額を比較するとですね、決算審査の委員会でも御答弁させていただいて

ますように、約７，４８０万減少してるというのが現実に明らかになったとこ

ろでございます。  

 それから、議員御提案の固定資産税の超過税率分の減税についてですが、法

律的にはどうかという点については、地方税法の規定では、内容的には不均一

課税に該当するかというふうに思われます。不均一課税は、課税免除と同様に

一定の範囲の納税者に限って、条例により一般の税率、いわゆる標準税率と異

なる税率で課税することでありますが、本町においては、既にさき述べました

ように、町全体に、現在、超過課税を行っておるところでございます。なおか

つ、そこに不均一課税を行うということは、税の公平の観点から申しますと困

難であるというふうに考えておるところでございます。また、固定資産税は物

税でもございますので、年齢に限って減税をすることにつきましても、特定に

ついても困難であるのかなというふうに考えておるところでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 都市建設課長。  
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○都市建設課長  

 それでは、３点目の空き家実態調査の御質問にお答えをいたします。  

 ６月議会でも議員の一般質問で、空き家の実態調査については御説明をして

おります。その後の進捗状況についてお答えを申し上げます。  

 現在、空き家の現地調査を実施中であります。１０月末で調査の完了予定と

なっております。現時点では、全体の７割程度の調査が完了しているとの報告

を受けているところでございます。調査内容につきましては、上下水道課から

の情報提供によりまして、空き家の候補の抽出を行い、その後、国土交通省の

地方公共団体における空き家調査の手引きに基づきまして、調査表を作成をし、

外観調査を実施をしてます。内容としましては、電気メーター、郵便受け、表

札、カーテン、あと、近隣の住民の方の情報等々を加味する中で、空き家とい

うことで特定をするところでございます。現地調査の終了後の予定としては、

空き家として特定をされた家屋の所有者に対しまして、アンケート調査やヒア

リングを実施をし、所有者の実態及び空き家となった要因や今後の利活用に向

けた意向等を把握をする予定となっております。これらの分析を踏まえまして、

空き家の活用の具体的な施策の立案を進める予定となっております。  

 現段階では、１点目として、子育て世帯を呼び込む施策の検討、二つ目とし

て、関係機関との連携によるマイホームの借り上げ制度の促進などを重点的に

検討を進めたいと考えておるところでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 髙幣君。  

○７  番  

 はい、ありがとうございます。少しだけ言わせていただきたいと思います。  

 まず、高齢者の交通費助成について、確かに当時の話では、自分が使わない

で子や孫に使わせたという話はよく聞いたことでございます。それはそれとし

て、いま私が申し上げてるのは、昭和４０年代以降にお越しになられた方の税

の貢献ということですが、これを申し上げている中で、何かお返しするものが

ないだろうかと、こういう観点でお話をしてるわけです。やはり貢献に対して

は、お返しをするというのが、これが世の中の通例であります。そういう意味

で、少し私自身が調べさせていただいたところで、町税をちょっと調べさせて

いただきましたら、驚くような数字が出てるわけです。昭和３６年、村時代の

町税全体の金額、これにはいろんなものが入ってます。当時は電気ガス税とか

っていうふうなものまで入ってたわけですが、その時代で１，３２０万円とい

うのが、３６年時代の本町の税収であります。それから、昭和４０年、これは
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町制をしいたときだと思います。そのときで２，５６０万円、それから５０年

が３億５，１９０万円、このあたりから高齢者の方々、現在の高齢者ですが、

こちらのほうへ越されてきたベッドタウンの影響が出始めて、３億５，２００

万円、さらに６０年は実に１４億と、桁が上がってまいりました。ところが、

今現在が最高でおそらく２４年度が２０億円ですから、どんどんどんどんと下

がり始めてきた、こういう実態が私の調べでは出ております。そういう観点を

考えたら、何らかの形で高齢者の方々へお返しができないのかと、こういう観

点で申し上げておりまして、確かに課長が言われるような問題点があったと思

いますが、これはあくまで、これからの大きなまちづくりで、そして平群町へ

来ていただいた方々のための何らかの施策を打ち出しておりますので、ばらま

きを私は言ってるわけではございません。そういう意味で、町長としてこれか

らのまちづくりにこういう問題点についてどのようにお考えか、これを町長に

お尋ねいたします。  

 ２番目の高齢者の固定資産税の超過税率の問題、これはいま、るると申し上

げた税金の金額を見ていただければ、聞いていただければよくわかると思いま

すが、非常に私たちよりも北部の方、椿台、緑ケ丘、若葉台の方々がこのまち

へお越しになったことによっての大きな影響度があらわれておりますが、これ

がいまマイナス方向へ動き始めているという現状であります。そういう観点で、

やはりこれも私が聞きたいのは、町長として、これから町長をおつなぎいただ

く限りにおいての公約あるいは政策的な観点で、この問題についてお問い合わ

せをしていると、こういうことでございますので、町長、できれば御答弁をお

願いをしたいと思います。  

 それから、３番目の空き家の問題については、これはこれからの問題ですか

ら、またそういう調査結果がわかれば、御報告をお願いしたいと思いますので、

これは結構です。  

 以上、よろしくお願いします。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 高齢者世帯の人口流出防止策をという視点でご質問かと思います。先ほど髙

幣議員が述べられましたように、平群町は大阪のベッドタウンとして発展して

まいりまして、確かにおっしゃるようなことも現実的であろうというふうに思

います。まちが発展した大きな要因は、大阪のベッドタウンとして開発されて、

町税収入が大きく増えたというのは間違いないことかなというふうに思いま

す。しかしながら、高齢者世帯の人口流出防止策といたしまして、先ほどから
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ご質問されてます交通費助成、あるいはまた固定資産税の超過税率分の減免と

いうことにつきましては、いかがなもんかなというふうに思っております。  

 平群町では、御存じのように第５次総合計画を策定いたしまして、人口対策

といたしましては、主に若い世代の方に対する施策として、若い方だけではご

ざいませんけども、高齢者から子どもまでが安心して暮らせるまちづくりとい

う視点で取り組みを行っております。そういう意味からしますと、人口対策に

つきまして、大きく５点の施策を掲げております。  

 まず、１番は、住まいの場の確保。先ほど御質問ありました、空き家対策も

この一つでございます。  

 ２番目といたしましては、安心の子育て、確かな教育ということで現在進め

ている政策でございます。  

 それから、安全・安心の暮らしということで、当然、東南海・南海地震に対

する防災対策も含めまして、町民の皆さんが安心して暮らせるまちづくり、そ

ういう観点でございます。  

 それから、活気のある働く場所ということで、午前中の御質問にもありまし

たように、企業誘致、あるいはまたバイパス沿いの活性化、あるいは駅周辺整

備事業の推進といったことが挙げられようかと思います。  

 そしてまた、平群ならではの豊かな暮らしということで、平群町の財産でご

ざいます、この豊かな緑、あるいは竜田川の遊歩道の話もありましたけども、

こういった歴史遺産も含めまして、町民の皆さんがこの豊かな自然に抱かれた

生活を続けていきたいというアンケート、あるいはまちづくり会議での議論も

ございました。こういった五つの施策を推進することによりまして、当然、高

齢者の方にも、若い世代の方にも、住み続けていただける、そういったまちづ

くりに取り組んでいきたいというふうに考えております。  

○議  長  

 髙幣君。  

○７  番  

 はい。町長、御苦労さまです。町長は、いまおっしゃられたように、何点か

の形で人口減を、流出する策をお述べになられております。ただ、そういう中

で、いまやっていることが、果たしてそれが人口流出策につながるんかどうか

というのは、私も同様の考えを持つんですけれども、ところが実態ベースで１

万８，０００台に突入してきた、いまなんです。これ、どう解決するかってこ

との身近な例として私は申し上げてるだけで、何も交通費助成を絶対しなさい

という意味で申し上げてるわけじゃないです。何か手を打たないといけない、

あるいは固定資産税の問題も手を打っていかないとだめだと、こういうことで
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申し上げてるわけです。特に１．４％の固定資産税率については、やりように

よっては減免措置ができるんではないかと。ところが、１．４は国で定められ

ている基準ですけれども、０．１８という超過税率については、何らかの方法

はないか。これが私は聞きたいわけです。このあたり、何か方法はありません

か。そして、やはり若者の、あるいは子育ての、そういう世帯に対するサービ

スをやったら、次、考えるのは、全体的に高齢者に対する考え方を示さないと

いけない。そんな時期ではないかと、そんなふうに思っておりますので、もう

一度、固定資産税問題、それから先ほどの交通費助成については、確かに課長

おっしゃるように、いろんな使い方があったらこうなったと。それはもちろん、

行政改革、行財政改革の中で反映されたことだとは思いますけれども、いま、

やはり何とかまちの魅力づくりを考えないといけないわけです。平群町はこん

だけの魅力を持ったまちだと、こういうことで手を打っていかないと、おそら

く５次総で言う１万８，０００人、人口を守るという話もありますけれども、

既にもう９月１日現在の、おそらく県の推定人口では１万８，０００人台へ落

ち込んでいると。この現実をどう見られてるのか。こういう観点でもう一度、

町長、前向きな答弁をお願いをしたいと思います。  

○議  長  

 税務課長。  

○税務課長  

 議員ただいまお述べの超過税率につきましてはですね、やはり目的を持った

超過課税を現在、町としては行っておるところでございますので、町長も先ほ

どの決算審査特別委員会にも超過税率についても議論されたところでございま

す。超過税率を今後も続けていくのかという質問については、町政全般を見な

がら、持続可能な町政を目指していくということで御答弁をさせていただいて

おりますので、そういう意味で御理解いただきたいというふうに思います。  

○議  長  

 副町長。  

○副町長  

 るる髙幣議員から政策的な御提言をいただきまして、まことにありがとうご

ざいます。その中で、いかに高齢者の方々に対して還元していくかというよう

なお話も頂戴したわけでございますけれども、第５次総合計画もできたところ

でございますので、また、次年度に向けまして、高齢者の方々への生きがいづ

くりでありますとか、サービスの充実等をどのような形にしていくかというこ

とを庁内でしっかり議論いたしまして、ひとつ実現していきたいというふうに

思っておりますので、それで御理解のほどをよろしくお願い申し上げます。  
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○議  長  

 髙幣君。  

○７  番  

 副町長もおっしゃるように、いろんな観点の中でこれから動いていかなきゃ

ならない時代だと思います。ただ、人口減対策にくさびが必要であると。この

くさびを何にするかということが大事だと思いますので、あえてもう一度申し

上げますが、人口減対策のくさびを、町行政当局、そしてまた私たち議会も一

緒になって考えてまいりますので、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。

この件は、これで結構です。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 それでは、髙幣議員２点目の、西小学校の跡地利用につきまして御答弁申し

上げます。  

 学校施設は、教育の場としてのみならず、防災や地域の身近なコミュニティ

ー活動等に利用されております。小学校再編に伴う跡地利用については、再編

後、長期にわたる施設の空洞化を起こさず、当該地域と町全体の活性化を図る

ことを目的に、庁内を横断的に町全体の取り組みとして検討をしておるところ

でございます。  

 再編後の学校施設の跡地利用については、建築物や土地の用途が定められて

いることから、利活用についてもさまざまな制限がございます。西小学校にお

いては、市街化調整区域内の建物であり、第三者への譲渡や賃借が困難なこと

から、企業誘致については非常にハードルが高いこととなります。今後の利活

用については、町と地域住民の皆様方との合意形成を図り、双方にメリットの

ある活用方法を検討してまいりたいと考えておるところでございます。また、

近々に西小学校校区の皆様と今後の利活用につきまして意見交換を行う場の設

定を計画をしております。議員から御提案いただきました西小学校跡地利用協

議会の設置につきましては、このような状況も踏まえて貴重な御意見として賜

りたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 髙幣君。  

○７  番  

 午前中にも企業誘致等のいろんな話がございました。その中で、私は考えて

ますのは非常に絶好の地であると、既に学校校舎もあり、体育館もあり、運動
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場もある、こういう視点から見た場合、企業誘致というのはやりやすいところ

ではないかと思うんです。そういう意味で、私自身があの跡地を企業誘致的な

形でできないのか。これは法の中で何かクリアしていくようなものはないか、

それを研究してほしいと、こんなふうに思っております。今の企業誘致の話で

も、いろんな実例の中から持ってきて、あるいは声をかけてやっていったらで

きるのではないかと、こんなふうに思っておりますので、この問題については

これで結構でございます。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 それでは、３点目の平群西線の見直しに向けての現道路線の再整備の御質問

にお答えをいたします。  

 平群西線及び中央北循環路線、これは消防署から中学校東側の区間でござい

ます、の歩道改修につきましては、交通安全施設整備事業の事業採択を受け、

平成１５年度から平成１７年度の３カ年事業として実施をした経緯がございま

す。内容としましては、これは現道を利用した歩道拡幅ということで、５００

メートルの区間が整備済みとなっております。本来、その先線の未整備の区間

につきましても、計画的に歩道整備、バリアフリー化を行う必要があると考え

ていましたが、当時の補助事業のメニューでは、歩道部に係る費用のみが国庫

補助対象事業となりまして、また、一定の事業規模が条件であったということ

もありまして、財政的に見ましても、一般財源のウエートが大きく、事業化を

見送ったという経緯がございます。先月の８月２９日に開催をされた総務建設

委員会におきましても、都市計画道路の見直しについて御報告をいたしました

が、当該路線は都市計画道路の代替路線として位置づけをしております。今後、

平群町の道路網を構築する上で重要な路線であり、整備の優先順位は高いと認

識をしております。未整備の区間につきましては、都市計画道路見直し手続の

進捗を見ながら、国庫補助メニューの採択も視野に入れる中で、事業化に向け

て前向きに検討をしてまいりたいと考えております。  

 また、議員御指摘の若葉台２号線、３号線につきましては、街路樹の老朽化

や落ち葉の問題など、現状につきましては十分把握をしております。そのこと

も踏まえて、当該路線については草刈りや清掃作業、それと樹木の剪定といっ

た日常の維持管理については、計画的に行っております。今後につきましては、

既存道路の植樹帯を含めた維持管理、維持補修については、必要に応じて段階

的に実施をすることによりまして、適正な道路管理に努めてまいりたいと考え

ております。  
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 以上です。  

○議  長  

 髙幣君。  

○７  番  

 今の課長の御答弁で、私はある程度は納得すると。というのは、計画年度を

つくって、何もすぐにやれという意味じゃなくて、順次一つ一つやっていく、

年度ごとにこれだけやっていくと、そういう考え方でこの問題に対応していた

だきたいと、こんなふうに思っております。  

 総論的に申し上げますと、やはり冒頭からずうっと述べておりますが、子育

てをやって、若者世帯をやって、次は高齢化世帯と、この三つをやはり魅力の

あるまちづくりのポイントにして今後やっていただかないと、この人口、１万

８，０００台に陥った時点でもうわかってるわけですけれども、もう２万人の

回復はまた無理でございます。それから、５次総で言う１万８，０００人とい

うのも、あと、この先申し上げた数字からいくと９００人ですから、１０年間

で９００を割ってみたらどれだけの数字かわかります。そういう意味で、最終

的には町長自身が政策として今後打ち出していただきたいと、こんなふうに思

っておりますので、これで質問は終わります。  

○議  長  

 それでは、髙幣君の一般質問をこれで終わります。  

 発言番号６番、議席番号１２番、馬本君の質問を許可いたします。馬本君。  

○１２番  

 議長の許可を得ましたので、４点について通告をしておりますので、よろし

く御答弁のほどお願いいたします。  

 まず１点目は、予約制乗り合いタクシー（デマンド）の導入を。  

 平群町では、地域住民の中で、特に老人や学童・生徒等、交通弱者に配慮し、

日常生活の移動確保や、まちの活性化を図るため、コミュニティバスが導入さ

れ、交通空白地帯など、公益的な観点から、バス会社に単年度運行委託契約、

またコミバスの運行委託料は運行経費から運賃収入を差し引いた精算による赤

字補塡方式となっております。現在、中央循環及び西山間ルートが運行されて

いますが、コミュニティバスの場合、行きたい場所まで行けない。また、乗り

たい時間帯にバスがない。また、バスの本数が少ない。バス停まで行かなけれ

ばならないなど、特に高齢者の方が不便を感じておられると思います。  

 また、現行のコミュニティバスは、運行委託料金増加傾向並びに評価基準に

適合しないルートがあり、このままでは運行が危惧をされております。コミュ

ニティバス実証運行を続けながら、どの地域の住民が予約制乗り合いタクシー
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を要望されているか。また、住民が安心して元気に暮らすことができる平群町

福祉対策の一助として、最少な経費で住民のニーズに合った、利用しやすい予

約制乗り合いタクシー運行、デマンドを導入すべきと、平成２５年３月議会に

一般質問をいたしました。  

 町は、平成２４年度途中での中央循環ルートは目標基準並びに最低需要基準

に達しない見込み、また、西山間ルートは目標基準に達していないが、最低需

要基準を満たしている。しかし、現行のコミュニティバス運行委託料金増加傾

向にあるとともに、利用数は伸び悩んでいることが現状であり、議員からの提

言を真摯に受けとめ、平群町地域公共交通会議で議論する方向で検討すると、

回答をいただきました。その後、３月２７日、平群町地域公共交通会議が開催

され、デマンド交通導入検討が始まりました。また、８月１４日には、デマン

ド公共交通先進地の三重県玉城町へ視察研修されたと聞いております。前向き

に努力していただいてることに、まずもって感謝をしております。  

 平群町地域公共交通会議では、平時のコミュニティバス運行における廃止存

続の評価基準は設定されており、目標基準に達しない場合、運行ルートの見直

し、運行本数の削減により事業を縮小する。また、最低需要基準に達しない場

合は、事業廃止を前提とした代替手法の検討を行うというふうになっておりま

す。  

 そこで、平成２４年度決算では、運行委託料３，７５６万７，０００円で、

精算による赤字補塡額は３，５３２万２，３０５円であります。平成２６年度

までは社会資本整備総合交付金による約半額は補助金となり、利用者１回に対

する赤字補塡では、西山間ルートは平日のみ運行でありますので、７７６円、

中央循環ルート、全日での利用者１回に対する赤字補塡額は１，５９６円で、

そのうち平日は１，４４３円、休日、土曜日、日曜、祝日は１回２，９３６円

の補塡となっております。また、評価基準では、西山間ルートの目標基準は８％

をクリアしているが、最低需要基準は３５％をクリアをしております。中央循

環ルートの目標基準は５６％をクリアしていないし、最低需要基準目標も２

４％をクリアしていない結果となりました。  

 町は、中央循環ルートの平日、休日運行については、運行委託料増加傾向に

あるとともに、利用者数は伸び悩んでいる現状を見据え、平群町地域公共交通

総合連携計画評価基準に基づいて、ことし１１月１日から休日運行廃止と平日

の平群駅前広場を核とした実証運行ルート並びにダイヤ見直し案が８月に住民

に提示され、担当者が利用者に聞き取り調査をされたということでございます。

仮に１１月１日から平群駅前広場を核として中央循環運行がルート・ダイヤを

見直し、実証されたとしても、マイクロバスの場合は人数を運び、長距離、そ
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して幹線道路運行を基本としております。しかし、タクシーの場合は、少人数

で短距離、そして狭隘な道路運行もできます。平群町の地形から見て、高低差

があり、狭隘な道路が多く、実情に即した輸送サービスが要求をされます。私

は利用者ニーズにきめ細かく対応する実証運行中のコミュニティバスは、利用

者の利便性の向上、採算性を考慮したルート及びダイヤ等を見直しをされても、

物理的に限界があると思います。また、近隣市町村では、予約制乗り合いタク

シー、デマンドの導入に向け、検討されていると聞いております。  

 そこで、第１点目、お聞きいたします。前回一般質問では、現行のコミュニ

ティバス運行委託料金増加傾向にあるとともに、利用数も伸び悩んでいるのが

現状であり、議員からの提言を真摯に受けとめ、平群町地域公共交通会議で議

論する方向で検討すると御回答いただきました。諮問機関でデマンド交通導入

の検討をしていただいておりますが、デマンド交通導入の方針に平群町の方針

は変更はございませんか。  

 はい、２番目。平群町地域公共交通総合連携計画の平成２５年度事業のうち、

中央循環ルートは４月から６月の期間にルートを見直し、ダイヤ改正案の検討、

７月、８月に関係機関事前協議、調整。９月、１０月には運輸支局に申請、審

査となっております。ことしの１１月１日から平群駅前広場を核とした北ルー

ト、南ルートのルート平日ダイヤ見直し案、実施運行が確定された場合、目標

基準並びに最低需要基準の評価基準による検証は、平群町地域公共交通総合連

携計画の計画期間も２６年度までの４年間となっており、おそらく６カ月後に

されると思います。  

 そこで、デマンド交通の導入検討は、ことしの４月から来年の３月まで、１

年かけて導入案を検討するとなっております。私は予約制乗り合いタクシー、

デマンドとコミュニティバスの実証運行を一定期間しながら、利用者のニーズ

を把握、採算性、需要等を検証されてから、コミュニティバスの実施運行のル

ート・ダイヤを決定をされると思っておりました。コミュニティバスは人が乗

り物に合わせますが、予約制タクシーは、ドアをあけてからドアをあけるまで、

直接アクセスできるドア・ツー・ドアで、乗り物が人に合わせてくれます。特

に老人や学童・生徒等、交通弱者等の日常生活移動確保に配慮した地域密着型

公共交通体系の予約制乗り合いタクシー、デマンドの導入を実現すべきと思い

ます。そこで、導入案検討の現在の進捗状況と今後の対応についてお聞かせく

ださい。  

 ２点目でございます。西小学校舎を若者定住促進集合住宅に改修をでござい

ます。  

 平群町は、昭和の高度成長期に伴い、農業とともに大阪のベッドタウン地と
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して人口増となり、発展をしてきましたが、平成１２年をピークに人口減少に

転じ、現在も確実に人口減に進んでおります。国立社会保障人口問題研究所の

報告では、平成２２年の国勢調査のデータをもとに、平群町の２０年後の将来

推計人口動態は約２割減の１万６，１３１人となり、また、平成２２年の年少

人口は２，３１２人、生産年齢は１万１，７９０人、高齢者人口は５，６２５

人で、２０年後には年少人口は約４割減の１，４０４人、生産年齢は３割減の

８，３０１人、高齢者人口は１割増の６，４２６人と推計をされております。

まさに超少子化に進む予測がされております。人口減少は地域経済の衰退につ

ながり、自治体としては脅威でありますが、なかなか人口減を食いとめる効果

的な政策は難しいです。県内の減少市町村では、人口減少に歯どめをかけ、地

域の活性化を図る各支援制度がされております。  

 平群町では、これまでに人口対策として企業誘致の優遇措置として、平群町

工場等立地促進条例を制定、少子化対策の一つとして、小学校修了から、高校

の１年生までの福祉政策として医療費無料を来年度からなされようとしており

ます。また、医療費や災害など非常時に備え、防災体制の構築、利便性の高い

地域公共交通の運行、自然・歴史を生かした観光整備など、多くの政策を実施

中であります。私は人口対策の一環として、将来、平群を担ってくれる若い世

代の流出を抑え、流入を促進する若者定住施策は喫緊の課題であり、公営住宅

法にとらわれない思い切った町独自の若者定住促進政策として、他の市町村と

比較して、平群町に住みたい、魅力ある若者定住促進集合住宅を建設する必要

があると思います。通常、自治体が公営住宅建設事業を進める場合は、建設費

負担軽減として、国からの補助金をもって建設し、完成後は公営住宅法に基づ

いた管理運営をします。公営住宅法に基づかないことを実行した場合、脱法行

為となり、何らかのペナルティーを受け、町独自としての管理運営はできませ

ん。平群町が国へ補助金を申請せず、若者定住促進集合住宅を町単独事業で建

設した場合、管理運営は公営住宅法に基づかず、町独自として入居基準を設定、

例えば子どもがいる、結婚する若者、入居する若者、地域に溶け込んでもらう

ために町の行事への参加、低額家賃、例えば月３万円程度で２台分の駐車場つ

きなどと限定することはできます。徳島県の某町は平成１１年に廃校となった

小学校を改修し、賃貸住宅並びに賃貸事務所に転用活用。また、数年後、木造

の中学校は廃墟となり、解体し、町単独事業で２４の定住集合住宅を新築後、

すぐに満室となり、改修した小学校の家賃は家族用で２万４，０００円から３

万円。また、新築の場合、集合住宅の家賃は３万２，０００円から３万８，０

００円、町独自の政策家賃を設定。また、多くの要望が来ており、建設予定を

しているが、山間地域のために適地がなく模索中との話で、お電話させていた
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だいたら、そういう話でございました。  

 国から補助金を得た校舎を学校以外の施設に転用する場合、「補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律」等により、補助金相当額の納付など、文部

科学大臣の承認を得る手続が必要とされますが、財産処分手続の簡素化により、

国庫補助金事業完成後１０年を超える期間を経過した校舎などを無償により転

用する場合、納付金不要、大臣への報告をもって済ませることができる、転用

先施設の範囲が拡大をされてきました。  

 そこで、平成２６年度に、東・西小学校が再編され、「（仮称）平群小学校」

として統合がされます。統合に伴い、西小学校は廃校となりますが、町では廃

校となる西小学校の有効活用等を模索中と聞いております。私の母校、西小学

校が廃校になることは、たくさんの友人や先生に出会ったこと、運動会、修学

旅行、遠足等、多くの思い出、愛着、寂しさがありますが、西小学校も少子化

の波により、生徒も減少し、在校生の将来の教育環境を考えると、来年度から

「（仮称）平群小学校」として再編されることは理解をしております。廃校にな

った校舎をまちづくりのために新しく生まれ変わらせる取り組みには、廃校に

なるとはいえ、昔から地域の人々が大切にしてこられた歴史があり、ただし、

利活用とは違った私は価値観を持っております。  

 そこで、西小学校校舎を新生若者定住促進集合住宅に改修することに取り組

むべきと私は思います。どのようにお考えですか。  

 ３点目、平群東・西小学校再編成に伴い、学童保育所の新設を。  

 小学校が放課後の生活の場として二つの事業があります。一つは、放課後子

ども教室で、安全・安心な子どもの活動拠点として、体験活動やスポーツ、地

域住民の交流活動等を行うことを目的として、対象者は全て小学生。実施場所

は原則、学校の余裕教室。利用料は無料。スタッフは地域ボランティア。運営

形態の時間授業日は５時まで。最低開設時間なし。休日はほとんど実施しない。

帰宅は自主的に帰宅、これ自己責任。ということで、文部科学省所管の事業で

あります。  

 二つ目は、放課後児童クラブ、通称これが学童保育でございます。保護者が

労働等により、昼間家庭にいない小学生の放課後の生活の場を提供し、保育を

行うことを目的として、対象児童は小学生、おおむね１０歳未満。実施場所は

児童館、公民館、小学校の余裕教室など。また、利用料金などは原則として有

料。そして、スタッフは児童厚生員となり得る資格を有する者１名以上。運営

形態の時間帯は１９時まで、最低３時間。休業日は、お休みの日は８時３０分

から７時、最低８時間で、厚生労働省所管の事業であります。  

 平群町では、放課後児童クラブを実施されており、４小学校、学童保育所で、
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定員数、児童数並びに指導員配置状況、指導員の配置基準はおおむね３０人に

１人以上となっております。平成２５年７月４日現在で東学童保育所の定員は

約１００人で、利用児童数は５２人、指導員６人。西学童保育所の定員は３０

人、利用児童数は３４人、指導員は４人。南学童保育の定員は６０人で、利用

児童数は５３人、指導員４人。北学童保育所の定員は６０人で、利用児童数は

６０人。指導員４人、合計２５０人に対し、利用児童数は１９９人、指導員は

１３人と加配を必要とする障がい児対応のため５人、合わせて１８人のスタッ

フでいま運営をしていただいております。  

 平群町では、放課後児童クラブ、通称学童保育は、余裕教室を活用並びに専

用施設を設置されております。運用費用のうち、保育料は月４，０００円で、

同一世帯において、２人目は３，０００円、３人目は２，０００円、おやつ代

は月１，８００円、教材費は５００円と。開所時間は放課後から午後７時３０

分まで。また、日曜日、祝日、年末年始、第２・第４土曜日以外の学校休日が

午前８時から午後７時３０分までであり、他町と比較すれば、開所時間帯も最

長並びに対象年齢も小学６年生まで拡大され、家に帰っても児童を保護する者

がいない児童に対する安全な遊び場を与え、よい生活習慣を養うために実施さ

れており、保護者から高い評価を受けております。  

 平成２６年の４月から東・西小学校が再編成されれば、学童保育所利用者数

は約８０人から９０人と予想されます。現在、東小学校では余裕教室、３室を

学童保育所として活用しており、来年度から東・西小学校が再編されることに

より、普通教室に変更、余裕教室がなくなり、学童保育としては授業後の普通

教室を活用することになります。また、平成２６年度で平群町東・西小学校再

編時には、現在の小学校定員数は１年生は３５人、２年から６年は４０人の対

応と聞いております。１学級上限人数については、平成２９年度から文部科学

省の少人数学級化計画、並びに平群町のアクションプランは、１年、２年は３

０人、３年生から６年生は３５人対応となっております。実施されれば、将来、

余裕教室ができる可能性は薄く、また、平群町立学校の管理運営に関する規則

において、施設の適正な維持、及び警備等において学童保育所運営を学校の教

室を利用することは好ましくないと私は考えております。専用施設を設置すべ

きと思います。  

 そこで、将来を見据えた学童保育所用地を平群駅西土地区画整理事業期間内

に、（仮称）平群小学校の隣接地を確保し、建設に向けて計画をすべきであると

思いますが、どのようにお思いですか。  

 ４点目でございます。時刻放送に住民参加のふれあいメロディー演奏を。  

 平群町では、災害時における情報が錯綜し、住民がパニック状態に陥ること
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も少なくありません。混乱を回避し、身体・財産の安全を守るためには、災害

の規模や場所、状況等の情報をいち早く正確に把握することが重要であります。

平群町の防災行政無線は地域住民の安全と安心を守るために、常に防災情報を

収集し、いち早く正確な情報伝達を敏速に行うことを目的に設置をされており

ます。平群町の防災行政無線は、平成５年４月１日より運用を開始されました。

災害時以外の放送は時刻放送、住民の生命・財産にかかわる緊急情報、光化学

スモッグ情報、警報の発令の情報、行政情報等、住民生活にとって有効に利用

をされております。時刻放送は、平常時に機械が正常に作動しているかの確認

と、青少年の健全育成を図る一環として、毎日３回、午前８時はチャイムが、

正午は「野ばら」、午後５時には「夕焼け小焼け」のメロディーが流れています。  

 これからのまちづくりは、地域住民がみずからの意思と責任でまちをつくっ

ていくためには、住民の協働のまちづくりを進めていくことが急務として、住

民と職員による平群町第５次総合計画は策定されました。愛称「みんなで創ろ

う  山のぽっけへぐりの未来！」として、ことしの４月１日から１０年の平群

町第５次総合計画がスタートいたしました。  

 そこで、今回の質問は、午前８時のチャイムを平群町民歌のメロティーに変

更し、演奏を住民にしていただき、また、正午は「野ばら」、午後５時には「夕

焼け小焼け」のメロディー演奏を住民にしていただくなど、住民との協働のま

ちづくりを進めていくべきと思います。住民参加のふれあいメロディーを企画

すべきと思いますが、どのようにお考えですか。  

 以上、４点について明快な御答弁をひとつよろしくお願いを申し上げます。  

○議  長  

 馬本君の一般質問の途中でありますが、少し答弁まで時間をいただきたいと

思いますので、３時５５分まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ３時４０分）  

 

再    開  （午後  ３時５５分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  
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 それでは、大きい１項目めの、予約制乗り合いタクシーの導入についての御

質問にお答えいたします。  

 １点目のデマンド交通導入方針についての御質問ですが、さきの平成２５年

３月議会の際の一般質問の答弁の中でも申し上げましたとおり、議員からの御

提案をいただき、その後の３月２７日の地域公共交通会議の中でもデマンドタ

クシー等のデマンド交通について議論を進めているところでありますが、この

地域公共交通会議の中でも、鉄道、バス、タクシーを融合させ、公共交通の利

用促進を全体として増加させていきたいと考えています。そのような視点を踏

まえ、デマンド交通を検討する必要があるものと思っております、との説明を

いたしております。  

 その後の６月２７日の地域公共交通会議におきまして、現在のコミュニティ

バス路線の中央循環ルートは、利用者数は年々増加しているものの、利用者数

最低基準に到達していないことから、現在のルート・ダイヤ見直し等を提案し

たところであります。  

 改正案については、８月１日号の広報配布の際に、ダイヤ・ルート改正案の

チラシを全戸配布いたしましたところ、その後、いろいろな御意見をいただき

ましたので、再度、ルート・ダイヤ案の手直しを行い、次回の９月２５日の公

共交通会議に提案を行い、１１月１日からの改正を目指しております。  

 また、議員の皆様におかれましては、後日に開いていただきます公共交通対

策特別委員会におきましても、提案内容につきましてもお示ししてまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

 さきに提案した改正案につきましては、現在の中央循環ルートを南北二つの

ルートに分け、所要時間の短縮と便数の増加を図り、利便性を向上して、利用

者の増加につなげてまいりたいと考えております。  

 このダイヤ・ルート改正案に基づきまして、１１月以降、冬に向かって日も

短くなり、外出する機会も減少する時期ではありますが、少なくとも６カ月程

度の利用状況の推移を前年度の同時期との比較も行い、検証してまいりたいと

考えております。  

 デマンド交通につきましては、先ほども述べられたとおり、三重県の玉城町

のデマンドシステムの視察に行ってまいりました。玉城町では、社会福祉協議

会に委託され、大型のワンボックスカー３台で運転手及び予約の受け付けをす

るオペレーターも社会福祉協議会で雇用され、無料での運行をされております。

また、フルデマンド方式で実施されている三郷町や、タクシー事業者にも出向

き、デマンド交通を実施している多くの自治体で採用されている予約配送シス

テム、これはコンビニクルというシステムなんですけれども、その販売業者か
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らもこのシステムについての聴取をいたしました。デマンド方式についても、

タクシーメーター方式や、時間借り上げ方式や、利用車両もタクシー、ワンボ

ックスカーや、バスによるもの、また、利用料金も有償無償で運行するなど、

さまざまな方式があります。先ほども申し上げましたとおり、１１月１日から

のルート・ダイヤ改正後の推移を見守りながら、デマンド交通についての住民

の方へ説明する中で意見を聴取し、デマンド交通に対する需要予測を探って分

析した中で、どのような公共交通体系がふさわしいのか、引き続き研究してま

いりたいと考えております。  

 ２点目の予約制乗り合いタクシー、デマンドの導入についてでございますが、

先ほども申し上げましたとおり、１１月１日からのコミバスダイヤ・ルート改

正後の利用状況の推移を見ることとあわせて、デマンド交通についての住民の

方への一定の説明を行った上での御意見や御要望等、デマンドシステムに対す

る需要の分析を行い、平群町にとってどのような公共交通体系がよいのか検討

してまいりたいと考えております。  

 今後の対応についてでございますが、平群町においては、コミバスの利用は

２４年度実績で西山間ルートでは１万３，４６５人、中央循環ルートでは土日、

祝祭日の利用も含めて１万５，５８１人で、平日のみの利用者数は１万３，８

８９人の利用があることと、西山間ルートは東小学校への通学で、また、現在

の案では、新たな北・南ルートは、はなさと保育園、新園への通園での利用が

される見込みであり、登校・通園時刻及び下校・退園時刻に一定のまとまった

人数の利用されることが予想されることから、こういった利用者をデマンドタ

クシーで対応することは難しいことから、コミュニティバスの運行についても

一定必要となってまいります。  

 また、従来の公共交通手段だけではカバーし切れない交通空白地域や、交通

弱者対策の一つの手法としてデマンド交通というのは、一つのアイテムとして

も当然あります。そういったことから、コミュニティバスとデマンド交通シス

テムとの両立も簡単にいかないことや、平群町の公共交通体系を考える中、町

内からの利用できる鉄道の４駅と、民間バス路線やタクシー等の公共交通を融

合させ、公共交通の利用促進を全体として増加させていくことが課題となって

おります。今後も引き続き、平群町地域公共交通会議の中でも、平群町の公共

交通体系を検討する中で、どういった手法がよいのか、検討してまいりたいと

考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本君。  
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○１２番  

 まあいろいろ、るる御答弁いただきましたけど、今までね、例えば中央循環

ルートの、もう１回改めて言うとな、説明、ゆっくり言うよ。最低需要基準が

中央循環ルート、１万８，２００人。これは、休日運行を、人数を含まないと

いうことで評価基準になっておりますので、実質上、７６．３％がこれ平日、

１万８，２００人に対して、１万３，８８９人しか乗っておられないというこ

とは、最低基準にもうこれで達していないということは、２４％達していない

という、まず認識していただいて、それで、ことしの１１月１日から、おそら

く６カ月っておっしゃったように、されれば、この運行した場合、まあ運行、

平日、約２４０日、運行されると聞いております。それで、した場合、２４％

の最低基準でいくと、４，３１１人足りませんので、２４０日で割って、それ

を６カ月でございますので、大体１日に１８人のいまの基準より増員されなけ

れば、最低需要基準にも達しないということが御認識いただいたら結構と思い

ます。そうなれば、この２４年度決算で見ますと、１万３，８８９人のうち、

の中で２４０日を運行しておりますので、１日５７．８、約５８人。そこへ、

今後１８人足しますと、７６人。この６カ月間で７６人の増加をせねば、最低

需要基準には達しないという計算になります。  

 そこで、今度は南部ルートと北ルート、中央循環、平群駅で核で、今度分離

されましたけど、ここで大事なことは、僕の想定でございます。今まで南から

平群の東山まで直接行けたルートがございました。このルートは寸断されます。

基本的に北ルートと南ルートが分かれる。これでデメリットとメリットの方は

出てくると思います。それをすると、おそらく最低基準に達するかな、どうか

なというふうな私は不安は持っております。しかし、この１ルートの時間の短

縮されたことは事実でございますが、まあおそらく非常に難しいやろなという

ことも思っております。  

 そこで、先ほど述べましたように、最低基準に達してなかった場合、要する

に廃止に対する代替手法をつくらなければならないという基準に、町長、なっ

ておるわけでございます。せやから、廃止されることを私は目的としておりま

せん。僕は前回も言いましたように、先ほど質問ありましたように、コミュニ

ティバスとデマンド交通を併用して走らせて、いかに住民が、どの地域がデマ

ンドタクシーを基本として御要望されておられるやろということを見るために

されるもんやと私は認識しておりましたけど、それはそれとして、なぜならば、

これもうあと１年半しか、社会資本整備総合交付金、２分の１の対応していた

だくのは、もう１年半しかないわけでございます。ここでね、いろんなことを

課長もおっしゃっていただいて、今度は、はなさと保育園とか新園を、コミュ
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ニティバスは要するに大事やと。はあもうなかなか立派な御答弁やと思います

よ。しかしね、一つだけ、これは、きょうはその話ちゃうけども、一つだけ、

僕、個人的な提案しときますわ。いま、園バス、園バスって、いろいろ私も文

教厚生委員会のメンバーになってますけども、コミュニティバスをいかに運用

するかや。朝の園児が、はなさと保育園と新園との時間帯とルートをそこへ合

わす、そういうふうな運行方針も一つの例と。これはもう僕、答弁要らんで、

僕の質問してないから。あなたがそういうふうにおっしゃったからね、コミュ

ニティバスをそういう。そやから、必要やと。それも両立、あんたのコミバス

も大事やし、デマンドタクシーも必要やけれど、両立は簡単にいかないって、

こうおっしゃった、御答弁。僕、それ聞いてね、非常にショックですねん。こ

れ、何年からこのバス、走ってるん。１０年計画でっせ、正直に。ちゃいます。

たしか１０年でんな。平成１７年からちゃいます、このバスは。間違ったら間

違った、言うてくださいや。と言うのはね、いまごろ何をおっしゃっていただ

くんかなというふうに思います。  

 けど、もう１点、僕はきょう、採算性のことを言うてなかった。僕ね、採算

性のこともね、計算しました。こういう考えあるんです。要するに、住民福祉

のために採算性を度外視する政策も必要や。確かにそのとおりと思います。私

もそう思います。しかし、継続がなかったら、採算性は度外視することはでき

ません。それは無責任と私は思います。なぜならば、コミュニティバスを乗ら

れる方は何人でしょう。乗られない方との、これは公平性もいろいろあるわけ

や。そういうことを酌みしながら、採算性の計算をしました。何と平群町の２

４年度の決算でっせ。これね、幾らぐらいと思います。もう答え言いますけど

ね、中央循環で採算性はね、西山間と両方見たんですわ、決算で。両方合わせ

て６％でっせ。１００万、金突っ込んで、６万円のお金しか入ってこない。よ

う聞いてや、９４万円、住民の血税出るんですよ。中央循環に至っては５．２％、

西山間は７．６％、大体６％台ということで、中間でね。そういうことでござ

います。それは一定のね、基準は僕は持っとくべきやなと思います。僕はコミ

ュニティバスを廃止せえとか、一切言っておりません。  

 ちょっとね、頭をクールにね、１遍置いてほしいと思うねん、今村課長。僕、

いま言いますよ。路線バス並びにコミュニティバスは、木で言うたら幹、デマ

ンド乗り合いタクシーは枝という考えを持っていただけませんか。どうですか。

なぜならば、私は十数年前、東京の日野市へコミュニティバスということで議

員として視察に行ってきました。でらい国道には路線バス走ってました。日野

市が日本でも有名になったわけです。コミュニティバス。それ行ったら、やっ

ぱり枝。枝のとこへコミュニティバスが走っておったわけでございます。幹の
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車をね、枝のとこ通すのはね、非常に難しい。そら難しいですよ。そうなら、

木で例えたら、いま、僕、簡単な話ししてるんですよ。両立は難しいって、今

村理事がそうおっしゃるんやから、簡単な話やと言うてまんねん。幹と枝と考

えたらよろしいねん。もうこんなね、次元の話ししてる私は時期ではないと思

いますよ。よその市町村、デマンドタクシー入れてるとこあるんですよ、もう。

来月かな、走るとこあるとか聞いてまっせ、奈良県下でね。それも、理事、聞

いてはると思うけど。  

 あのね、行政もね、わかってはんねや。私思うよ。コミュニティバスとデマ

ンドタクシーはね、住民にとったらどっちがええって、そりゃデマンドタクシ

ーに勝つとこないんですよ。僕もわかりますよ。けれども、コミュニティバス

を走ってんねや。走ってるから、このコミュニティバスを住民のために利用し

てもらう。特に今度、はなさとが、新園もでけた。そういうやつの供用もして

もらうためにも、いま言うように、朝の時間帯を園バスのような対応のルート

とね、時間帯に変えるとかな、そこは考えたらええと思うねん。けれどもね、

先ほどから高齢者社会、確かに超高齢化社会ですよ。バスなんて、合わさんな

んあかんやん、バス停に人が。タクシーなんて、あっ、車合わせてくれんねや

んか。これにまさるもんないんやから。ましてね、採算性、三郷町何ぼかわか

ってはりまっしゃろ。何十％か、わかってるやろ、採算性。乗り合いするから

や。な。何でそういうふうに考えんの、いや、しかしな、まあなかなか勇気あ

る決断は非常に難しいと思う。しかしね、遅れたら下手打ちますよ。これだけ

言うときますよ。きょう、本会議場やで。私は、意見として言うときますよ。

これすんのにね、住民にみんなね、周知徹底して、説明会して、どうですかと。

これまた、デマンドタクシーこうですねて、いろいろな説明もしやんならん、

ね。で、いろんな話もしていかんなあかん。いや、僕ね、町長、並行してやっ

たらいいと思いますねん。ここでデマンドタクシーをね、まずな、入れるんか、

入れへんか。それも、今村課長の話、聞いてたら、いまの答弁では、両立は簡

単にはいかないけども、デマンドタクシーは一定のまあ、ことは必要やと、こ

う思うてはんねん。思うてはると思うわ。課長に聞いてええんかどうかな。  

 そしたら、もう原点に戻ります。デマンド乗り合いタクシーは、平群町にと

っては必要ですか、どうですか。そこら、教えて。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 再質問にお答えいたします。  

 コミバスにつきましては、先ほどもるる述べられたとおり、もう既に１０年
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経過する中で、一定の経費につきましても、だんだんだんだんルートの拡充、

路線の拡充をしてまいりまして、採算性ということで言いますと、先ほど議員

が述べられたとおりでございます。そういった意味からも、現在、公共交通連

携計画の中で、ルートの見直し、廃止等につきましても、一定の評価基準がご

ざいます。ただ、先ほど申し上げましたとおり、今回の北・南ルートに分けた

ことによりましてですね、以前の南部ルートと同じようなルートと、北のほう

のルートと、そういった二つに分かれるんですけども、一定これからも利用者

が増になる部分と、逆に先ほど申されましたように、南から北に行った部分に

よりまして、減になる部分がございます。最終的にどういった推移になるかわ

かりませんが、その辺につきましては、当然見守りたいと思っております。  

 ただ、先ほども申し上げましたとおり、コミバスにつきましては、当然、平

群町の狭隘な道、あるいは高低差のあるような道につきましては、行くルート

につきましては一定の制限があろうかと思います。確かにデマンドタクシーで

あれば、乗用車が入るところは基本的には入っていけるということで、細かい

部分、これは枝の部分になってくるんですけど、そういった意味では究極の公

共交通かなあというふうには理解はしております。いま現在、そういったもの

が非常に住民にとってはメリット、何て言いますか、魅力のある一つのアイテ

ムだろうかと思いますけども、それにつきましても、先ほども申し上げました

答弁と同じような答えになりますけども、コミバスのダイヤ・ルートの見直し

も見守りながら、どういった公共交通体系がいいのかどうかにつきましても、

引き続き研究してまいりたいということで、先ほども申し上げましたとおり、

タクシー業者とか、あるいは既にフルデマンドで実施されてる三郷町のほうに

赴きましてですね、実際の状況を聞きました。特に三郷町の場合は、平群町に

比べまして面積も狭いということと、人口が結構集中してる中で、目的、行き

先がですね、病院であるとか、近隣の王寺駅であるとか、非常に目的も集中し

てる中で成功された例であるかなと思います。平群町につきましては、特に面

積もかなり広いということと、町内には４駅の鉄道の駅もございます。そうい

ったことからも、全く三郷町と同じようにはいかないんですけども、その辺に

つきましても、いろいろと研究してまいりたいと考えております。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 僕の論法は逆やで。三郷町は平群町の３分の１や。８平方キロメートル。う

ちは約２４平方キロメートルやな。それだけ交通に対して空白の地域もあり、

それでも高齢化は三郷よりうちのほうが上やろ。それこそ逆に考えなあかんね
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や。その発想、逆やで。おれ、わからへん。三郷町は成功しました。何でって、

平群町より土地面積、３分の１です。人口も密集してます。そやから、デマン

ドタクシー成功してます。平群町は３倍あります。人口は密集してません。ど

こもようけ点在してます。そやから難しいと。そやから、すんねやんか。これ、

何でその、ちょっとな、課長な。課長、何でそやって、いろんなとこへ視察研

修へ行っていただいたり、いろんなタクシー会社に行っていただいて、御努力

していただいて、デマンドタクシーを一遍導入したらどうやと思って考えてる

さかい、行ってくれてはんのやろ。けど、さっきの考えは改めや。私は逆の発

想ですよ。それだけ不便してはるってことですよ。三郷町の住民より逆にうら

がえしたら、そういうことやで。そんな切り返し、すぐわかんで、そんなもん。

それ嫌みちゃうで、逆やで。そやから、ほんなコミュニティバスな、白石畑行

ってるか、ほんなら、はっきり言うて。鳴川行ってるか。あれ、櫟原、上だけ、

１日１回か２回、西山間、それだけちゃうの、例えばの話、な。丸尾行ってる

か。例えばや、越木塚行ってるか。そんな、そう違うねて。あのね、僕ね、非

常に課長も苦しいねん。答弁すんの、わかんねん。課長は御認識していただい

てると思うわ。デマンドタクシー入れたらええ。そやから、いろんなこと勉強

しに行こ。確かにね、平群にとって住民にとっては究極の交通手段やってこと

は御理解してはんねん。けれど、いま、コミュニティバス、走ってんねん。そ

やから、その６カ月間、検証を見据えて、コミュニティバスとデマンドを並行

して、そしたら聞きまっせ。６カ月間置いたら、いま、この両立することを、

何言うたな、両立が簡単にいかないっておっしゃったけど、両立の判断、出ま

んねな。それ言うて、６カ月後に。どっちかが判断出んねな。いつか言うてや。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 再質問にお答えいたします。  

 先ほども述べられたとおり、いわゆる交通空白地、白石畑であるとか、そう

いった地域につきましては、当然コミバスも通ってないということで、そうい

ったことから小回りのきくデマンドタクシーというのが有効な手段であろうか

と思います。  

 それと、先ほど申し上げましたとおり、６カ月間、少なくとも６カ月程度を

見ないと、住民への周知といいますか、利便性というのがなかなか浸透してい

かないということで、少なくとも６カ月間の今回のダイヤ・ルート見直しの状

況を見た上で、ただ、この１１月からの改正でございます。特に冬の寒い時期

で、外出が比較的少なくなる時期でございますので、そういったことからも、
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なかなか前年度と比較するものの、伸び率と言いますか、増加率というのが判

定できるかどうか、非常に難しい時期ではございます。そういった意味で、最

低６カ月程度でも状況を見たいというふうに答弁させていただきました。  

 ただ、その６カ月後にそれがはっきりと判断できる材料が出るかということ

でございますけども、それにつきましても、今現在、明確に６カ月後に出ると

いうところまではわからないという状況です。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 最初答弁したのと全然違うやん。ここに書いてんねん。あのね、よう聞きや。

コミュニティバスは、評価基準あんねで。デマンド乗り合いタクシーはこれか

らの話やで。評価基準つくってたんねで。いま、何言うたん、これ。え。最低

需要に達しない場合は事業廃止を前提とした代替手法の検討を行うことになっ

ておりますって、これ書いてあるやん。こっちもあるやん、皆。そのとおりや

んのか、ほんなら。これは目標基準に達しなかったら、どうなんねん。運行ル

ートの見直し、運行本数の削減により、事業を縮小するって書いてあんねん。

これ決めてんやろ。公共交通会議で決めた、これ。自分ら、基準やんか。ほな、

このようにね、例えばですよ、６カ月後にこの基準の該当するようなん、もし

も最悪、最低のほうへ出た場合、自分ら、廃止ようすんのかいな。そのときに、

代替案出すんかいな。１日としてもバスとまらへんのやで、交通の住民の足は

とめたらあかんねで、移動手段を。そやから、僕ははっきり言うてんねや。デ

マンドタクシーを入れるということは、いま言われませんか、どうですかって

聞いてんねや。ほんなら、僕、６カ月待ちますよ、この質問。６カ月待って、

この基準どおり聞きますよ。で、聞いて、代替案がこれ、いつ出んの。６カ月

やさかいに、おそらく４月末までの運行やな。そういうことでんな。４月末や

ろ、５月にこれ出るわけや。ほな、西山間は縮小すんかいな。もしも、目標に

達しなかったら縮小って書いてあんねや。運行ルートの変更も書いてあんねや、

これ。書いてない、これ。西山間。目標値に達しない場合は、運行ルートの見

直し、運行本数の削減って書いてあんね。これね、ここで聞きたいね、ほんま

に。あんたらの、おたくらのほう、おたくと言うたら怒られるけど、行政ね、

どう言うてええんかな、そら、俺、これ結果、４月に出て、諮問機関でこうよ

うになりますよって結果出ました。答申、町長に対して。おそらく１カ月ぐら

いかかるとしましょう。そしたら、まだ走らすんか。いや、そのコミバス走ら

すんかって。そういうことあったらあかんねや。とまったら、あかんねや。あ

かんから、僕言うてんのは、コミバスは木で言うたら幹の部分、走らせるべき
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やって言うてんねや。で、枝をデマンドタクシーでやって、はなさと保育園並

びに、いま言うてる新園、これについては、幹やけども、コミバスを幹の部分

をちょっと枝の部分に入るような時間帯とルートを考えたら、運用で何ぼでも

いけるんちゃうかって、こう言うてんねや。何でそんな前向きな案、考えへん

ねんやろ。これは、町長、大きな失態やで。もしも、このとおりになったら、

町長がそれ、諮問されて答申された後、尊重しますってなったら、コミバス廃

止になって、代替手法みたいなのあんのかいな。これは大きな事やで。そこへ

ね、そうなったらあかんから、いままである程度のこと、はっきり言うけども、

いままで南ルートは１本あった後で２本に、ね、コミバスを２台にしたわけや

んか。な。で、まだ２台にして、これでは云々とかなって、ほんだらもう道の

駅からも出てもらおう、早くね。部分もあったやん、道の駅から出発する、東

山も最初はやったけどな。そっから今度は、ことしの１１月１日から、平群へ

の広場を核として南と北、分けてん。そこでや、休日廃止するやんけ、これ。

休日、何で廃止するんねや、ほんなら。採算性ちゃうんかいな。いや、はっき

り、俺はここでその質問はしてないで。これ、関連質問はせえへんで、俺。採

算性あったらな、なかったら、どうもそんな気になかったらな、土曜、日曜、

祝日やな、走ってるやんか。何で１１月１日からなくすの。あれも、休日に皆、

走らせたらどうやっていう意見あって、走らせたわけや、中央循環を。けど、

１人二千九百何ぼ、住民の血税が将来、３，０００円近く１人かかるから、や

めましょうってなったんちゃうんかいな、地域公共交通会議で。おそらくそう

いうふうに想定してますよ。しかし、これがね、この場合でね、採算性を重要

視せえっていう部分に出てきてますよ、戻す、答え出たんやから。１１月の休

日廃止したってことは、採算性を重要視したってことや。いままで、数の、こ

れ、評価基準っていうのは数やんか、はっきり言うて。数やんか。けども、採

算性は出てないやん。ほやから、もう僕の言いたいのは、もうそろそろ、コミ

ュニティバスをいま走らせてて、そろそろデマンドタクシーについての位置を

もう内部の中で、一定の公共交通会議の中で早く結論出してもろうて、そろそ

ろ地域にいろんなお話しして、具体的にやっていこうと。６カ月、並行してや

っていくことによって、よう聞いてや、最低の基準に達しなかった、例えばル

ート一つでも、木の幹に変えたらええねや。絶対走らせんね。幹に変えたらえ

えねや。で、枝をコミバスやっていける手法もあんねん。このままでいったら、

コミバス潰れるで。この基準でいったらやで。僕は潰せって言ってんちゃうね

んで。これ、つくったんやから、私つくったんちゃうで、これ。そこら辺、何

で見据えてね、もうそろそろ何でも修正修正もね、正しいことやと思うよ。も

うええかげんにしていかんなら、財政厳しい、財政厳しいって、２７年度から
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３，５００万、３，６００万の血税が毎年要るんですよ。まして、平群町は先

ほど課長が言うたように、三郷の３倍の土地があんねん。な。やっぱり集落も

点在してんねん。これこそ、交通手段のな、空白地帯のフォローやんか。三郷

よりも、より一層、頑張ってそういう公共交通のフォローしやんなあかんのち

ゃうの。それが行政の使命ちゃう。ほな、平群は広いさかい、したら失敗しま

んのか、いう論法になって、そらおかしい。そやったら、いま、６％やって余

計おかしいで。６％やったら余計おかしいで、いまの現状。両方合わせて６％

いかんな採算性ないねで。そこら辺も兼ねてね、もう僕、いま、案言うてるや

ん。もうそろそろ、デマンドタクシーについての協議を並行して、もうそろそ

ろ公共交通会議に提案されてね、町長、もういろんな地域の方とか、いろんな

方の意見も聞きながらや、並行してやっていくのが本意ちゃいまっか。おそら

く町長が御心配してはんのは、路線バスの話と思う。路線バスが撤退したら、

どないしょう、ね。こういうこともあるわ。この間、言うたでしょう。三郷町

は２路線あるやん。補塡してはりますやん。路線バスは撤退されたらあかんの

や。それはそれで考えたらええのや。このままいったら、ずっと３，５００万、

３，６００万のお金が消えていくんですよ、１年に１遍。１年に１遍やで。大

きい金やで。まだコミバス、三郷町やったら１，４００万か、デマンドタクシ

ー、いまな。たしか２５年度予算は１，４００万って聞いてんねん。そこへ職

員１人入れるとしたって、さあ臨時職員やったって、２００万。まあ１，６０

０万、１，７００万、まあそこら辺でやってはるというような、よその町を出

したらいかんけどな。まあ、課長も聞いてはると思うけど、いまで４，５００

人登録か、何ぼ、そのぐらいやろ、もっと増えてんのかな、いま。そやから、

何で三郷が成功して、平群は成功せえへんの。まあ、はっきり言いまっせ。こ

のままいったら、コミュニティバス、失敗でっせ。町長、はっきり言うて、政

治生命を問われまっせ。そこまで、わし、心配してんねで。いやいや、ほんま

ええんか。皆わかってるはずや、議員かて。６％の採算のコミュニティバスっ

てあるか。そんなもん、６％しか、１，０００万使こて６０万しか上がらへん

のやで。町長、そやからもう、町長にきついこと言うてまっけどね。けれども、

この究極を乗り切ってこそ、町長の手腕や。やっぱりね、勇気ある決断をする

ときがあるんですよ。一定、住民の理解を得られたら、大丈夫と思います。そ

やから、３，５００万をいかに使うかや。僕は言うときまっせ。幹の部分をは

っきり言うで。僕、ここで言うてええかどうか知らんけど、採算見たらわかる

わ。幹の部分、バス２台要るかな。何でそんなこと考えへんの、私に言わさん

の。コミバスが２台要るかな、幹の部分に。私、要らへんと思う。絶対、直通

でやったら、そんなことないと思う。時間帯も１時間以内で行ける。私はそう
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思うてる。私個人やで。思うてまっせ。けども、ほな、馬本さん、３，５００

万要って、ほんだらこっち、コミバス１，５００万も２，０００万も使うたら、

あ、５，５００万かかりまんねて、ああ、まあ今度、それしたらＮＣバスが撤

退するって言うてまんね。ああ、５００万下さい、全部こうこうしてそれなり

まんねって。そやったら、言うてごらん、ここで。言うてごらん、そやったら。

っていうことは、はっきり言うで。デマンドタクシー要らん。いまのコミュニ

ティバスでやるという認識してええねんな。  

○議  長  

 副町長。  

○副町長  

 非常に町に対しまして採算性も含めてですね、政策的な御提言を本当にあり

がとうございます。いま、確かに事実といたしましてはですね、コミュニティ

バス２台、今回、南と北、分けてですね、時間も短縮しながら利用者の増を、

これはやはり図っていかなければいけないということを第一義に置きましてや

ってございます。で、表には出てきておりませんねんけども、実際のところは

ですね、やはり採算性のところもですね、うちは当然、内部では検討してござ

います。全く考えてないというのは、もうそういうことはございませんし、ま

た、いろんな議員さんからですね、やはりデマンドタクシーの重要性について

は、私たちも勉強させていただいておりますし、また今回、馬本議員からので

すね、御提言の中には採算性はやはり度外視の部分もあれば、持続可能な制度

として考えていかなければならないと。特に平群町の財政は厳しいんだからと

いう、本当にありがたいお言葉というのは、私ども受けとめております。  

 今後ですね、デマンドタクシーは当然、いままでもそうですし、これからも

いかに私ども、貴重な財源をですね、効果的に使うかということは常に内部的

には問いながらですね、その点についてはもう常に意識しながら、町長のほう

には提言していきたいというふうに思ってございます。ただ、いま私ども内部

でですね、デマンドタクシーを導入するに当たっては、やはり馬本議員がいま

述べられたようにですね、コミュニティバスをやりながら、さらにデマンドタ

クシーをやるのかというところになりますと、これデマンドタクシーは従量制

でもございますので、利用者が伸びれば伸びるほど、これは費用がかかるもの

ですし、またコミバスは逆にそれで一定お客様を取られると、逆に利用率が低

くなるというふうなことで、非常に板挟みになるんじゃないかという、これは

もう内部の事情でございますけれども、まあそこら辺をですね、いま御提言い

ただいたところもですね、ミックスしながらシミュレーションを行いまして、

町長のほうも含めて内部的には十分議論を重ねていきたいというふうに思って
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おりますので、いましばらく、ちょっとお時間のほうはいただきたいというふ

うに思っております。よろしくお願い申し上げます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 あのね、副町長、そのとおりや、全くわかるねん。デマンドタクシー走らせ

たら、コミバスは乗らない。そら何で、便利ええから乗らない。住民はそれ願

うてんねやから。それ相応の、まあ１００円以上、それは知りまへんで。何ぼ

設定してんか知りまへんで、まだこれから。それ以上のお金を負担してでも、

利便性を尊重しはんねや。何でって、平群町は高低差がきつい地域でもあるし、

ね。で、まして、デマンドタクシーは夏乗らると思う。７月、８月が非常に供

用される住民が多いということですわな。まして、病院行くのに、ね、家から

ぱっと病院まで行ってもうてやね、帰り来てもうて、３０分前に予約したら来

てくれはる、な。こんなええこと、おまへんがな、正直な話。やっぱりそれは、

全くそのとおり。そやから、副町長も御理解していただいてるのようわかって

る。僕の言いたいのはね、その奥ですねん、副町長。奥ですねん。要するに、

デマンドタクシーを入れる、走らせることによって、コミュニティバスの最低

需要額をより減らすやないかという論法やろ。それはそんでよろしいやんか。

６カ月、待ちましょう。な。基準より下やったら、廃止の代替手法をつくらん

なあかんのやって。いうようになったら、その廃止は何カ月、継続的にそらバ

ス走らさんかわかりまへんで。その間に数カ月、１年もしやんうちにつくれま

すのかいな。そこを言いたいねや。そやから、もう一応、まあよろしいけどね、

いま走らせて、来年度初めぐらいから、来年でっせ、１月ね、ぐらいからそろ

そろもう大体様子わかりますやん。けれど、いま今村課長も逃げ口言うてるわ

けや。冬は特に乗られる人、少ないですよって、こう言うてるわけや。という

のは、もう答え出てんねや。もうそんな寂しい答弁、欲しくないねん。普通は

ね、冬であろうが、夏であろうが、目的ね、目標基準に来てたらやで、そんな

ん何も言わはるはずあらへん。自分自身が、いや、これは最低需要基準にひょ

っとしたら割るんちゃうかと、こう思うてはるから、そういう言葉が出る。こ

れ心理、人間のね。間違うたらごめんな。せやけど、僕の考えてる。そやから、

それはそんでよろしい。前向きな、建設的な意見を言いたいねん。そやから、

これから本当に弱者と言われる人をいかに皆、外出支援してもろうて、平群町

がお金、血税をね、今度、町単１００％やりますんで、それで投資効果率がね、

よろこんで、なるほど平群に住んでよかったなあと、な、と言うてくれはる。

何でってね、よそが、三郷がやってるから、物まねせえって言うてんちゃいま
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っせ。ええことはしましょうよ。な。どこの市町村あっても、ええことはやり

ましょう。きょうび、そういう地方分権の時代ですもん。  

 せやから、そこで、副町長ね、来年の１月ぐらいから大体様子わかると思い

ますねん。１１、１２、来たらな、２カ月、３カ月やな。これね、ほな、こう

いう論法もやめててや。冬やさかいに、お客さん少なかったさかいに、これ、

きちっとした評価基準出まへんさかいに、もうあと６カ月させておくんなはい

っていう、そういう考え持っとる。それは議会やで、きょう。会議録載んのや

で。それはどうやの。それないか、それだけ言うて。  

○議  長  

 副町長。  

○副町長  

 先ほど理事の答弁がですね、非常にお気に召さなかったかもしれないんです

けれども、事実は事実として、やはりそこは理事、非常に気にしておりますの

で、そういう答弁になったかと思いますけども、まあ誤解を受けられるかもし

れないんですけども、私どもは、やはりいまコミバスというところ、何かする

かというところで、いま一生懸命努力しようというところで、そういうふうな

答弁になっておりますので、そこはまあ一定御理解はいただけるかと思います。 

 ただ、馬本議員おっしゃってるようにですね、平群町は三郷町に比べてエリ

アが広い。これについてはですね、公共交通、交通弱者がやはり多く発生する

ということは、それは行政としても、それはもう当然持っておりますし、それ

をいかに満足度を高く、なおかつ効率性のある、できたら採算性も兼ねてです

ね、言える交通システムっていうのを、まあ理想かもしれませんけれども、こ

こはですね、常に追い求めていきたいということは、同じ立ち位置だというこ

とだけは御理解いただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 僕、質問したんちゃうで、そうちゃうねん。もうそれではぐらしたって、構

へん、６カ月もって、今村課長は、冬の間だから乗られる人、少ないやろと。

ほで、もう６カ月で、ちょっとデータね、１０月までデータをお願いしたいと

いうことはないやろなと、こういう確認、聞いただけや。それだけや。  

○議  長  

 副町長。  

○副町長  
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 繰り返しの答弁になりますけれども、本当に私どもはデマンドタクシーを全

く無視してるわけではございません。それは、先ほど、西山間の話を例として、

馬本議員述べられましたけれども、じゃあ基準をですね、下回った場合、コミ

バスいきない廃止かというような乱暴な話、当然、私どもも基準は基準だから、

そのとおりっていうふうなつもりもございません。じゃあ代替案はということ

になったときにですね、その代替案としての案と現行のところでやはり比較、

考慮して、その上でとるという選択があると思います。ですんで、そんな乱暴

にですね、行政は考えてるわけでないっていうことだけはお考えいただきたい

ですし、要は期限を切られるというところは、当然私どもも期限を持った上で

仕事はしていくわけですけれども、やはり常日ごろからですね、コミュニティ

バスだけじゃなくて、デマンド交通も三郷方式だけではなくて、いろんなやり

方があると思います。言いたいのはですね、本当に限られた財源の中で、いろ

いろ馬本議員もそのように御提言いただいているのは、将来的に財源をすごい

気にしていただいてるというふうに思っておりますし、私どもは三郷だけが正

解ではないというふうにも思っておりますので、そういうところについてはで

すね、１日でも早く次の手法というのは考えていきたいというふうに思ってお

りますので、いつっていうところまではですね、ちょっと今のところは明言に

ついては控えさせていただきたいという、１日でも早くという気持ちは持って

おりますので、それで今回の答弁については御辛抱いただけないでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 １日も早くという、まあそれは百歩譲りますけどね。いやね、副町長ね、け

れどもね、いま、副町長、人間正直や、わしと一緒や、ね。要するに代替案手

法を考えなあかんっていうようなものの言い方、言わはった。けどすぐ答え出

てんねやって。答え出てるのを想定してるから、早くいろいろ手法をしゃんな

あかんちゃうかと、こう言うてんね。提案させてもろてんねん。それをね、３，

５００万、３，６００万、ね、３，７００万って、ひょっとわからへんで、燃

料高騰したり、いろいろな問題が起こってきたら、そら、それで、もしも、あ

れ空気運んでるやないけ、住民から批判もろうたり、例えばでっせ。俺はそん

な批判云々よりな、もうほんまに平群町は財政がもう裕福でなかったらね、も

うすぐにね、何ぼ走らせたらええねや、俺思うね。けれども、いかにそのお金

をね、有効に、住民のためにな、使うかということになりますんでね。まあ１

日も早く、まあきょうは百歩譲っときますわ。  
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 そのかわり言うときまっせ、一つ。行政は乱暴なことはしませんって言うた

けど、おかしいで。諮問機関をいつも尊重するって言うやんか。この答えと、

あんた、副町長言うた答え、反比例やで。何のために諮問機関つくったんねん

ということになりますよって言うからな、副町長、責めてんちゃうねんで。ね。

諮問機関はこんな基準つくってはるから、そのとおり答申しはった場合、それ

は無視はなかなかできないですよ。そこら辺も見据えながらね、まあひとつ、

いろんなコミュニティバスはコミュニティバスの運用をいろいろ考えながらね、

今村課長、いろんな公共施設の運用も考えながらね、そんでまたデマンドタク

シーについては１日も早うもう検証して、いろんな手法を出すということやか

ら、そしたら私ね、６カ月待ちます。私の一般質問。なぜならば、デマンドタ

クシー入れることによって、並行して走ったら、コミバスの乗降客も減るとい

うことをおっしゃるんやったら、６カ月もあります。そのときに、一定の評価

基準を大体出まんので、私、この評価、いろんな推移、大体見ていきますさか

いに、そこまでに一定、そっちのほうがよくおわかりやと思うから、ある程度

の見解は出してください。１日も早く言わはんでもいいよ。僕、６カ月待つよ。

な。デマンドタクシー入れることによって、コミュニティバスのな、乗降客が

減ったと言われたら、私も片腹痛い。ね、副町長。そやから、そのかわり、６

カ月過ぎたら、一定の評価基準っていうのは、どこら辺まで尊重されるか。乱

暴なことはしませんって言うて、けれども乱暴なことをせざるを得んようにな

らんように、よう考えて、これからは推移見ててくださいな。ひとつよろしく

お願いします。  

○議  長  

 副町長。  

○副町長  

 私の答弁、一部誤っておりまして、大変申しわけございませんでした。この

件についてはですね、やはり交通弱者対策ということも含めてですね、いろん

な形で意見交換させていただきたいと思いますので、また、いろいろと御指導、

御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 ひとつ６カ月間の推移を見させていただいて、最低需要基準を上回るように

コミュニティバスが御利用されること、御祈念を申し上げます。  

 １点目の質問をこれで終わります。  

○議  長  
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 ここで時間延長をいたします。午後６時までといたします。  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 それでは、議員２点目の御質問でございます。西小学校校舎の若者定住促進

集合住宅への改修につきまして、お答えを申し上げます。  

 人口対策につきましては、平群町のまちづくりを進める中で、喫緊の課題と

して認識しております。その中でも、住まいの場の確保、安心の子育て、確か

な教育などの政策の展開を行っておるところでございます。このことは、平群

町にいま一番欠けている、若い世代の定住化を大きな目標に掲げたものとして

位置づけを行っております。  

 御提案のありました学校施設の転用につきましては、文部科学省所管一般会

計補助金等に係る財産処分承認基準により、既存施設の効率的な活用と地域の

活性化を図ることを目的に、弾力化されていることは認識をしております。  

 平群町の若者世代の定住化推進策としては、従来の平群町のまちづくりの基

本である、緑豊かな田園住宅都市として、戸建て住宅によるまち並み形成を推

進しており、現在、空き家も含めた良質な住宅ストックを活用することにより、

平群町に転入される若い世代の持ち家者に対する助成制度を検討しております。 

 また、例えば平群駅と居住地との距離を勘案した場合でございますが、西小

学校よりも平群駅に近い立地の住宅地において、空き家も含めた可住地が多く

あり、そこへの定住誘導がまず必要と考えております。あわせて、現在の西小

学校校舎を集合住宅に用途変更を行う場合については、都市計画区域内の市街

化調整区域でありますので、都市計画法上の整理が必要になってくるかと考え

ております。また、建築可能となった場合でも、奈良県開発審査会への付議案

件となりますので、非常にハードルが高いことが予想されます。  

 いずれにいたしましても、西小学校の跡地利用については、公共施設の空洞

化を防ぎ、地域の活性化を図るための喫緊の課題として着手しなければならな

い課題でございます。県の開発審査会の承認など、さまざまな事務手続を行う

上で、当該校区の住民の皆様の合意形成が必須条件となります。今後、庁内で

跡地利用の利活用を検討するとともに、地域住民の皆様の御意見を聞きながら

進めてまいりたいと考えております。  

 今回の御提案につきましては、貴重な御意見として受けとめて賜っておきた

いというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本君。  
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○１２番  

 最後、ちょっと非常に残念やな。地域住民の意見交換して、その地域住民の

意見を聞いて考えていくって、誰がその起動をとってはるか、わからへんな。

あの施設は公共施設で、平群町の公共施設やから、地域住民の施設ちゃうから、

そら、まあ考え方でっせ。平群町としては、こういうことをしたいねんと、利

活用。という御提案を何件か持っていかれて、地域住民と話し合い、並びに一

つの協議会か、髙幣さん言うたのは。それ、することは、そらわかるねん。け

れども、真っ白でいかはんのか、聞きまっせ、ここ大事なことやから。地域住

民とこ真っ白で行政いかはんのか、一定の案を持っていかはんのか、どっちで

すの。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 基本的に西小学校の跡地利用につきましては、まだ正直申し上げて入り口の

状態であろうというふうに考えております。それゆえ、地元の合意形成という

部分では、一定こちらのほうから案を個々お示しするんではなく、やっぱり一

定の地元の考え方みたいなものを、まず拝聴してから進めていくのが本意かな

と。やはり住民の合意形成というのは、今後、この施設をどういう形で利活用

していく上におきましても必須条件ということになっておりますので、ちょっ

と非常に手ぬるいと言いますか、まだそういう次元での協議なのかということ

で、大変お叱りを受けるお話なのかもわかりませんが、いまの実態としては申

し上げたとおりでございます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 いまの実態は白紙やと。行政は一定のこれというやつは持っていないという

ことを認識させていただきました。先ほど髙幣議員も言わはったように、私も

人口をいろいろこの１年、調べましたけど、私は住民基本台帳に基づいて平群

をちょっと見させていただいた。外国人も入れますよというのは、去年の９月

からなってますんで、何とね、去年の９月末から、この８月末にね、平群町の

これは自然動態と社会動態あるんやけど、３１５人の方がね、減ってますねや。

これ、僕、住民基本台帳やで。を基づいてですよ。要するに国勢調査ちゃいま

すよ、住民基本台帳。そこでね、平群の平均年齢をこれ見て、がくんでした。

４８歳とね、ことしの８月で４９歳になってね、平群の住民の平均年齢。僕６

４やし、そらまあ何やけども、４９歳ですよ、ことし。平群の住民の平均年齢。
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それと、３１５人の方が減ってるということをしたらね、月平均ね、大体２６

人ぐらい減ってますねや。それとね、これまた世帯数が７，７８０からね、世

帯数が６世帯ふえてますねや、世帯数はでっせ。世帯数はふえてます。けども、

人口は３１５人減ってますねや。大変ですわ、これ。  

 そこで、先ほど髙幣議員のときに、町長が答弁しはったかな、まあ若者定住、

安心の子育て、安心・安全なまちづくり、活力のある働く場所、企業誘致をい

ろいろしましょう、豊かな自然環境を大事にしましょうというふうに、町長言

うてはる。町長は、緑豊かで心豊かな、子どもの歓声が聞こえるまち、これは

町長の政策や。キャッチフレーズという政策ですわ。町長、ここで、緑は心豊

かな子どもの歓声ですわ、そやから僕が今度、提案させていただいたのは、こ

れ具体的に西小学校のあこを集合住宅にしたらどうやということでね。一つね、

よく考えてくださいや。よその市町村がやってるようでは遅い。というのは、

僕が認識してます。よその市町村がやってるようでは、ちょっと政策的に遅れ

るんちゃうかなというのは、僕の個人的な考えです。けど、遠いとこでやって

るのは別ですよ。これね、この廃校ね、まあ、ある四国のとこです。で、長野

県もみずから建ててやってはる村ありました。行ってきました。やっぱりすご

いね、考え方がちゃうわ。違うで。やっぱりね、そのときは住民に理解できな

かっても、後で住民、理解するんやから。それが僕は政治やと思う。あ、あの

ときこうこうやったけど、こう批判的に思ってたけど、何となあ、やっぱり行

政は、町長は先見の明があった。町長、このね、廃校ね、奈良県下でっせ、利

用してね、集合住宅、例えば２ＬＤＫの住宅改修しようやないかとか、四国で

してるんですよ。現実にしてるんで、僕、担当者と電話したんですよ。やって

はります。よその長野県は、自分でみずから建ててはります。それは別として、

そういう発想をね、やることになってね、ほんなら、いま言うた、大浦君、平

群駅と西校は距離があります。コミバスありますやん。若い夫婦がきょうび、

モータリゼーション、車に乗らはりますやん、逆に。いままでは企業誘致、企

業誘致って、町長いろいろ言うてはるけど、いつのことかわからへん。逆に平

群が奈良県下の郡山とか、奈良のいろんな公有地あるわな、生駒もあるわ。そ

この若者を平群に何しなさいよ、住民をそこへ住んでもらいなさいよ、若者を。

なぜならば、いままでバブルのときは大阪から生駒の山越えて、ここへ住んで

くれはったわけやんか。ほんで、子どもさんが大きいなりはって、向こうで住

まはったから、お父さん、お母さんも向こうへ行かはって、空き家がたくさん

でけてるわけや。けれども、今度、こっから見て奈良県内を皆、東見なはれよ、

西も北も見なはれや。あのね、３万円の家賃でね、絶対に若者、来てくれはり

ますよ。それ、条件つけるんですよ。それはね、いま、空き家対策とかいろい
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ろ言うたやろ。ここで一つ言うとくわ、もう一つな。こんなことあんねや。そ

こで住んでいただいた方は、御夫婦やって、お子さん生まれました。お子さん

生まれたら、今度その例えば２ＬＤＫ狭うなりました。子どもが、まあそれま

でに保育所行ったり、いま今度、総合こども園って言うのやけど、そこへまず、

小学校行ったりしてました。今度ね、子ども同士が友達できますねん。子ども

同士のきずなができますねん。ある村では、分譲宅地してんねん。何で、そん

だけ所得が増えました。家も狭い。ほんで、住むんやったら、ここへ住んでく

ださい。分譲宅地してね、一定の奨励してんねん。で、そこへ住まはんねん。

というのはね、子どもがきずななんですよ。子どもの友達とか、お父さん、お

母さんも友達になってはんねで。なってはるさかいね、よそへ土地買うてな、

行こう云々とか、考えはらへんねん。それとな、いま、空き家対策って言うた

な。さあ、コンサルさんにはいろいろ任してはると思うけど、果たしてコンサ

ルさん、平群の実態ね、いろんな政策、こんなんしたら空き家対策ええわって、

そらいろいろプロやから考えてくれはると思う。けど、僕が考えてるのは、こ

れをすることによって、空き家対策もフォローできるし、ね、人口は絶対減り

ますのやで。これはもう、ね、日本はもうわかってるやん。それをとめるのを、

どのようにとめていく、とめるんじゃなし、その落ちるのを角度を緩やかにし

ていこう、これしかないねん。けれども、いまのいろいろデータで見ると、平

群町は将来、大変ですねや。ほんまに。そやから、みずからよその市町村がや

ってないことを１遍、案としてね、私は法律的なことはクリアできると思いま

すよ。いろんな熱意を持ってやりはったら、あとは財源的なもん、というのが

一つ心配でんねん。  

 それとね、いまからね、まあ、いま、南保育園もそやねけど、これもうちの

孫、行ってるねけども、要するにもう廃校なるってことわかったら、そのとき

からほんまにわしらも考えなあかんかってん、ほんま正直な話。な。いまから

考えるわでは遅いねん、住民から見たらやで。何してんねんって言われまんが

な。私はそう思うねで。まあそれは、そんでええやん。過去のことは置いとい

て。若者が来るようなね、振る舞いしたらね、そういうあこへ建てたらね、改

修したら、町長、環境はええし、見晴らしもよろしいで。子ども同士の今度は

コミュニティバスがあこを通って、西山間通って、それを利用されて、ね。平

群小学校へ行かはったり、そっから、はなさとか、そこへ行かはったりしはっ

たら、より一層な、活気づくし、いまはその市場をな、若者を奈良県下で求め

はったらよろしいねや。大阪の人をこっち来てくれって言うのちゃうやん、奈

良県下の市場は広いでっせ。いろんな政策やってまっせ。けれども、家賃３万

円でん、公営住宅法に全然ひっかからない政策やってるとこ、奈良県下である
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か。いや、そういう住宅の運用してるとこ、ある。私はあんまり聞かんけど。

これですねや。それは四国で平成１１年ぐらいかもうやってはんねや。で、も

うそこは、したら中学校になって、廃校になって、それは都市計画法のないと

こやから、区域ないとこやから、そらいろいろでけたと思うで。けれども、そ

の木造を廃校して、今度、建てました。応募しました。すぐに満室になりまし

た。まだ行きたいという人が、ようけあるっていうねや。せやけども、向こう、

山やから、立地条件のええ場所が少ないが、模索してるとこやっちゅうことや

ねん。けども、平群ね、思いません。運動場ありますやん、将来、運動場にま

たそんなん建てようと思ったら建てられんねや。それとね、西小学校ね、体育

館が避難所になってるね、たしか。きょう調べたら、避難所になってるんねや、

体育館。なってるやろ。これね、廃墟となって、どういうふうに管理するんか、

それは知りまへんで。防犯上も知りまへんで。来年の４月以降やな、まあ、そ

れは体育館を使わはるかもわからへんで、いまのスポーツのやつにな。あとは

教室は一切使わへんわな。こういう管理もいろいろあるわな。そこで、いま、

いろんな問題、まあ難しい問題、ここで言わへんけど、いろいろな、大浦君、

ありますわな。そやから、るる私があんまり述べてばっかりいたらいかんけど、

答弁もらわなあかんねけど、まあ、一つの案として、貴重なる御意見としてお

伺いします。ということは、私に言うてくれたのうれしいこっちゃけど。私ね、

ここ最後に言うたん、学び舎ですねや。私は、利活用という価値観ちゃうで。

あの学び舎、こぼたれたら、私はものすごいショックや。議長も学び舎や、山

田君もそうやったかな。山口君もそうかな。学び舎や、西校は。思い出ようけ

あんねや。けれど、また若者にも誰もな、使うていただいたらな、結構やと思

うねん。しかし、言うときまっせ。今度は南保育園も廃校になんねや。利便性

を勘定しながら、いろんなまた公共事業もお考えということも聞いてんねけど、

うわさやで、うわさ。西小学校は、跡地は、僕は、やっぱり人、住んでいただ

いて、にぎやかになってほしいなというふうに思いますんでね、そこら辺、一

つの案ということで、貴重なる意見ということで、聞きとめてきますというよ

うな話やけど、この質問、次回にさせてもろうてええんかいな。それとも半年

後にさせてもろてええんやろ。わし、引かへんで、この質問は。いや、それは

あかんだったら、そらしゃあないでっせ。地域の方がね、ああ、それはしゃあ

ないでっせ。けれども、そこら辺のこともあるさかいに、あ、議会でそれ言う

てたら、次はええわ。もう一応、馬本さんの話はこんで終わったっていうんじ

ゃないねんって。僕、そんだけあの西小学校に愛着持ってんねや。やっぱり若

者に入ってほしいねん。何ぼでも来はるで。絶対つくったら来はりまっせ。俺、

自信あるわ、はっきり言うて。３万円の家賃やったら。車２台の駐車場無料や。
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来はるって。絶対来はる。空気ええし。そこら辺、これ、いつごろもう１回、

質問させてもろうたらよろしいでっしゃろ、再質問。というのは、それはそん

でええねんで。いや、次のいつの機会っていうのは、地域の方と、ほな言うで、

いつごろから話し合いしてくれんの、地域の方と。それ言うて。ほんなら、そ

っから詰めていこうか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 再答弁させていただきます。  

 先ほど、ちょっと地域の方との意見交換といいますか、公聴会的なものを開

催をするというふうに申し上げました。予定といたしましては、１１月の上旬

に予定をしておるところでございます。そこから、るる地元の意見、地元の方々

の御意見を賜りながら、今後の利活用方針というのはやっぱり進めていきたい

というふうに考えておるところでございます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 まあ、それはそれで結構ですよ。しかしね、これだけ言うときまっせ。行政

が一つも案なしで行ってくれるような、格好悪いことはやめててや。行政が、

その地域の方と話し合いするのは、平群町の行政としては真っ白ですねと。皆

さん、いろんなこと言うてくださいと。きょうは意見の集約で来ましてん。こ

れはやめてくださいね。僕はそう思いますよ。個人的な議会議員としてもそう

思いまっせ。まあ１回ぐらいしか会議やっておられないってことも、ちょっと

聞いてまんねけど、それはもうよろしいや、済んだことはな。そらもう人間皆

いろいろあるんやから。けども、そこら辺はどうでっか。もうほんまに１１月

上旬に白紙で行きはりまんの。それね、どうも担当者は大浦理事のほうになる

んかどうなんか知りませんで。理事、ね、大浦君。まあ、真っ白ではちょっと、

一定の考えも持ってて、ほで、こういうやつも、いろんなやつありまんねけど、

皆さんどうでっしゃろとかね。やっぱりたたき台を持っていってもらわんなや

で、やっぱり。ほんなら今度、南保育園ね、白紙で行ってくれはんのか。ほん

なら、言うとくで。南保育園、白紙ちゃいまっせ。あ、西小学校、いや、白紙

ちゃいますって。コンサルがいろいろやってるってこと、情報入ってんねで、

黙ってるけど、俺は。そんなとこでやるもんちゃうわ、俺に言わせたら。とい

うふうに私は思うてます。ちゃんとええ場所あります、そういう場所は。もっ

と立地条件のええとこあると私は思います。そやから、それはそれでええと、
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ほんまに白紙でいくの。それだけ、認識、ちょっと確認しとくわ。いやいや、

議会で一定の意見と、まあ貴重な意見として受けとめますって言うてて、まあ、

それはそれでええねで。ほで、行政が考えたやつ、ぽーんて言うて、私の意見

は一つも言うてくれへんの構へんねやで。言うてくれって言うてんちゃいまん

ねやで。ほんまに白紙でいくんやったら、私の意見もなしで行くねんな。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 今回、説明に行かさせていただく部分のところでございますが、何か町のほ

うから、これをやりたいから、こういうふうなというふうな提案というのは、

なかなかいまの状況ではしづらいかなというふうにはまず考えております。  

 ただ、非常に一般的な議論になるかなと思いますが、学校が再編されて、秋

に廃校といいますか、利用されないようになったという事例というのは全国的

にございますので、こういった使われ方は全国的にされていますよというふう

な、まずやっぱり住民の方にも、一定こういうふうな学校が再編になった後の

跡地利用という部分での使い方についての情報提供ということは、まず努めて

いきたいなというふうに考えております。  

 それであと、うちの、あの地域の中で、一定法規制等もございますので、そ

ういった中で何ができるのかということも含めて、そういった部分でのまず住

民の方に情報を持っていただく、知っていただくということにちょっと努めて

いきたいというふうには考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 もう私、しんどなりましたわ、それ聞いて。それが行政のリーダーかなあ。

それが住民の全体のトップかなあ。私は、ちゃうと思うで。やっぱりそれは、

リーダーっつのは、いろんなことを計算しながら、私、行政としては、こうい

うやつ、こういうやつ、こういうやつ一定考えてんねやと。な。それ以外にあ

ったら言うてくださいとか言うのが本意やねか。それ言うで、自分。自分、言

うてるのはな、都市計画法に網のかかっていないとこで、いろんな俺もインタ

ーネットで全部調べたあるけど、全部わかってんねや。ここ、かかってんねや

で、大和都市計画区域。そら、みんなわかってんねや。わかった、公共施設が

つくられへんねや。公共施設つくるのは、もうつくることは確かやと思う。そ

れはいろんな公共施設のつくり方、やつは持っておられるかわからへんがな。
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けれども、僕は一つの提案として、いま言うてるように、町長が言うてはる、

若者定住促進がやりたいんやと。けど、言うとくで。若者が来んなら、新園、

な。小学校、これ、人口、一定の期間とめやんなら、活性化はないねで。いろ

んな政策、いま言うてるような、若者来たら、例えば固定資産税とか、いろん

な空き家の対策、人間入ってこその空き家対策や。人間入らんで、何で空き家

対策でけんね、その支援策でけんの。そやから、僕にしたら、行政がみずから

そういうやつをつくって、で、来てもうて、それをすることによって、個人住

民税とか、いろいろなことあるやんか。考えたらわかるやろ、それ以上言わへ

んけども。な。そうして、細長う平群町を愛していただいて、次世代の子も平

群町に住んでいただくようなね、そういう長い将来スパンを考えたやり方を、

まあ一応、提案としときますわ。自分がそれ、貴重なる意見ということやから、

御提案させてもろうときます。  

 ほな、もう二つ目はそれで結構です。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 それでは、３項目めの、平群東・西小学校再編成に伴い学童保育所の新設を、

に関する御質問についてお答えさせていただきます。  

 平成２６年４月から開校します新たな小学校での学童保育利用者数は、現在

の５２人から９０人程度になるというふうに予想されます。したがって、現在、

東学童保育所が使用している３教室は、確実に必要というふうになります。大

規模改修後の余裕教室は５室ですので、現在の教室を利用して解消できるとい

うふうには考えております。しかし、今後において、アクションプランの進捗

によっては、児童数、学級教室の増や、特別教室の増も考えられますので、そ

のときには学童保育に使う教室が不足するということも十分考えられます。ま

た、施設の適正な維持管理、警備等の面から考えますと、校舎内よりも校舎外

に設置するほうがよいという議員のお考えはもっともな御意見であるというふ

うに理解しております。このように中長期的な展望や、総合的な判断をした場

合、いま、学童保育所用地を確保していくことについては、必要性の高いもの

というふうに考えてます。したがって、いただいた御意見も参考に土地区画整

理事業の進捗状況にも合わせながら、当該用地の確保に努めてまいりたいとい

うふうに考えます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  
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 まあ今度、余裕教室、３教室あるから、それを今度使うて、実質上１７教室

が普通教室として、今度は改修で生まれ変わるんじゃないけども、実質１５、

普通教室があって、１２がいま使うておられて、教室で使われて、三つが余裕

教室で、あと二つが今度増えますよと。その増えるのについては、特別支援学

級が五つありますよと。そのうち、いま使うてるのは二つか、そこらぐらいし

か使うてませんので、二つ、そっちのと三つを特別支援学級に置いといて、二

つを普通教室ということで、今度、改修してますよという認識で、まずよろし

いんでっか。その点、どうでっか。それ、ええって、思ってもあとで聞く。僕、

その質問、言うてないから、構へん構へん。それで、なると。しかしね、それ

はそんで結構なんですよ。今度、いま、やっぱり防犯上、また、平群町の学校

の教育において、施設を運営する上においてね、管理運営規則について、施設

にその学校義務教育以外に、それを使うということはあんまり好ましくないと

いうことも御理解していただいて、喜んでますねや。それと、学童保育を別に、

教育と保育を別に分離するということに一定の理解もしていただいて、ほんで

今度は区画整理事業等いろいろ、換地指定されてしもうたら大変やから、もう

されてない前に一応、話しさせていただくということでやっていただくってこ

とはもう前向きな、これこそ答弁でな。本当にまあ、私、感謝してます。これ

によって、若者のお母さん、働くお母さんね、お父さん、いろんな方がより一

層、御利用していただけると思いますわ。それを分離することによって、いま

７時半の時間が将来、将来わかりませんよ、土地だけ先、確保していただいた

らどうですかっていう話やから、将来、８時もしましょう、ね、８時半もしま

しょう。馬本は何言うてんねやて、違う。民間やってるとこあんねや。９時ま

でやってるとこもあるし。よその町で、あの町はいいけど、民間でやってはる

とこあるんです。もうそれ、わかってんねん。そやから、分離することによっ

て、７時半が８時、８時半が９時とかね、いろいろそういうふうに地域の住民

の若者の共稼ぎ家庭の保護者に対する生活の場をちゃんと平群町は対応すると

いうことは、ほんまにええことやなと。まあ、西本理事、ひとつまあよろしく、

教育長も区画整理組合の方とまた担当課といろいろ話していただいて、また対

応をお願いしたいと。  

 それと１点だけ言うときますので。学童保育の厚生省のガイドラインは、１

人頭１．６２かな、１．６５か。いう以上というように、おおむねでっせ。１

人の面積な。そういうことをまあよく、そっちはプロやからよく御存じと思い

ますけども、そこら辺も頭に認識いただきまして、ひとつよろしくお願いした

いと思います。はい、結構です。  

○議  長  



 

－１８７－ 

 総務防災課参事。  

○総務防災課参事  

 ４点目の住民との協働のまちづくりを進めていくという観点から、防災行政

無線の時報であります８時、１２時、５時のチャイムやメロディーを住民に演

奏してもらう等、検討してはどうかという御提案でございます。  

 防災行政無線の運用につきましては、議員お述べのとおり、平成５年４月よ

り運用しており、災害時の非常放送や行政情報の連絡、また、毎日の時報等を

放送しております。議員提案の住民が参画し、住民との協働のまちづくりを進

めていくという観点から、地域住民の持っておられるパワーや技術を発揮して

いただき、まちづくりにつなげていくという試みは非常に大切で、重要なこと

であると考えます。現在のチャイムやメロディーを変更することは、防災行政

無線の保守管理業者から、可能であると聞いています。ただ、ノイズの少ない

外部音が遮断される録音状態が可能な専門業者での録音が望ましく、また、放

送時に音割れしないか確認する必要があるということでございます。まずはこ

のようなことを踏まえ、試行的な実施について調査を行い、検討してまいりた

いと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いします。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 この間も、この防災無線で新聞に載ってましたけど、Ｊ－ＡＬＥＲＴが鳴ら

へんかったという、どことは言うてませんで。そういうふうなことに対応する

ためには、日々の平常時に機械が正常に作動してるかということで、時刻放送

とか、いろいろな行政にとっての緊急情報を、それで光化学スモッグ情報とか、

行政情報、住民生活の情報を流しておられるわけや。それはそんで結構やね。

そこで、いま、実はそういうふうに試行的に、ここでいま言うたように試行的

にやっていただくように検討してくれんのか。いやいや、試行、ちょっともう

１回、そこら辺の答弁してもらわれへんかな。試行的やから、公募して、よう

聞いてな。公募して、各いろんな楽器のね、平群の文化協会とか、いろんな個

人でもやってはる、趣味でやってはる人いてはるわな。そういうところへ公募

してやな、ほんで応募されるようなシステムを、じゃなしに、試行的やからね。

一定決めて、何カ月間の期間でも置いて、ちょっと１遍やってみようかなと。

それを、僕言うてんのは、平群町歌を朝メロディー、まあ例を言うただけです

よ。例を言うた。「野ばら」とか「夕焼け小焼け」のメロディーを、その平群町

のね、そういうやってはる方に演奏してもうたらどうやっていう提案でっせ。
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まあ、そこら辺も間違いないようにしてくださいね。そやから、試行的にそう

いう形で、団体、どこかわからへんけども、試行的にやさかい、公募もせずし

て、で、何カ月か期間を区切って、１遍やってくれるように思うておられんの

か。そこら辺がちょっとわからへんねけど。そうしやんなら、誤解が招いたら

いかんと思いますわ。な。公募もしてやへんのに、あの団体鳴らしてるやない

か。おかしいやないかとなってもあかんから、そこら辺どうですか。  

○議  長  

 総務防災課参事。  

○総務防災課参事  

 再質問にお答えをします。  

 いまですね、議員がおっしゃられたとおり、試行的な実施についてどのよう

にしていくか、検討してまいりたいと思います。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 ちょっと僕の考え、間違うてんねやな。試行的にやるという認識でよろしい

ですか、まず。そのやり方について検討しますと。よう思うて俺、試行的って

ことはもうやるってことやな。試行的やからな。それに、やり方については検

討しますよと。試行的にやることはやりますよという認識でとってよろしいで

すかと、こう聞いてんねや。  

○議  長  

 総務防災課参事。  

○総務防災課参事  

 議員のおっしゃるとおりですね、試行的にやるって、で、やり方については、

今後検討してまいりたいと思います。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 わかりました。まあ住民の協働のね、まちづくりにまたね、住民のパワーと

かいろんなもんを発揮できる、その場所をね、またつくっていただきますよう

に、試行的にやっていただくということで感謝申し上げます。  

 議長、私の一般質問をこれで終わります。長々とえらい申しわけありません。

ありがとうございました。  
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○議  長  

 それでは、馬本君の一般質問をこれで終わります。  

 発言番号７番、議席番号２番、戎井君の質問を許可いたします。戎井君。  

○２  番  

 時間も時間ですから、手短にやります。今回、私は２点質問します。前向き

な答弁を期待します。  

 一つ目、町長選挙と議会議員選挙の同日実施についてであります。  

 この件については、かなり以前に質問いたしました。その際、担当部門から

の答弁は、技術的には可能でありますが、予算審議議会である３月議会に職務

代行者を置かねばならない。経費面から大して節約にならない等の理由を挙げ、

消極的と受けとめられる答弁であったと記憶しております。にもかかわらず、

今回、私が再び本件を取り上げたのは、さきの参議院選挙の投票率です。こと

し７月に行われた参議院選挙では、本町の投票率は６２．０３％でした。これ

は、奈良県全体の５５．５４、全国の５２．６１に比較すると、かなり高い投

票率であることは、間違いありません。奈良県民、あるいは全国の有権者と比

較して、本町有権者の意識が高いことを示してるわけで、誇りでもあります。

ただし、しかし手放しで喜んでいい数字でないことも、しっかり認識しなけれ

ばならないと思うんです。平成２４年１２月に行われた衆議院選挙の平群町の

投票率は、６９．６３でした。７．６ポイントの低下です。衆議院と参議院の

違いは、さまざまな意見があり、極端な考えとして参議院不要論まであるぐら

いですから、単純な比較は危険ではありますが、同じ国政選挙として捉えるな

ら、大幅な投票率の低下が大変気になります。町長選挙、議会議員選挙でも同

様の傾向が見られます。平成１９年１月の町長選挙は６３．４６、２３年１月

には６３．０８と、わずかではありますが、下がっています。１９年４月の議

会議員選挙は６７．１２、２３年４月では６４．０７と、３ポイント近く低く

なっています。  

 投票率は、立候補者の人数やその顔ぶれによって、あるいは選挙の時点での

テーマや、住民生活への影響度の違い、対立している主張への賛否等々によっ

て、有権者の関心の度合いが違ってくるものでしょうから、単に数字の比較だ

けでは結論めいたことを言うのはいかがかとも思っています。しかし、それで

も、この投票率では有権者の関心の低さを憂慮して間違いないと私は思います。

端的に申し上げるのなら、有権者の３人に１人は棄権されておられることにな

ります。有権者の皆さんに投票に足を運んでいただくには、何より候補者の資

質が問題であることは言を待たないところであります。そのことから、数字の

低さはそのほとんどが候補者の責任と言って差し支えないと、自戒を込めて、
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これも私はそう考えます。その前提に立って、なお投票率をアップさせる工夫

が必要とも考えられます。有権者が投票所に足を運びやすい仕組みを考えるこ

とも行政の大切な施策ではなかろうかと思うのです。  

 最近では、期日前投票制度が簡素化され、比較的容易に利用可能になったの

も、その意味で有効な施策であったと言えましょう。このような工夫が肝要で

あります。これに加えて、平群町に存在する煩わしさの軽減が今回の私の提言

です。  

 ご承知のとおり、本町では、１月に町長選挙、４月第２週に統一地方選挙前

半、４月第４週に後半が実施されます。ここで町議会議員選挙であります。つ

まり、３カ月の間に３回、投票所に足を運んでいただくことになっています。

町長選挙と議会議員選挙を同時に、しかも統一選挙の前半に一緒に行えれば、

有権者は１回で、もし統一地方選挙に合わせられなくても、２回の選挙で済み

ます。有権者にとって結構魅力あるのではないかと思います。投票率のアップ

にも資するのではないかと考えます。これは、まだ１年半以上の先のことです

が、選挙管理委員会での検討協議や、もし実施するとした場合の手続や準備を

考慮して、この段階で提案する次第であります。何とぞ前向きに御検討くださ

い。  

 二つ目は、平群駅西周辺整備事業に関連して、平群駅前広場についてお尋ね

します。  

 去る８月２９日に行われた総務建設委員会での平成２４年度政策基本体系審

議の際の質問に、駅前広場については、この先２年間は現状のままだとお聞き

したように思います。まずは、この点を確認させてください。そのとおりでし

ょうか。その上で、何点か要望を申し上げます。実現可能かどうか、お考えを

お聞かせください。  

 現状を見ますと、車の動線はバリケードなどで区分され、おそらくバスの乗

り入れを踏まえての対応かと推測しますが、一方で歩行者への配慮が全く見ら

れません。平群駅前線で左折して、西側へ右折して、踏切を越えられる方と、

道の両側に分かれての歩行者への対応は簡単ではないと承知していますが、現

状では安全は保障できないと思います。以前は、車は北への一方通行でしたが、

最近は南北両方向から車が走るようになり、危険度が増しているのではないで

しょうか。仮の表示でも、歩行者への安全対策をぜひ検討してみてください。  

 次に、バス停です。ベンチが置いてありますが、雨の日やこれからの寒さ対

策として、建設工事現場で見られるプレハブの設置は考えられませんか。検討

してみてください。  

 最後に、照明です。現状は、やや離れた場所にあるコインベンダーの明かり
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が周囲の照明不足をやや補っていますが、全体に暗いことは確かです。特に、

駅前線道路との曲がり角は特に暗く感じます。再確認していただいて、何らか

の対応をぜひお願いします。  

 以上であります。  

○議  長  

 戎井君の１項目めは、選挙管理委員会への質問であります。選挙管理委員会

委員長より委任を受けております選管書記の今村総務防災課長より答弁がある

ということで、御理解よろしくお願いいたします。総務防災課長。  

○総務防災課長  

 それでは、まず１点目の、町長選挙と町議会選挙を統一地方選挙の日に合わ

せて同時に実施する可能性についての御質問にお答えいたします。  

 まず、各選挙におけます任期満了時期につきましては、町長につきましては

平成２７年１月３０日任期満了、町議会議員につきましては平成２７年４月３

０日、統一地方選挙では奈良県知事が平成２７年５月２日、奈良県議会議員が

平成２７年４月２９日となっています。議員御質問の町長選挙と町議会選挙を

統一地方選挙の日程に合わせて同日に実施する件についてでありますが、平成

２３年の統一地方選挙の場合、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等

の臨時特例に関する法律によりまして、平成２３年３月１日から平成２３年５

月３１日までの間に任期が満了となる都道府県の議会議員または長の選挙にあ

っては平成２３年４月１０日、町村の議会の議員及び長にあっては平成２３年

４月２４日とする法律が制定され、平群町におきましても、平成２３年４月１

０日に知事選挙及び県議会議員の選挙、平成２３年４月２４日に町議会議員の

選挙が実施されました。  

 平成２７年の統一地方選挙につきましても、平成２３年と同様に、いわゆる

臨時特例に関する法律が出ると思います。それによりましてですね、日程が前

回と同様に定められた場合に、県知事及び県議会議員の選挙日は、次回の選挙

日程の予定では平成２７年の４月１２日の予定、それからもう一つが４月２６

日の予定に実施されることになります。よって、議員御質問の町長選挙と町議

会議員選挙を統一地方選挙と同時に全てを行うことはできません。  

 なお、公職選挙法の第３３条の規定によりまして、地方公共団体の議会の議

員の任期満了による一般選挙または長の任期満了による選挙は、任期が終わる

日の前、３０日以内に行うとなっております。その一方で、公職選挙法第３４

条の２によりまして、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙

の期日の特例によりまして、この３３条の規定にかかわらず、任期満了がです

ね、９０日以内の場合につきましては、同時に選挙が行うことができるという
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規定になっておりますため、１月３０日から４月３０日までの期間が９０日以

内であることから、この特例を適用いたしまして、町長選挙と町議会議員選挙

を同時に行うことは、公職選挙法上、可能であります。この規定によりまして、

町長選挙及び町議会議員の選挙を行うことができる期間といいますのは、前の

任期満了の３０日前から、前の任期満了日の５０日後まで間と。それから、後

の任期満了の５０日前から、後の任期満了までの間となっております。この重

複期間で同時に行うことができ、平群町において、その次回の次期選挙期日で

は、平成２７年の３月１１日から２１日までとなるため、その日程に合わせて

町長選挙と町議会議員選挙のみを同時に行うことは可能であります。  

 また、２７年３月１１日から２１日までの町長選挙と町議会議員選挙を同時

に行った場合ですが、これは地方公共団体の議員及び長の選挙の特例ですね、

臨時特例に関する法律によりまして、３月１１日から２１日が町長及び町議会

議員において統一地方選挙の日程を行えると条文になった場合、さらに次回の

選挙、平成３１年ですね、さらにその４年後の平成３１年では、議員御指摘の

ように統一地方選挙の際、４月下旬に町長選挙と町議会選挙を行うことは可能

でございます。  

 ただ、ちょっとこの問題点等も前回の答弁もございましたように、問題点に

ついても議員御指摘のとおり、有権者の方が投票所に来てただくのが一度で済

み、これによりまして投票率の向上、及び有権者の利便性の向上が見込まれる

と思われ、また、選挙管理費用の節減に資する観点によりまして、費用対効果

が見込まれると思います。  

 その一方でございますが、同時選挙になれば、選挙時期が３月中旬となるた

め、３月議会の開催に影響があり、また、町長の不在期間が約１カ月半あると

いうことから、災害時等々の緊急事態による対応など、町政運営に多大なる影

響が予想される点と、年度末に伴う多忙な各課の事務処理の関係もあることか

ら、町政全般を見ながら慎重に検討する必要があると考えております。  

 また、仮に平成２７年３月中旬に町長選挙及び町議会議員選挙を行った場合、

町議会議員につきましては、現職の議員の任期が平成２７年４月３０日までと

なっておりますため、選挙期日からの任期は約１カ月半、期間があるというこ

とになります。そういった、いろいろな観点からも町政全般を見ながら選挙管

理委員会において慎重に検討し、判断する必要があると思われます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 戎井君。  

○２  番  
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 私、これ前、質問したのは、２３年３月議会なんですよ。で、今回質問する

に当たって、２３年３月議会の議事録をもう１回、読み直してきました。いま

御答弁いただいたことは、そのときに御答弁いただいた内容とほとんど一緒で

す。ただ、ちょっと違うところは、もしも再来年の選挙で、何らかの方法で同

時選挙をやったときに、その次の平成３１年には一緒に統一地方選挙ができる

という、この点が前回の答弁と違うところです。ここが、ものすごく魅力です。

と、私の意見を申し上げておきます。  

 それで、二つ再質問します。  

 一つはですね、前もそのようなことをおっしゃったんですが、年度末で職員

がものすごく忙しい時期やと。あるいは、３月議会がですね、予算審議してる

最中の３月議会がどないすんのかというのはなかなか問題やとか、職務代行者

を置くことがどうやとかという点で、かなりまあまあ、そやから難しいでっせ

というような答弁のように聞こえるんですけど、私が言ってるのは、その前回

も同じような答弁で、極めて消極的な返事やなあ言うて、僕、再質問で言った

と思うんですが、やっぱりちょっとでも有権者の利便性を考えて、１回でも足

を運んでもらう回数を少なくして、投票率を上げていきたいという思いについ

てはですね、皆さんが負担に考えられるマイナスの部分についてとのてんびん

にかけた場合に、やっぱりそれでも職員の負担、あるいは３月議会、あるいは

代行者を置くことのデメリットのほうが大きいんでっせというふうにお考えに

なるのかどうか、その点をもう１回、聞かせてほしい。  

 もう一つは、最後のほうにおっしゃったけども、これをやることによって、

平成２７年４月３０日に町議会議員の任期がなるため、選挙期日から任期が約

１カ月半、期間があることになりますとおっしゃいましたけど、これ、何か支

障はあるんですか。わざわざこれをおっしゃったということは、何かこれ、支

障があるんですか。この２点。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 再質問にお答えいたします。  

 選挙管理委員会といたしましては、先ほども述べましたとおり、住民の方の

利便性の向上、それから選挙経費の当然、国のほうもこのごろ選挙の執行経費

につきましては、節減ということにつきましても、かなり言われております。

経費の節減ということも考えた上では、町長選挙と町議会議員選挙を一緒にす

ることにつきましては、そういった効果があると。  

 ただ、前回の衆議院議員選挙につきまして、解散総選挙ということで、たま
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たま北小学校が体育館の改修時期であったということで、投票所が使えないと

いう状況が発生しました。けども、住民の方に投票に不便をかけてはいけない

ということで、その中の教室を利用いたしまして、若干人員も増員すると。ガ

ードマンも入れて、そういった対応をしたということからですね、やはり住民

の方の投票率、利便性の向上については、選挙管理委員会としては考えていか

なければならないというふうには思っております。  

 ただ、今回、夏の参議院議員の選挙の際にもあったんですけども、幸いにし

て平群町ではそういったことはなかったんですけれども、ほかの市町村では、

選挙区と比例区の投票の用紙が間違いがあったとか、そういったことも聞きま

す。そういったことからも、二つの選挙を同時にやるということにつきまして

の、いわゆるリスクと言いますか、そういったこともちょっと選挙管理委員会

としては検討していかなければならないということも考えております。  

 ただ、町の行政のほうの内部のことにつきましては、選挙管理委員会としま

しても、一定その辺の内容につきましても考慮はいたしますけれども、最終的

には選挙管理委員会で選挙期日につきましては決定してまいりたいというふう

に考えております。  

 それから、もう１点の選挙期日、２７年の３月に選挙を行った場合に、町議

会議員の選挙の任期が４月３０日、これは選挙をやったからといって任期が切

れるという意味ではなくて、任期がまだ４月３０日までありますよということ

で申し上げまして、ただ単に選挙が終わったから、そこで任期が終わるという

ことではないということで、申し添えたものでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 戎井君。  

○２  番  

 どうも積極的にやろうという意欲が見えないんですが、まあいろいろとネッ

クがあるんでしょうから、選挙管理委員会の皆さんと、私が１点言ってるのは、

投票率を上げるためにどうしたらええか、何かやれることがあるんやったらや

ろうやないかというような観点で、選挙管理委員会の皆さんとよーく検討して

いただきたいということを要望しておきたいと思います。  

 それから、選挙が終わったから、即、議員の何て言うか、資格というか、そ

れがなくなるということは私も考えてませんけど、１カ月半あったらどないや

ねんと聞いてるわけで、別にどうってことないわけですから、そのことは言う

必要ないんじゃないかなというふうに思いますが、まあこれはやめときます。  

 ぜひ、投票率アップのためにこういう提案をしてるんやという点を選挙管理
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委員会の委員の皆さんによく理解をしていただき、あなた方が一番先に理解し

てくれないかんねけど、選挙管理委員会のほうに理解していただいて、ぜひ前

向きに検討していただきたい。１年半あるんですから、ゆーっくり検討してく

ださい。以上です。  

 私の質問は以上で終わります。  

○議  長  

 いえいえ、２番目残ってます。  

○２  番  

 ごめんなさい。  

○議  長  

 都市建設課参事。  

○都市建設課参事  

 それでは、議員からいただきました御質問にお答えをさせていただきます。  

 まず、駅前広場につきましては、先般、政策体系審議の中でも御説明をさせ

ていただきました。平成２７年度完成を目指して取り組みを進めております。

それまでの約２年間というのは、暫定的に現状の状態が続きます。  

 まず、議員御指摘の歩行者の安全確保です。駅前広場は、バス路線と一般車

両、通勤通学、そして国道バイパスとの通過交通が多く、警察協議を行いまし

て、暫定的といえども、ＮＣバスの旋回ルートの標示、あるいはバリケードに

よるバスと一般車両の動線の誘導、徐行看板の設置等、現時点ででき得る限り

の交通安全対策を行っておりますが、議員御指摘のとおり安全対策には非常に

苦慮しているのが現状でございます。  

 議員お述べの１点目、歩行者の安全対策につきましては、道路の白線表示も

当然のことながら、検討を行いました。現時点では、道路部分が非常に狭隘な

ために表示が混在し、一般車両と歩行者に混乱を招くおそれもあり、不可能と

いう判断をいたしております。  

 今後の歩行者の安全確保につきましては、まずは駅前広場にバスの回転場が

ございます。それと、新しくできましたＪＡの店舗付近の間、約６メートルの

歩道空間が駅前線までつながってございます。ここをまず歩行者専用の歩道と

いうことで看板表示を行いまして、誘導を行っていくよう取り組みを進めてま

いります。また、現在の道路北側から東側からの利用者の皆さんは、当然現在

の道路を御利用になることが非常に多いということでございます。そういうこ

とから、現在の道路の東側、駐車場に現在なってございますけども、来年春に

は空閑地になりますので、道路の東側にも新設の歩道をつくりまして、駅前広

場の東・西歩車道の分離をしながら、歩行者の安全確保と同時に、バス及び一
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般車両の交通安全対策に努めてまいりたいと考えております。  

 ２点目のバス停のことにつきましてお答えをさせていただきます。  

 バス停となりますと、総務防災課の担当となります。また、財源となります

と政策推進課の関係がございます。関係課で若干の協議を行いました。コミバ

スは社会資本整備総合交付金でございます。私どもの区画整理事業も、同じく

社会資本整備総合交付金でございます。そういうことから、パッケージ内の流

用によりまして、予算の確保が行えるという判断を行いました。同時に、設置

に向けて取り組んでまいります。ただ、プレハブかシェルターかにつきまして

は、あくまでも暫定ということから、簡易な施設ということで御理解をいただ

きますようお願いいたします。  

 ３点目の駅前広場の照明でございます。これにつきましは、多くの方から御

意見をいただいております。照明器具につきましては、設置をさせていただき

ます。時期的なものにつきましては、１１月からＮＣバスのダイヤ改正が行わ

れます。それに伴い、乗務員の休憩所が駅前広場のところに民地を借りまして、

建設されることが確定をいたしました。そこに電気の引き込みポールを設置す

るということから、奈良交通、ＮＣバスさんと協議をいたしまして、６．５メ

ートルのポールを設置するという確認がとれましたので、そこを利用させてい

ただきまして、私どもが照明器具を設置をしていくということで、取り組んで

まいります。  

 以上３点、答弁とさせていただきます。  

○議  長  

 戎井君。  

○２  番  

 先ほどは失礼しました。大変前向きな回答でありがとうございます。  

 いや、一般質問でこんなに明快に、具体的に時期まで明示して回答、答弁し

ていただいたのは、多分僕は初めてや。ほかの人は知りませんが、僕は初めて

の経験やと思います。大変ありがとうございます。ぜひ、できるだけ早く実現

していただきたいということを要望して、私の質問を終わります。  

○議  長  

 それでは、戎井君の一般質問をこれで終わります。  

 あと４名の質問者がありますが、これをもって本日の一般質問を終了し、あ

す、改めて一般質問を行いたいと思います。  

 本日の会議はこれで延会したいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  
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○議  長  

 異議なしと認めます。本日はこれで延会することに決定いたしました。  

 本日はこれにて延会いたします。  

（ブー）  

延    会  （午後  ５時３７分）  

 


